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刊行にあたって

　岩手県立博物館では、昭和59年以来、調査研究を中心とする諸活動の内容や成果を広く

ご報告・ご紹介するために『岩手県立博物館調査研究報告書』の刊行を重ねており、本書

で39冊目を数えました。

　令和 4 年 4 月に、制定以来約70年を経て博物館法が単独改正されるなど、わが国の博物

館を取り巻く情勢は転換の時期にありますが、それでもなお展示公開や教育普及、適切な

資料保全といった諸活動の礎として、調査研究活動が持つ意義や、博物館活動全体におけ

る重要性が揺らぐことはないでしょう。

　本書は、近現代の岩手県沿岸部が経験した津波被害を機に、犠牲者供養や災害伝承を目

的として設けられた石碑などの人工物を「津波モニュメント」と定義し、悉皆的に行って

きた調査結果を報告するもので、東日本大震災以降15年にわたり続けてきた取組の、現段

階における集大成となります。

　災害の歴史と現代的な防災の関わりという、有事には人命を左右しかねないテーマとな

りますので、慎重な議論が必要なことは言を俟たないものではありますが、それでも本書

を一つのきっかけとして、地域に潜在する先人たちが遺した災害文化を改めて見つめ直し

ていただけたならば、これほど嬉しいことはありません。

　最後になりましたが、本書が物語るように、当館の調査研究活動は、学芸員がフィール

ドワークを通して出会った方々からいただいた貴重な情報によるところがきわめて大きい

ものです。日々の調査研究活動に快くご協力いただいている岩手県民の皆さまに対し厚く

御礼を申し上げ、発刊の辞といたします。

　令和 8 年 3 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手県立博物館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館 長　坂本　美知治
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序章

　2011（平成23）年 3 月11日に発生した東北
地方太平洋沖地震津波と、それがもたらし
た東日本大震災は、「未曽有」の、あるいは

「1000年に一度」の災害であると繰り返し形
容された。
　同時に、そうした史上稀に見るほどの大規
模震災において、岩手県宮古市重茂に所在す
る姉吉地区の人々が、一つの石碑に刻まれた

「此処より下に家を建てるな」という教訓を
約80年もの間遵守した結果、集落が致命的な
津波被害を免れたという事実は、国内外に喧
伝され、21世紀における災害伝承の意義やあ
り方を問い直すことになった（註 1）。
　現在では国土地理院により、津波を含む多
様な災害にまつわる碑が「自然災害伝承碑」
と定義され、容易に地図上で検索することす
ら可能になっている（註 2）。こうした動向をふ
まえると、津波にまつわるモニュメント群の、
災害伝承上、あるいは津波防災上の有用性に
ついては、今や言を俟たないようにすら思わ
れる。
　しかしながら、この津波をはじめとする災
害に関するモニュメント群の研究動向を紐解
くと、その歴史はそれほど古いものではない
ことが分かる。いわゆる三陸地方沿岸部の、
津波に関するモニュメントに限定すると、従
来自治体史などの中で局所的に取り扱われる
ばかりであったこれらの碑について、悉皆的
な学術調査に先鞭をつけたのが、卯花政孝
氏、北原糸子氏、首藤伸夫氏である。三陸地
方で行われた三氏の研究成果は、1990年代か
ら2000年代にかけて断続的に公開されるとと
もに（註 3）、2003（平成15）年に国立歴史民俗
博物館が開催した、開館20周年記念展示「ド
キュメント災害史 1703-2003〜地震・噴火・
津波、そして復興〜」（註 4）、同年から整備・

公開が開始されたウェブサイト「津波ディジ
タルライブラリィ」（註 5）という、アクセスが
容易な媒体へと総合・昇華され、広く周知・
共有されるに至った。
　初の悉皆的調査の試みということもあり、
その時点では対象から漏れてしまった碑も少
なくないが、三陸地方における津波に関する
モニュメントの分布傾向、成立の背景、供養
碑型と記念碑型に大別される二つの主要な性
格などが明らめられたことで、モニュメント
群総体としてその性質を議論するための前提
がある程度整えられたと言える。
　これが一つの呼び水となり、以降、三陸地
方周辺のみならず、これまで繰り返し津波被
害を経験してきた土地において、同様の過去
の津波にまつわる石碑の悉皆的な調査が試み
られてきた（註 6）。
　かような動向の中で発生した東日本大震災
は、災害文化（註 7）の一つの表象としての津波
に関するモニュメント群に対する関心を従前
以上に広く喚起する機会となり、学術的な調
査研究においても決定的な画期をもたらし
た。
　発災後、最も早い段階で東日本大震災被災
地から発信された学術的情報の一つが、気仙
沼市を拠点としていた民俗学者、川島秀一氏
によるものである。同氏は震災以前に積み重
ねられていた上述のような研究成果を一般に
も分かりやすい形で整理しつつ、度重なる大
規模津波被害を経る中で、三陸地方の沿岸部
で形成されてきた災害文化の一端を明らかに
した［川島 2011］。復旧から復興へと向かう
津波被災地へと学術調査目的で立ち入ること
が可能になる頃には、それぞれがフィールド
とする地域を単位として、過去の津波に関
するモニュメントを紹介する動きが相次い
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だ（註 8）。複数の地域をまたぐ横断的な成果と
しては、当該分野の研究をリードしてきた北
原糸子氏、卯花政孝氏らが、宮城県域を対象
として、モニュメント群の分布と被災状況を
いち早く報告している［北原ほか 2012］。更
に、東日本大震災被災地において、インフラ
面の復旧・復興事業の中核を担った国土交通
省東北地方整備局が、過去に行われた悉皆調
査に東日本大震災における津波浸水域の情報
などを加えた形で、新たなデータベースをリ
リースしたほか、研究機関から個人に至る
まで、モニュメントに関する基礎的情報を
網羅的に紹介しようとする試みが重ねられ
た（註 9）。近年では「ひかり拓本」というアプ
リケーションを開発し、摩耗により判読困難
であった碑文をもデジタル画像を用いること
で正確に記録を行おうとする新たなアーカイ
ブ化の動きも見られる（註 10）。
　一方、佐藤翔輔氏ら東北大学災害科学国際
研究所の研究グループにより、歴史学や民俗
学とは異なる見地から災害伝承のメディアと
しての石碑群の機能を定量的に議論しようと
する試みがなされ、こうした石碑群の防災上
の有効性を無批判に是認するような、東日本
大震災以降の社会的風潮に警鐘が鳴らされて
いる（註 11）。
　佐藤氏らの指摘は傾聴に値するものである
が、その結論を導き出すに至った手法及び過
程には、定性面の相対的軽視という、いささ
かの課題も含まれている（註 12）。ただし、その
批判は佐藤氏らのみに向けられるべきもので
はない。
　これまで複数の機関、個人により悉皆的な
調査が繰り返されてきたものの、一体何を調
査対象とすべきであるのかという最も基本的
な前提についてすら、十分な議論が重ねられ
てきたとは言い難い。その問題は必然的にモ
ニュメント群の性格や機能を如何に捉えるべ
きかという次なる課題に直結する。前述の通

り、既往研究においては「供養碑」と「記念
碑」という二分法が定着しつつあるが、悉皆
調査の対象とされてきたモニュメントの中に
は、過去の津波到達点を示す標石類など、「供
養碑」と「記念碑」のいずれに区分すべきか
明瞭でないものも含まれている。また、仮に

「供養碑」と「記念碑」に大別されたとして、
1896（明治29）年に発生した明治の三陸地震
津波以降、三陸地方に叢生することになるそ
れらのモニュメント群の来歴、すなわちそれ
ぞれが前近代の同様の性格のモニュメントの
延長上に捉えられるのか否かという点につい
ても、既往研究の中に明確な答えを見出すこ
とができない。
　加えて言えば、これまでの調査や議論の多
くは、特定のモニュメントや地域を対象ない
し論拠として展開されたものであり、その成
果をどこまで敷衍できるかについてはなお検
討の余地が残されている。過去の津波に関す
るモニュメントが最も多く残存している都道
府県の一つである岩手県域においても、悉皆
的調査結果に基づいて、モニュメント群の性
格や有効性について総合的に議論した成果は
管見の限り見受けられない。しかし、今後も
形を変えて私たちを脅かし続ける自然災害に
備える上で、過去の災害に因むモニュメント
は如何なる有効性を発揮し得るのか、ひいて
は私たちが災害の歴史と如何に向き合ってい
くべきであるのかという問いに対し、東日本
大震災という歴史的経験を糧として、より普
遍的な答えを導き出していくために、モニュ
メント群の全体像をふまえた上での議論は避
けて通ることができないであろう。
　本書は、以上のような問題意識に基づき、
筆者が東日本大震災以降継続してきた、岩手
県内における過去の津波被害に関するモニュ
メント群の調査結果を整理し、同震災から15
年を経た現在における実態を報告するととも
に、それらの防災における活用可能性につい
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て検討を加えるものである。調査及び結果の
検証は、筆者の専門性に応じ、主に歴史学的
側面から行っているが、対象とするモニュメ
ント群を取り巻く近年の研究動向をふまえ、
民俗学・社会学といった隣接領域の手法も一
部取り入れた。
　第 1 章では、沿岸部を中心に250基以上の
現存が確認される岩手県のモニュメント群に
ついて、その概要を一覧表とともに提示す
る。それをふまえ、モニュメント群の性格に
基づく分類、従来の悉皆調査で言及されてこ
なかった移動履歴や地域住民の関わり、近現
代におけるモニュメント群登場の歴史的背景
などを含め、岩手県域に所在するモニュメン
トの性質・傾向をできる限り総合的・多面的
に明らかにする。加えて、一覧表の中で、従
来悉皆調査の対象とされてきたモニュメント
の内、どこまでを同一のレベルで論じるべき
かを明示し、対象を整理することで、以降の
議論の前提を整える。
　続く第 2 章と第 3 章では、東日本大震災に
おいて、モニュメント群が防災あるいは減災
に役割を果したのか否か、定性・定量の両面
から検討を加えていく。第 2 章では、実際に
津波モニュメントに関連する災害文化が人
的・物的被害軽減に貢献したと評価される事
例について、住民とモニュメント群の関係性
を軸に、その背景を明らかにする。定量的な
議論が中心となる第 3 章では、岩手県大船渡
市末崎町を舞台として、既往研究に比して、
より条件を整えて実施した質問紙調査の結果
を分析することにより、佐藤翔輔氏らが先鞭
をつけた、モニュメント群の認知度と東日本
大震災における住民の避難行動との間の関係
性の有無について、精査を試みる。
　第 1 章から第 3 章までが、東日本大震災発
生時までを主たる対象期間として、その間の
津波モニュメントの諸相を検討するものであ
るのに対して、第 4 章では東日本大震災とい

う後発の大規模津波災害の発生を受けて、過
去の津波に関するモニュメント群と地域住民
との間に如何なる関係性が結び直されている
のか、定性・定量の両面から検証する。
　まとめとなる終章では、一連の検討結果を
ふまえ、今後の津波防災におけるモニュメン
ト群の活用可能性と、課題について考察す
る。その際、モニュメントの類型毎に検討を
加えることで、個々のモニュメントの実態に
即した活用可能性について提言することを目
指す。
　将来の大規模津波災害において、災害文化
の力で救われる命を最大化すること。そして
災害文化を過信ないしは誤信することで失わ
れる命を可能な限り低減させること。こうし
た、歴史学、民俗学、防災学等に寄せられる
社会的要請に応えるための初歩として、岩手
県における津波に関するモニュメントの建立
とその継承という営みが、現代の防災に如何
なる影響を及ぼし得るのか、その可能性と限
界について、できる限り客観的に検証し、一
層実践的な議論につながる基礎を整えること
が、本書を成す目的である。
　なお、本書で検討の対象とする過去の津波
災害に因んだモニュメント群は、その呼称が
明確に定義されていない。「津波碑」、「津波
石碑」、「自然災害伝承碑」、「津波伝承知メディ
ア」など、さまざまに呼び慣わされているが、
筆者は試みに「近代において、過去の津波災
害の伝承の媒体として設けられた、あるいは
伝承の媒体としての意味が見いだされた有形
物」を「近代津波モニュメント」と定義した
ことがある［目時 2013］。青森・岩手・宮城
県にまたがる、いわゆる三陸地方において、
津波を記念する、あるいは津波犠牲者を弔う
ために碑を建てることは、明治の三陸地震津
波以降に顕著となる極めて近代的な営みであ
ること（註 13）、過去に行われた悉皆的調査にお
いて、その対象の中には、必ずしも「碑」と
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呼ぶことが適切でない造形のものも含まれて
いることが主な理由である。
　より汎用性の高い概念として提唱された佐
藤翔輔氏の「津波伝承知メディア」［佐藤ほ
か 2017］や、大邑潤三氏による「災害伝承
物」［大邑 2020］というカテゴライズも魅力
的ではあるが、有形物を主要な検討対象とす
る本書においては、旧稿における定義を基本
的に踏襲したい（註 14）。ただし、以降の議論で
は1960（昭和35）年に発生したチリ地震津波
関連のモニュメントをはじめ、近代という時
代区分の下で論じることが一般的とは言えな
い事物も多数検討の対象としている。また、
過去の悉皆調査においては、津波被害に言及
している私的な墓碑の一部を対象に含めてい
るが、津波で亡くなった者を埋葬した墓であ
る旨のみを記した墓石の類は、既存の悉皆調
査の対象以外にも多数確認される。仮にそれ
らの全部、あるいは災害伝承の媒体としての
役割を果たし得ると判断される一部を抽出し
て研究の対象とする場合、悉皆的な調査に基
づく成果を提示するためには、過去の津波犠
牲者の墓碑全てを確認する必要があり、現時
点で筆者にその用意はない。
　以上のことから、本書においては以下の条
件（註 15）に合致するものを、主たる検討の対
象となる「津波モニュメント」と再定義して
論を進めるものとする（註 16）。
　①�過去の津波災害（本書においては東日本

大震災を除く）の伝承または犠牲者供養
を主目的とする媒体として設けられた人
工物の内、不動産的な性格を帯びた（基
本的に移動を想定されない）もの。

　②�ただし、私的な墓碑のように、個人ない
し私的な性格の強い集団以外のアクセス
が想定されていないもの、津波の波高を
示す表示・標識のように、土地固有性や
設置者としての住民の主体性が希薄なも
のを除く。

註
1 �　一例として、『平成27年度版防災白書』（内

閣府編著、2015年）において、「災害教訓
の伝承」という項が設けられ、当該モニュ
メントが紹介されているところに象徴的で
ある。

2 �　国土地理院ホームページ「自然災害伝承
碑」、https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/
denshouhi.html（2025年12月31日最終閲覧）。

3 �　代表的な論考として、卯花政孝 「三陸沿
岸の津波石碑－その 1・釜石地区－」（『津
波工学研究報告』 8 、1991年）、同「三陸
沿岸の津波石碑－（その 2 ）三陸地区、（そ
の 3 ）大船渡地区、（その 4 ）陸前高田地区」

（『津波工学研究報告』 9 、1992年）、同「三
陸沿岸の津波石碑・標石（含む墓石）－青
森県三沢市～岩手県岩泉町」（『津波工学研
究報告』19、2002年）、北原糸子「東北三
県における津波碑」（『津波工学研究報告』
18、2001年）、首藤伸夫 「昭和三陸津波記
念碑－建立の経緯と防災上の意義－」（『津
波工学研究報告』18、2001年）が挙げられ
る。

4 �　当該展覧会のエッセンスは、同館発行
の図録『ドキュメント災害史 1703～2003』

（2003年）にまとめられている。
5 �　津波ディジタルライブラリィ作成委員会

により作成、公開されている「津波ディ
ジタルライブラリィ」（https://tsunami-dl.
jp/）上では、卯花氏らが中心になって進
めた東日本大震災以前の調査結果の一覧と
石碑画像が閲覧可能である（2025年12月31
日最終閲覧）。

6 �　東南海地震による津波被害を受けた地域
では、四国地方について毎日新聞高知支
局 『歴史探訪 南海地震の碑を訪ねて』（池
田印刷、2002年）が、大阪周辺については
長尾武 『水都大阪を襲った津波－石碑は次
の南海地震津波を警告している－』（私家
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版、2006年）などの成果がある。また、阪
神・淡路大震災を機に各地の過去の災害に
まつわるモニュメントを訪ね歩いた上西勇
氏が独力で編んだ『忘れるな三陸沿岸大津
波 惨禍を語る路傍の石碑』（私家版、2008
年）も、同様の学術調査に引けをとらない
情報量を誇る労作である。

7 �　「災害文化」という概念については、「災
害は発生するものと認識した上で、災害が
起きても、それを乗り越える術を持った社
会文化」という仙台市による平易かつ簡潔
な定義（「仙台市震災メモリアル」https://
city.sendai311-memorial.jp/saigaibunka/、
2025年12月31日最終閲覧）を参照されたい。

8 �　森康成「青森県太平洋岸の津波記念碑周
辺の過去と現在の津波災害の聞き取りから
の考察－おいらせ町、八戸市、階上町－」

（『兵庫地理』57、2012年）、安倍聡志・荒
井賢一・清水駿平・山本朗生・髙梨南風・
寺田達彦「岩手県宮古市田老地区に残る
1896年・1933年三陸地震の津波に関する
碑」（『歴史地震』31、2016年）、白幡勝美「岩
手県旧末崎村が設置した明治二十九年、昭
和八年三陸大津波に係る海嘯襲来地点標石
について」（『津波工学研究報告』33、2017
年）、石丸一男 「仙台平野にある津波の石
碑について」（『地学教育と科学運動』79、
2017年）など。

9 �　代表的な成果に国土交通省東北地方整備
局「津波被害・津波石碑情報アーカイブ」

　�（http : //www. thr .m l i t . go . jp/road/
sekihijouhou/archive/top.pdf、2025年12
月31日最終閲覧）、旅的電子書籍製作所『津
波碑巡礼 先人が私たちに残し伝えたもの
は何か』（2017年、オフィスタンクバック）、
国立民族学博物館「津波の記憶を刻む文化
遺産－寺社・石碑データベース－」（http://
sekihi.minpaku.ac.jp/、2025年12月31日 最
終閲覧）などがある。

10�　ひかり拓本プロジェクト（代表上椙英之
氏）「ひかり拓本データベース」（https://
takuhon.lab.irides.tohoku.ac.jp/、2025年12
月31日最終閲覧）参照。

11�　佐藤翔輔「津波碑は犠牲者を減らすこと
ができたのか？」（『地震ジャーナル』63、
2017年）、佐藤翔輔・平川雄太・新家杏奈・
今村文彦「災害伝承は津波避難行動を誘引
したのか－陸前高田市における質問紙調査
を用いた事例分析－」（『地域安全学会論文
集』31、2017年）をはじめとする同氏の研
究グループによる一連の論考。

12�　一例として、前掲註11佐藤ら論文をはじ
めとする一連の研究は、調査対象地である
陸前高田市に24の碑があるとするが、その
根拠として引用している前掲註 9「津波被
害・津波石碑情報アーカイブ」が掲載して
いる陸前高田市の津波石碑は15基にとどま
る。また、典拠の中でリストアップされて
いる15基に限っても、津波を伝承するメ
ディアとして設けられたものであるか否
か、即断し難いものが 2 点含まれている（当
該アーカイブ中、岩手 209及び岩手 218の
モニュメント）点についても、なお吟味を
要するものと考えられる。この点について
は本書第 3 章において詳論する。

13�　1854（安政元）年に発生した安政東南海
地震津波に関する石碑が東南海地方広範に
確認される上、盛岡藩領においても、盛岡
市の聖寿禅寺に1855（安政 2 ）年11月11日
に発生した、いわゆる安政江戸地震に関す
る「大地震遭難之碑」が存在する（ただし
建立年月日は不明である）ことなどから、
災禍に直面した人々が建碑を行うという行
為自体は前近代から広く行われていたと考
えられるが、管見の限り現在の青森・岩手・
宮城県域において、明確に前近代に設けら
れたと判断できる津波に関するモニュメン
ト類は確認されていない。
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14�　これは決して「津波伝承知メディア」や
「災害伝承物」という定義を否定するもの
ではなく、両者ともに「津波モニュメント」
を包摂する上位概念として、本書における
定義と並立し得るものと考える。

15�　対象期間を現代まで広げた場合、国道45
号線沿いなどで散見される、過去の津波の
波高や浸水域を示す標識などもこうした定
義の範疇に含まれると考える余地もある
が、本書では津波モニュメントの性質にお
ける建立者（災害の伝承者である住民）の
主体性と、過去の議論との接続性（過去に
行われた同様の悉皆的調査においてもその
ような標識類は対象としていない）を重ん
じ、現代的な標識については検討の対象
から除外する。有形の伝承媒体として、時
に石碑類以上に重要な意味を持つ地域もあ
る、いわゆる「津波石」（過去の津波によ

り打ち上げられたと伝承される巨岩など）
も重要であるが、やはり既往研究において
石碑類とは一線を画して扱われてきた経緯
をふまえ、本書では参考扱いとする。しか
し、それは決して石碑類に対し津波石を従
たる存在として位置付けることを意味する
ものではない。両者を総合して把握、研究、
活用していくための前提を整えることが本
書の目指すところである。また、東日本大
震災に因むモニュメントに関する議論も本
書における検討の延長線上に立ち現れてく
ることになろうが、それについては東日本
大震災以前のモニュメントの在り方につい
て基本的な整理を完了した上で取り組む課
題としたい。

16�　以下、本書において「モニュメント」と
記す際は、特に断りがない限り「津波モ
ニュメント」を指すものとする。
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第１章　岩手県における津波モニュメントの概要

（1）�東日本大震災後に実施した岩手県内の津

波モニュメント悉皆調査の概要

　全体の議論の冒頭に当たる本章では、東日
本大震災発生以降、筆者が断続的に行ってき
た津波モニュメントに関する調査結果を整理
し、岩手県内の分布状況、県下に所在するモ
ニュメントの基礎的性格や成立背景、東日本
大震災での被災状況、及び地域住民との関わ
り等の概況を明らかにすることで、以降の個

別事例を対象とした定性的・定量的な検討の
前提を整えることを目的とする。
　結果の提示に先立ち、筆者が行った調査の
方法及び内容について、以下に概要を示す。
　小規模なものを含めると、調査回数は50回
を超えており、その全日程をここで詳述する
ことは控えるが、主だった調査の実施日及び
対象地域は下掲表 1 - 1 の通りである。

No 実施日 調査地

1 2011年 7 月10日 陸前高田市

2 2011年 7 月16日 大船渡市・陸前高田市

3 2011年 8 月 1 日 田野畑村

4 2011年 8 月13日 大船渡市・陸前高田市

5 2011年 8 月15日 大船渡市

6 2011年 8 月27日 田野畑村・岩泉町・宮古市

7
2011年 9 月 6 日
～2011年 9 月 8 日

岩泉町・宮古市・山田町

8 2011年 9 月26日 山田町

9 2011年11月 6 日 宮古市

10 2011年11月30日 洋野町・久慈市

11 2011年12月 7 日 大船渡市

12 2011年12月19日 陸前高田市

13 2012年 3 月14日 釜石市

14 2012年 4 月10日 大槌町

15 2012年 5 月28日 田野畑村・岩泉町

16 2012年 6 月 7 日 宮古市

17 2012年 6 月25日 大船渡市

18
2012年 9 月 2 日
～2012年 9 月 3 日

野田村・普代村・宮古市・
山田町・大槌町・釜石市

19
2013年 9 月 3 日
～2013年 9 月 4 日

久慈市・田野畑村・宮古市

20 2014年 1 月26日 大船渡市

No 実施日 調査地
21 2018年 4 月 8 日 宮古市

22
2018年 4 月28日
～2018年 4 月30日

岩泉町・宮古市

23
2018年 6 月15日
～2018年 6 月17日

田野畑村・岩泉町・宮古市・
山田町・大槌町・釜石市

24 2018年 7 月19日 花巻市

25 2018年 7 月21日 洋野町・久慈市

26
2018年 9 月16日
～2018年 9 月17日

野田村・普代村・宮古市・
山田町・大槌町・釜石市

27 2018年10月 4 日 盛岡市

28 2020年 3 月 4 日 陸前高田市

29
2020年 3 月21日
～2020年 3 月22日

釜石市・大船渡市

30 2020年 4 月20日 釜石市

31 2020年 5 月 5 日 釜石市・大船渡市

32
2020年 5 月10日
～2020年 5 月11日

釜石市・大船渡市

33 2020年 6 月24日 大船渡市

34 2020年 7 月25日 大船渡市

35 2020年 7 月31日 陸前高田市

36 2021年 1 月 5 日 釜石市

37 2022年 3 月 3 日 普代村

38 2022年 6 月25日 釜石市

39
2023年 8 月13日
～2023年 8 月15日

洋野町・久慈市・野田村・
普代村・田野畑村・岩泉町・
宮古市・山田町・大槌町・
釜石市・大船渡市・陸前高田市

表 1 - 1 　本書の前提となる主たる現地調査一覧
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　調査時期は2011年～2014年、2018年～2023
年の二期に大別される。前期は碑文等の基礎
データの収集や東日本大震災直後の被災状況
確認、後期は未収集データの補完と、復興事
業の影響（道路工事にともなう移転や、被災
したモニュメントの再建等）の確認が主たる
内容となった（註 1）。
　主な調査項目は、所在地、碑文、サイズ、
立地、東日本大震災における被災状況、地域
住民の関わり、移動履歴の有無であり、所在
地周辺の立ち入りが制限されていない限り、
全て踏査している。対象を実見しただけでは
判断できない事項については、可能な限り周
辺の住民等に聞き取り調査を行った。また、
先行する調査で繰り返し実測されており、所
有者に速やかに許可を得ることが困難なモ
ニュメントも多数見受けられたことから、サ
イズの計測は既往研究で行われていないもの
のみを対象とし、必要最小限に留めた。

（2）調査結果一覧

　調査結果を一覧として掲げる（表 1 - 2 - 1
～表 1 - 2 - 9 ）。
　併せて同表作成時に行ったデータ整理にお
ける留意点についてここで述べておく。

1 ）分類番号
　市町村毎に整理番号を付したもの。基本
的に北に位置するものから順に並べてい
る（註 2）。過去の調査で指摘されながら現時点
で所在が確認できなくなっているもの、及び

「津波モニュメント」としての定義に合致し
ないもの（碑文の中で津波に言及しているも
のの、津波被害の伝承や犠牲者供養の目的で
建立されたとは言い難いもの、私的性格が極
めて強いもの、津波石など）については参考
扱いとした。

2 ）所在地
　所在地の住所を可能な限り示している
が（註 3）、周囲に建物がない場所に立地してい
るものなどは、町名や字名以下を明らかにし
得なかった。また、町名以下の詳細について
は、既往研究またはGoogleマップ（註 4）で対
象の所在地として既に公開されている場合に
限り明記した。

3 ）名称
　基本的に碑文として刻まれている題字を名
称とした。明確な題を欠くものについては、
便宜的にモニュメントの性格を示す簡潔な通
称を括弧内に示した。

4 ）対象
　碑文をもとに、いずれの災害を対象とする
モニュメントであるか分類したもの。基本的
には明治の三陸地震津波、昭和の三陸地震津
波、1960（昭和35）年チリ地震津波に三分さ
れるが、昭和の三陸地震津波以降に設けられ
たものの中には、明治、昭和の三陸地震津波
両方を対象としたものも見受けられる。また、
碑文のみからはいずれの災害を対象としてい
るか判然としないものについては「不明」と
した。
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No
分

類
番

号
所

在
地

名
称

対
象

性
格

被
災

状
況

建
立

時
期

立
地

移
動

履
歴

朝
日

義捐
金

住
民

関
与

内
容

備
考

年
月

日
1

洋
野

町
１

洋
野

町
種

市
第

27
地

割
76

-1
9付

近
不

慮
の

津
浪

に
不

断
の

注
意

昭
和

記
念

碑
な

し
19

34
12

広
場

ヵ
○

A
慰

霊
祭

津
波

石
の

上
に

設
置

の
可

能
性

。
2

洋
野

町
２

洋
野

町
種

市
第

５
地

割
68

-1
4　

宿
戸

地
区

墓
地

大
海

嘯
罹

災
者

招
魂

碑
明

治
供

養
碑

な
し

18
96

10
5

墓
地

B
盆

供
養

3
洋

野
町

３
洋

野
町

種
市

第
３

地
割

48
付

近
地

震
に

氣
を

緊
め

津
浪

に
避

難
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
34

12
境

界
○

AC
慰霊

祭・
草取

り
4

洋
野

町
４

洋
野

町
種

市
第

３
地

割
66

-1
43

　
八

木
地

区
墓

地
二

十
三

回
忌

明
治・

昭
和

供
養

碑
な

し
19

18
5

5
墓

地
B

盆
供

養
19

34
年

３
月

22
日

に
追

記
。

5
洋

野
町

５
洋

野
町

種
市

第
１

地
割

46
-1

付
近

想
へ

惨
禍

の
三

月
三

日
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
34

12
広

場
ヵ

○
○

A
慰

霊
祭

6
洋

野
町

６
洋

野
町

小
子

内
第

４
地

割
1-

3付
近

頌
徳

碑
明

治・
昭

和
そ

の
他

な
し

19
36

3
3

漁
協

ヵ
○

高
見

松
太

郎
氏

顕
彰

碑
の

裏
面

に
明

治
と

昭
和

の
被

害
状

況
を

記
述

。
7

洋
野

町
７

洋
野

町
小

子
内

第
４

地
割

1-
3付

近
弎

陸
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
な

し
19

34
3

3
小

学
校

○
○

8
久

慈
市

１
久

慈
市

侍
浜

町
横

沼
第

６
地

割
18

-1
49

付
近

津
浪

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

な
し

19
34

3
3

境
界

○

9
久

慈
市

２
久

慈
市

侍
浜

町
麦

生
3-

30
-1

　
麦

生
地

区
農

村
セ

ン
タ

ー
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
な

し
19

34
3

3
公

民
館

○

10
久

慈
市

３
久

慈
市

夏
井

町
大

崎
第

８
地

割
63

-5
付

近
海

嘯
紀

念
碑

昭
和

記
念

碑
な

し
19

34
1

3
到

達
点

ヵ
○

11
久

慈
市

４
久

慈
市

湊
町

第
13

地
割

75
　

長
壽

庵
海

嘯
溺

死
者

紀
念

碑
不

明
記

念
碑

な
し

不
明

寺
社

対
象

災
害

明
記

さ
れ

ず
（

明
治

ヵ
）。

12
久

慈
市

５
久

慈
市

湊
町

第
13

地
割

74
　

金
比

羅
神

社
津

波
記

念
碑

明
治・

昭
和

記
念

碑
な

し
19

71
5

寺
社

13
久

慈
市

６
久

慈
市

湊
町

第
13

地
割

74
　

金
比

羅
神

社
昭

和
八

年
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
な

し
19

34
10

17
寺

社
○

14
久

慈
市

７
久

慈
市

湊
町

第
13

地
割

74
　

金
比

羅
神

社
防

潮
林

記
念

碑
明

治・
昭

和
記

念
碑

な
し

19
38

4
14

寺
社

防
潮

林
記

念
碑

。

15
久

慈
市

８
久

慈
市

源
道

第
13

地
割

　
稲

荷
神

社
奉

建
立

 稲
荷

神
社

 金
毘

羅
神

社
明

治
記

念
碑

な
し

不
明

寺
社

A
定

期
供

養
５

月
に

行
わ

れ
る

「
花

見
」

に
て

神
職

を
招

き
供

養
を

行
う

。
16

久
慈

市
９

久
慈

市
源

道
第

13
地

割
　

稲
荷

神
社

津
波

記
念

碑
明

治
記

念
碑

な
し

19
86

5
5

寺
社

A
定

期
供

養
摩

耗
し

た
久

慈
市

8
を

更
新

し
た

も
の

。
17

久
慈

市
10

 
久

慈
市

長
内

町
第

35
地

割
98

　
諏

訪
神

社
昭

和
八

年
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
な

し
19

36
3

3
寺

社
○

○
18

久
慈

市
11

 
久

慈
市

宇
部

町
第

23
地

割
6-

1付
近

昭
和

八
年

津
浪

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

な
し

19
34

3
3

漁
港

○
19

久
慈

市
12

久
慈

市
宇

部
町

第
21

地
割

1-
41

昭
和

八
年

津
浪

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

破
損・

倒
壊

19
34

3
3

漁
協

○
倒

壊
後

再
建

。
20

野
田

村
１

野
田

村
野

田
第

26
地

割
27

　
海

蔵
院

海
嘯

遭
難

供
養

塔
明

治
供

養
碑

な
し

19
28

6
15

寺
社

21
野

田
村

２
野

田
村

野
田

第
10

地
割

40
　

ほ
た

て
ん

ぼ
う

だ
い

付
近

津
浪

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

破
損・

倒
壊

19
34

8
31

寺
社

○
○

倒
壊

後
や

や
離

れ
た

位
置

に
再

建
。

22
普

代
村

１
普

代
村

第
13

地
割

14
0-

4付
近

大
海

嘯
記

念
昭

和
記

念
碑

な
し

19
33

8
高

台
○

A
慰

霊
祭

慰
霊

祭
の

場
。

23
普

代
村

２
普

代
村

第
13

地
割

17
7　

妙
相

寺
三

陸
大

海
嘯

溺
死

者
諸

精
霊

供
養

塔
昭

和
供

養
碑

な
し

19
33

8
寺

社
弔

慰
施

設
費

用
義

捐
金

に
よ

る
。

24
普

代
村

３
普

代
村

第
７

地
割

明
神

　
普

代
水

門
津

波
防

災
之

碑
明

治・
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
84

5
15

水
門

25
普

代
村

４
普

代
村

第
８

地
割

　
太

田
名

部
69

付
近

津
波

記
念

塔
明

治・
昭

和
記

念
碑

な
し

19
80

8
防

潮
堤

○
A

慰
霊

祭
損

傷
し

た
朝

日
記

念
碑

を
更

新
し

た
も

の
。

慰
霊

祭
の

場
。

当
初

は
公

民
館

に
設

置
。

26
普

代
村

参
考

１
普

代
村

第
５

地
割

　
太

田
名

部
霊

園
明

治
廿

九
丙

申
年

旧
五

月
五

日
大

海
嘯

溺
死

明
治

供
養

碑
な

し
不

明
墓

地
個

人
墓

地
内

に
所

在
。

27
田

野
畑

村
１

田
野

畑
村

羅
賀

27
-2

　
羅

賀
ふ

れ
あ

い
公

園
大

海
嘯

溺
死

者
招

魂
碑

明
治

供
養

碑
破

損・
倒

壊
不

明
不

明
○

倒
壊

後
再

建
。

28
田

野
畑

村
参

考
１

田
野

畑
村

羅
賀

27
-2

　
羅

賀
ふ

れ
あ

い
公

園
題

欠（
津

波
石

）
明

治
そ

の
他

浸
水

18
96

6
15

到
達

点
C

ジ
オ

パ
ー

ク
２

点
中

１
点

は
津

波
で

遡
上

し
た

も
の

で
な

い
と

さ
れ

る
が

、一
対

で
津

波
石

とし
て

の
伝

承
を

有
す

る
。

29
田

野
畑

村
２

田
野

畑
村

羅
賀

27
-2

　
羅

賀
ふ

れ
あ

い
公

園
昭

和
八

年
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
破

損・
倒

壊
19

34
3

高
台

ヵ
○

○
倒

壊
後

再
建

。
30

田
野

畑
村

３
田

野
畑

村
島

越
47

-1
3　

島
越

地
区

墓
地

三
陸

海
嘯

横
死

者
招

魂
碑

明
治

供
養

碑
な

し
18

98
3

墓
地

31
田

野
畑

村
４

田
野

畑
村

島
越

47
-1

3　
島

越
地

区
墓

地
昭

和
八

年
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
な

し
19

34
3

墓
地

○
32

田
野

畑
村

５
田

野
畑

村
島

越
47

-1
3　

島
越

地
区

墓
地

す
べ

て
不

明
記

念
碑

な
し

19
40

墓
地

対
象

災
害

不
明

確
（

明
治

・
昭

和
ヵ

）。
33

岩
泉

町
１

岩
泉

町
岩

泉
山

屋
　

月
出

地
区

墓
地

蠺
供

養
明

治
供

養
碑

な
し

不
明

墓
地

B
盆

供
養

蚕
が

対
象

。
34

岩
泉

町
２

岩
泉

町
小

本
字

小
本

31
付

近
海

嘯
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
浸

水
19

34
12

漁
協

35
岩

泉
町

３
岩

泉
町

小
本

字
小

本
21

　
宗

得
寺

海
嘯

溺
死

者
供

養
塔

明
治

供
養

碑
浸

水
不

明
寺

社
A

発
生

日
の

供
養

供
養

は
20

18
年

以
降

中
断

。
36

岩
泉

町
４

岩
泉

町
小

本
字

小
本

21
　

宗
得

寺
三

陸
大

海
嘯

溺
死

者
慰

霊
塔

昭
和

供
養

碑
浸

水
19

34
3

寺
社

B
浄

財
弔

慰
施

設
費

用
義

捐
金

に
よ

る
。

37
岩

泉
町

５
岩

泉
町

小
本

字
内

の
沢

2-
2　

旧
小

本
小

学
校

三
陸

大
海

嘯
記

念
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
34

3
小

学
校

○
D

授
業

で
の

言
及

校
庭

内
、

明
治

29
年

の
津

波
到

達
点

付
近

に
建

立
。

38
岩

泉
町

６
岩

泉
町

小
本

本
茂

師
10

2　
豊

川
神

社
三

陸
大

海
嘯

記
念

昭
和

記
念

碑
な

し
19

34
3

寺
社

○
○

39
岩

泉
町

７
岩

泉
町

小
本

小
成

茂
師

　
茂

師
地

区
墓

地
海

嘯
供

養
塔

明
治

供
養

碑
破

損
ヵ

不
明

墓
地

B
盆

供
養

墓
地

全
体

が
東

日
本

大
震

災
で

被
災

し
再

建
し

た
こ

と
を

伝
え

る
石

碑
が

別
に

あ
り

。
40

岩
泉

町
８

岩
泉

町
小

本
小

成
8-

1付
近

海
嘯

死
亡

者
供

養
碑

明
治

供
養

碑
な

し
不

明
設置

者所
有地

B
盆・

正月
の供

養

表
1
-
2
-
1
 
津
波
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
一
覧
（
洋
野
町
・
久
慈
市
・
野
田
村
・
普
代
村
・
田
野
畑
村
・
岩
泉
町
）
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No
分

類
番

号
所

在
地

名
称

対
象

性
格

被
災

状
況

建
立

時
期

立
地

移
動

履
歴

朝
日

義捐
金

住
民

関
与

内
容

備
考

年
月

日
41

宮
古

市
１

宮
古

市
田

老
摂

待
78

付
近

海
嘯

死
者

供
養

明
治

供
養

碑
な

し
18

96
8

14
不

明
B

盆
供

養
42

宮
古

市
２

宮
古

市
田

老
摂

待
78

付
近

三
陸

海
嘯

拾
三

回
忌

明
治

供
養

碑
な

し
19

08
3

不
明

B
盆

供
養

な
ど

43
宮

古
市

３
宮

古
市

田
老

摂
待

78
付

近
畠

山
長

之
助

顕
彰

碑
明

治
そ

の
他

な
し

19
08

11
7

不
明

B
盆

供
養

明
治

三
陸

地
震

津
波

後
、

献
身

的
な

対
応

を
行

っ
た

畠
山

氏
を

顕
彰

す
る

も
の

。
44

宮
古

市
参

考
１

宮
古

市
田

老
水

沢
南

　
水

沢
南

地
区

墓
地

南
無

観
世

音
菩

薩
明

治
供

養
碑

な
し

不
明

墓
地

B
盆

供
養

私
的

な
供

養
碑

か
。

外
来

者
を

弔
う

も
の

。
45

宮
古

市
参

考
２

宮
古

市
田

老
水

沢
南

　
水

沢
南

地
区

墓
地

海
雲

功
樹

信
士

昭
和

供
養

碑
な

し
不

明
墓

地
B

盆
供

養
個

人
供

養
墓

。
外

来
者

を
弔

う
も

の
。

46
宮

古
市

参
考

３
宮

古
市

田
老

水
沢

南
　

水
沢

南
地

区
墓

地
故

高
橋

正
雄

之
墓

昭
和

供
養

碑
な

し
不

明
墓

地
B

盆
供

養
個

人
供

養
墓

。
宗

教
団

体
に

よ
る

。
47

宮
古

市
４

宮
古

市
田

老
和

野
　

和
野

地
区

墓
地

海
嘯

横
死

者
之

碑
明

治
供

養
碑

な
し

不
明

墓
地

B
盆

供
養

な
ど

48
宮

古
市

参
考

４
宮

古
市

田
老

和
野

　
和

野
地

区
墓

地
海

嘯
死

者
菩

提
塔

明
治

供
養

碑
な

し
不

明
墓

地
私

的
な

供
養

墓
か

。

49
宮

古
市

５
宮

古
市

田
老

和
野

題
欠（

波
よ

け
地

蔵
）

不
明

供
養

碑
な

し
不

明
墓

地
B

盆
供

養
文

政
八

年
の

紀
年

銘
を

持
つ

と
さ

れ
る

が
判

読
不

能
。

特
定

の
集

落
が

供
養

。
近

代
の

津
波

犠
牲

者
供

養
仏

と
い

う
認

識
。

50
宮

古
市

６
宮

古
市

田
老

和
野

題
欠（

波
よ

け
地

蔵
）

不
明

供
養

碑
な

し
不

明
墓

地
B

盆
供

養
特

定
の

集
落

が
供

養
。

近
代

の
津

波
犠

牲
者

供
養

仏
と

い
う

認
識

。
51

宮
古

市
参

考
５

宮
古

市
田

老
乙

部
　

乙
部

地
区

墓
地

海
嘯

死
者

腹
子

氏
之

碑
明

治
供

養
碑

な
し

18
96

ヵ
墓

地
B

盆
供

養
私

的
な

一
族

供
養

碑
。

52
宮

古
市

参
考

６
宮

古
市

田
老

乙
部

　
乙

部
地

区
墓

地
海

嘯
死

者
碑

明
治

供
養

碑
な

し
不

明
墓

地
私

的
な

一
族

供
養

碑
。

53
宮

古
市

参
考

７
宮

古
市

田
老

乙
部

　
乙

部
地

区
墓

地
海

嘯
死

者
之

碑
昭

和
供

養
碑

な
し

不
明

墓
地

B
盆

供
養

私
的

な
一

族
供

養
碑

。
54

宮
古

市
７

宮
古

市
田

老
館

が
森

14
0　

常
運

寺
明

治
廿

九
年

海
嘯

之
碑

明
治

供
養

碑
浸

水
不

明
寺

社
55

宮
古

市
８

宮
古

市
田

老
館

が
森

14
0　

常
運

寺
海

嘯
死

者
碑

明
治

供
養

碑
浸

水
不

明
寺

社
B

盆
供

養

56
宮

古
市

参
考

８
宮

古
市

田
老

館
が

森
14

0　
常

運
寺

海
嘯

死
者

之
碑

明
治

供
養

碑
浸

水
不

明
寺

社
移

設
先

不
明

。
私

的
供

養
碑

か
、

墓
地

内
整

備
に

伴
い

移
転

か
。

57
宮

古
市

９
宮

古
市

田
老

館
が

森
14

0　
常

運
寺

曹
洞

宗
常

運
寺

昭
和

記
念

碑
浸

水
19

82
6

30
寺

社
戦

後
、 

五
十

回
忌

。
58

宮
古

市
10

宮
古

市
田

老
館

が
森

14
0　

常
運

寺
海

嘯
供

養
塔

昭
和

供
養

碑
浸

水
不

明
寺

社
59

宮
古

市
11

宮
古

市
田

老
館

が
森

14
0　

常
運

寺
弔

海
嘯

死
者

碑
昭

和
供

養
碑

浸
水

不
明

寺
社

60
宮

古
市

12
宮

古
市

田
老

館
が

森
14

0　
常

運
寺

三
陸

大
海

嘯
溺

死
者

慰
霊

塔
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
34

3
寺

社
○

朝
日

記
念

碑
で

あ
る

が
題

は
供

養
塔

。
61

宮
古

市
13

宮
古

市
田

老
田

の
沢

13
2-

94
付

近
大

海
嘯

記
念

昭
和

記
念

碑
な

し
19

34
3

小
学

校
○

C
ジ

オ
パ

ー
ク

62
宮

古
市

14
宮

古
市

田
老

川
向

　
防

潮
堤

田
老

海
岸

堤
防

昭
和

記
念

碑
浸

水
不

明（
19

36
～

19
37

ヵ
）

防
潮

堤
C

ジ
オ

パ
ー

ク
田

老
防

潮
堤

に
埋

め
込

ま
れ

る
。

63
宮

古
市

15
宮

古
市

田
老

西
向

山
18

3付
近

　
樫

内
地

区
墓

地
大

海
嘯

紀
念

碑
明

治
記

念
碑

な
し

不
明

墓
地

64
宮

古
市

参
考

９
宮

古
市

田
老

西
向

山
18

3付
近

　
樫

内
地

区
墓

地
南

無
阿

弥
陀

仏
明

治
供

養
碑

な
し

不
明

墓
地

B
盆

供
養

私
的

な
一

族
供

養
碑

。
65

宮
古

市
参

考
10

宮
古

市
田

老
西

向
山

18
3付

近
　

樫
内

地
区

墓
地

為
海

嘯
流

死
菩

提
明

治
供

養
碑

な
し

不
明

墓
地

移
設

先
不

明
。

墓
地

内
整

備
に

伴
い

移
転

か
。

66
宮

古
市

16
宮

古
市

田
代

第
20

地
割

海
嘯

遭
難

横
死

供
養

明
治

供
養

碑
な

し
不

明
石

碑
群

中
B

盆
供

養
67

宮
古

市
17

宮
古

市
崎

山
第

4地
割

70
-2

付
近

海
嘯

記
念

明
治

記
念

碑
破

損・
倒

壊
19

18
6

13
石

碑
群

中
倒

壊
後

再
建

。
68

宮
古

市
18

宮
古

市
崎

鍬
ヶ

崎
第

15
地

割
　

墓
地（

漁
港

付
近

）
海

嘯
溺

死
者

供
養

塔
明

治
供

養
碑

な
し

不
明

墓
地

69
宮

古
市

19
宮

古
市

崎
鍬

ヶ
崎

第
15

地
割

　
墓

地（
漁

港
付

近
）

牛
馬

供
養

塔
明

治
供

養
碑

な
し

不
明

墓
地

牛
馬

が
対

象
。

70
宮

古
市

参
考

11
宮

古
市

崎
鍬

ヶ
崎

第
15

地
割

　
墓

地（
集

落
付

近
）

海
嘯

卅
三

回
忌

供
養

明
治

供
養

碑
な

し
19

28
6

22
墓

地
B

盆
供

養
三

十
三

回
忌

。
私

的
供

養
か

。
71

宮
古

市
20

宮
古

市
崎

鍬
ヶ

崎
第

8地
割

41
付

近
海

嘯
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
な

し
19

33
12

高
台

○
E

マジ
ック

で追
記

72
宮

古
市

21
宮

古
市

蛸
の

浜
町

7-
5　

心
公

院
海

嘯
記

念
碑

明
治

記
念

碑
浸

水
19

08
11

寺
社

73
宮

古
市

22
宮

古
市

蛸
の

浜
町

7-
5　

心
公

院
海

嘯
供

養
塔

昭
和

供
養

碑
破

損・
倒

壊
19

35
3

12
寺

社
地

震
に

よ
る

倒
壊

。
74

宮
古

市
23

宮
古

市
蛸

の
浜

町
7-

5　
心

公
院

津
浪

襲
來

記
録

標
明

治
標

石
破

損・
倒

壊
19

37
6

13
到

達
点

75
宮

古
市

24
宮

古
市

蛸
の

浜
町

7-
5　

心
公

院
津

浪
襲

来
記

録
標

昭
和

標
石

破
損・

倒
壊

19
37

6
13

到
達

点
76

宮
古

市
25

宮
古

市
鍬

ヶ
崎

第
７

地
割

32
ｰ8

付
近

大
海

嘯
記

念
昭

和
記

念
碑

破
損・

倒
壊

19
34

3
3

景
勝

地
○

倒
壊

後
再

建
。

77
宮

古
市

26
宮

古
市

鍬
ヶ

崎
第

７
地

割
32

ｰ8
付

近
19

60
年

5月
24

日
チ

リ
地

震
津

波
記

念
碑

チ
リ

記
念

碑
浸

水
19

61
10

22
景

勝
地

78
宮

古
市

参
考

12
宮

古
市

本
町

1ｰ
28

付
近

宮
古

開
港

記
念

碑
そ

の
他（

慶
長

）
そ

の
他

浸
水

19
29

9
市

役
所

ヵ
宮

古
開

港
記

念
が

主
目

的
。

79
宮

古
市

27
宮

古
市

本
町

1ｰ
28

付
近

災
害

洪
水

位
標

そ
の

他（
慶

長
）

記
念

碑
破

損・
倒

壊
19

67
6

30
市

役
所

ヵ
倒

壊
後

再
建

。
過

去
の

水
害

の
水

位
を

表
示

。
80

宮
古

市
28

宮
古

市
沢

田
4-

11
　

常
安

寺
三

陸
海

嘯
横

死
者

招
魂

之
塔

明
治

供
養

碑
な

し
18

97
1

7
寺

社

81
宮

古
市

参
考

13
宮

古
市

田
の

神
1-

2-
37

付
近

一
本

柳
の

跡
そ

の
他

（
慶

長
）

記
念

碑
な

し
19

89
6

跡
地

江
戸

時
代

の
津

波
に

関
す

る
口

伝
を

記
し

た
現

代
の

碑
。

表
1
-
2
-
2
 
津
波
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
一
覧
（
宮
古
市
北
部
）
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表
1
-
2
-
3
 
津
波
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
一
覧
（
宮
古
市
南
部
）

No
分

類
番

号
所

在
地

名
称

対
象

性
格

被
災

状
況

建
立

時
期

立
地

移
動

履
歴

朝
日

義捐
金

住
民

関
与

内
容

備
考

年
月

日
82

宮
古

市
29

宮
古

市
藤

原
3丁

目
6-

7　
藤

原
観

音
堂

三
陸

大
海

嘯
横

死
精

霊
明

治
供

養
碑

浸
水

不
明

寺
社

83
宮

古
市

30
宮

古
市

磯
鶏

石
崎

1-
2付

近
海

嘯
記

念
碑

明
治

記
念

碑
浸

水
19

02
5

往
来

ヵ
84

宮
古

市
31

宮
古

市
磯

鶏
石

崎
1-

2付
近

三
陸

大
海

嘯
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
浸

水
19

34
5

往
来

ヵ
○

85
宮

古
市

32
宮

古
市

金
浜

2-
34

　
江

山
寺

三
陸

大
海

嘯
横

死
者

精
霊

明
治

供
養

碑
浸

水
不

明
寺

社
86

宮
古

市
33

宮
古

市
金

浜
第

1地
割

13
　

金
浜

稲
荷

神
社

チ
リ

地
震

津
波

記
念

碑
チ

リ
記

念
碑

破
損・

倒
壊

19
61

5
24

寺
社

○
倒

壊
後

再
建

。
87

宮
古

市
34

宮
古

市
赤

前
第

10
地

割
37

付
近

海
嘯

紀
念

碑
明

治
記

念
碑

破
損・

倒
壊

不
明

往
来

ヵ
○

B
盆

供
養

倒
壊

後
再

建
。

88
宮

古
市

35
宮

古
市

白
浜

第
1地

割
10

2付
近

海
嘯

横
死

者
精

霊
塔

明
治

供
養

碑
な

し
不

明
海

辺
○

現
在

は
墓

地
へ

移
転

。
89

宮
古

市
36

宮
古

市
重

茂
第

28
地

割
　

仲
組

追
切

地
区

墓
地

三
陸

海
嘯

紀
念

碑
明

治
記

念
碑

な
し

19
25

3
墓

地
B

盆
供

養
90

宮
古

市
37

宮
古

市
重

茂
第

26
地

割
海

嘯
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
破

損・
倒

壊
不

明
不

明
○

朝
日

記
念

碑
の

可
能

性
。

91
宮

古
市

参
考

14
宮

古
市

重
茂

第
26

地
割

題
欠（

観
音

像
）

不
明

そ
の

他
不

明
不

明
小

学
校

ヵ
観

音
像

。
鵜

磯
小

学
校

周
辺

に
所

在
し

た
か

。
92

宮
古

市
38

宮
古

市
音

部
第

6地
割

18
　

村
社

大
神

宮
海

嘯
記

念
碑

明
治

記
念

碑
浸

水
不

明（
18

96
～

19
19

ヵ
）

寺
社

93
宮

古
市

39
宮

古
市

音
部

第
6地

割
18

　
村

社
大

神
宮

馬
頭

観
世

音
明

治
供

養
碑

浸
水

不
明

寺
社

馬
が

対
象

。
94

宮
古

市
40

宮
古

市
音

部
第

6地
割

18
　

村
社

大
神

宮
昭

和
八

年
　

大
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
浸

水
不

明
寺

社
○

95
宮

古
市

41
宮

古
市

重
茂

第
1地

割
55

ｰ1
付

近
海

嘯
供

養
明

治
供

養
碑

な
し

不
明

設置
者所

有地
○

B
盆

供
養

96
宮

古
市

42
宮

古
市

重
茂

第
1地

割
7-

3付
近

海
嘯

記
念

碑
明

治
記

念
碑

浸
水

不
明

墓
地

97
宮

古
市

43
宮

古
市

重
茂

第
1地

割
7-

3付
近

津
浪

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

浸
水

不
明

墓
地

○
98

宮
古

市
44

宮
古

市
重

茂
第

９
地

割
大

津
浪

記
念

碑
明

治・
昭

和
記

念
碑

な
し

不
明

到
達

点
○

○

99
宮

古
市

参
考

15
宮

古
市

重
茂

第
9地

割
　

姉
吉

漁
港

観
世

音
菩

薩
勧

請
縁

起
明

治・
昭

和
記

念
碑

流
失

19
82

6
11

漁
港

E
新

た
な

像
の

供
養

継
続

宮
古

市
参

考
16

の
縁

起
を

刻
ん

だ
石

碑
。

10
0

宮
古

市
参

考
16

宮
古

市
重

茂
第

9地
割

　
姉

吉
漁

港
聖

観
世

音
菩

薩
明

治・
昭

和
そ

の
他

破
損・

倒
壊

19
82

6
11

漁
港

E
新

た
な

像
の

供
養

継
続

観
音

像
。

頭
部

以
外

流
失

。

10
1

宮
古

市
45

宮
古

市
重

茂
第

11
地

割
　

千
鶏

バ
ス

停
付

近
海

嘯
記

念
碑

明
治

記
念

碑
破

損・
倒

壊
不

明
小

学
校

○
（

百
万

遍
供

養
）

倒
壊

後
高

台
に

再
建

、
供

養
は

現
在

途
絶

。
10

2
宮

古
市

46
宮

古
市

重
茂

第
11

地
割

　
千

鶏
バ

ス
停

付
近

昭
和

八
年

大
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
な

し
不

明
不

明
○

○
バ

ス
の

待
合

室
は

旧
消

防
屯

所
。

10
3

宮
古

市
参

考
17

宮
古

市
重

茂
第

11
地

割
大

津
浪

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

流
失

不
明

往
来

ヵ
○

10
4

宮
古

市
47

宮
古

市
重

茂
第

16
地

割
11

-1
付

近
海

嘯
横

死
牛

馬
観

卋
音

明
治

供
養

碑
破

損・
倒

壊
19

23
11

漁
協

ヵ
B

盆
供

養
倒

壊
後

、ほ
ぼ

同
位

置
に

再
建

。
牛

馬
が

対
象

。
10

5
宮

古
市

参
考

18
宮

古
市

重
茂

第
16

地
割

海
嘯

記
念

碑
明

治
記

念
碑

流
失

不
明

不
明

10
6

宮
古

市
48

山
田

町
大

沢
大

津
浪

記
念

塔
明

治
供

養
碑

破
損・

倒
壊

不
明

小
学

校
○

倒
壊

後
再

建
、

川
代

集
落

を
見

下
ろ

す
山

田
町

域
の

高
台

へ
移

設
。

10
7

宮
古

市
49

山
田

町
大

沢
大

海
嘯

記
念

昭
和

記
念

碑
破

損・
倒

壊
19

34
3

小
学

校
○

○
倒

壊
後

再
建

、
川

代
集

落
を

見
下

ろ
す

山
田

町
域

の
高

台
へ

移
設

。
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No
分

類
番

号
所

在
地

名
称

対
象

性
格

被
災

状
況

建
立

時
期

立
地

移
動

履
歴

朝
日

義捐
金

住
民

関
与

内
容

備
考

年
月

日
10

8
山

田
町

１
山

田
町

大
沢

第
8地

割
24

　
南

陽
寺

海
嘯

紀
念

碑
明

治
記

念
碑

な
し

不
明

寺
社

C
山

田
高

校
10

9
山

田
町

２
山

田
町

大
沢

第
8地

割
24

　
南

陽
寺

三
陸

大
海

嘯
溺

死
者

慰
霊

塔
昭

和
供

養
碑

な
し

19
34

3
3

寺
社

C
山

田
高

校
弔

慰
施

設
費

用
義

捐
金

に
よ

る
。

11
0

山
田

町
３

山
田

町
大

沢
第

8地
割

17
-7

　
山

田
町

ふ
る

さ
と

セ
ン

タ
ー

三
陸

大
海

嘯
紀

念
昭

和
記

念
碑

な
し

19
34

3
3

小
学

校
○

○
C

山
田

高
校・

ジ
オ

パ
ー

ク
11

1
山

田
町

４
山

田
町

後
楽

町
4-

5　
龍

昌
寺

丙
申

海
嘯

之
記

明
治

供
養

碑
な

し
18

98
2

寺
社

C
山

田
高

校
11

2
山

田
町

５
山

田
町

後
楽

町
4-

5　
龍

昌
寺

海
嘯

遭
難

者
慰

霊
塔

不
明

供
養

碑
な

し
不

明（
19

34
～

19
44

ヵ
）

寺
社

C
山

田
高

校
対

象
明

記
さ

れ
ず（

昭
和

ヵ
）。

11
3

山
田

町
６

山
田

町
八

幡
7　

山
田

八
幡

宮
津

浪
記

念
昭

和
記

念
碑

な
し

19
35

3
3

寺
社

○
C

山
田

高
校

11
4

山
田

町
７

山
田

町
織

笠
第

11
地

割
13

4付
近

大
海

嘯
紀

念
碑

明
治

記
念

碑
な

し
18

99
6

墓
地

BC
盆

供
養・

山
田

高
校

11
5

山
田

町
８

山
田

町
織

笠
第

11
地

割
13

4付
近

大
海

嘯
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
な

し
19

34
3

墓
地

○
C

山
田

高
校

11
6

山
田

町
９

山
田

町
船

越
第

6地
割

32
-4

4付
近

大
海

嘯
記

念
昭

和
記

念
碑

な
し

19
34

5
公

有
地

○
C

山
田

高
校

11
7

山
田

町
10

 
山

田
町

船
越

第
22

地
割

11
　

大
浦

漁
村

セ
ン

タ
ー

大
海

嘯
記

念
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
34

5
小

学
校

○
○

C
山

田
高

校
11

8
山

田
町

11
山

田
町

船
越

第
10

地
割

19
-1

　
海

蔵
寺

三
陸

大
海

嘯
溺

死
者

慰
霊

塔
昭

和
供

養
碑

破
損・

倒
壊

19
34

5
寺

社
C

山
田

高
校

弔
慰

施
設

費
用

義
捐

金
に

よ
る

。
倒

壊
後

再
建

。
11

9
山

田
町

12
山

田
町

船
越

第
16

地
割

18
-5

付
近

大
海

嘯
記

念
昭

和
記

念
碑

破
損・

倒
壊

19
34

5
不

明
○

○
C

山
田

高
校

12
0

山
田

町
13

山
田

町
船

越
第

19
地

割
26

-1
付

近
海

嘯
溺

死
者

灵
塔

明
治

供
養

碑
な

し
不

明
漁

港
ヵ

○
AC

祭
日

に
祈

祷・
山

田
高

校
土

砂
崩

れ
の

恐
れ

が
あ

り
浜

辺
か

ら
現

在
地

へ
移

転
。

12
1

山
田

町
14

山
田

町
船

越
第

４
地

割
三

陸
大

海
嘯

溺
死

者
供

養
塔

明
治

供
養

碑
な

し
19

31
9

30
石

碑
群

中
C

手
入

れ・
山

田
高

校
12

2
大

槌
町

１
大

槌
町

吉
里

吉
里

第
10

地
割

46
　

浪
板

海
岸

駅
前

昭
和

八
年

三
月

三
日

大
海

嘯
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
倒

壊
19

34
3

3
海

岸
ヵ

○
○

震
災

前
後

に
１

度
ず

つ
移

設
。

12
3

大
槌

町
２

大
槌

町
吉

里
吉

里
4丁

目
4-

7　
吉

祥
寺

海
嘯

溺
死

精
霊

塔
昭

和
供

養
碑

な
し

不
明

寺
社

B
盆

供
養

12
4

大
槌

町
３

大
槌

町
吉

里
吉

里
4丁

目
1-

3付
近

海
嘯

溺
死

精
霊

塔
明

治
供

養
碑

な
し

18
97

6
4

不
明

B
盆

供
養

、
手

入
れ

一
里

塚
上

に
所

在
。

12
5

大
槌

町
４

大
槌

町
吉

里
吉

里
1丁

目
2　

金
比

羅
神

社
昭

和
八

年
三

月
三

日
大

海
嘯

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
34

3
3

寺
社

○
BC

盆
供

養・
ジ

オ
パ

ー
ク

12
6

大
槌

町
５

大
槌

町
末

広
町

2-
2　

御
社

地
跡

題
欠（

明
治

29
年

津
波

犠
牲

者
鎮

魂
歌

碑
）

明
治

記
念

碑
破

損・
倒

壊
19

09
6

寺
社

C
ジ

オ
パ

ー
ク

流
出

後
当

初
の

所
在

地
周

辺
に

再
建

。
12

7
大

槌
町

６
大

槌
町

末
広

町
2-

2　
御

社
地

跡
昭

和
八

年
三

月
三

日
大

海
嘯

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

破
損・

倒
壊

19
34

3
3

寺
社

○
流

出
後

当
初

の
所

在
地

周
辺

に
再

建
。

12
8

大
槌

町
７

大
槌

町
大

槌
第

26
地

割
字

雁
舞

道
24

　
大

徳
院

海
嘯

溺
死

者
各

精
霊

塔
明

治
供

養
碑

破
損・

倒
壊

不
明

寺
社

倒
壊

後
再

建
。

12
9

大
槌

町
８

大
槌

町
赤

浜
2-

18
　

赤
浜

八
幡

公
園

大
海

嘯
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
浸

水
19

34
3

3
小

学
校

○
○

13
0

大
槌

町
参

考
１

大
槌

町
末

広
町

10
-1

1　
江

岸
寺

三
陸

大
海

嘯
溺

死
者

諸
精

霊
供

養
塔

明
治・

昭
和

供
養

碑
流

失
19

34
3

3
寺

社
弔

慰
施

設
費

用
義

捐
金

に
よ

る
。

13
1

大
槌

町
参

考
２

大
槌

町
安

渡
地

区
大

槌
川

岸
津

波
災

害
記

念
碑

チ
リ

記
念

碑
流

失
19

60
12

不
明

表
1
-
2
-
4
 
津
波
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
一
覧
（
山
田
町
・
大
槌
町
）
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No
分

類
番

号
所

在
地

名
称

対
象

性
格

被
災

状
況

建
立

時
期

立
地

移
動

履
歴

朝
日

義捐
金

住
民

関
与

内
容

備
考

年
月

日
13

2
釜

石
市

１
釜

石
市

片
岸

町
第

10
地

割
25

付
近

海
嘯

記
念

碑
明

治
記

念
碑

破
損・

倒
壊

不
明

寺
社

ヵ
防

波
堤

近
く

の
高

台
に

再
整

備
。

13
3

釜
石

市
２

釜
石

市
片

岸
町

第
10

地
割

25
付

近
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
破

損・
倒

壊
19

35
3

3
寺

社
ヵ

○
防

波
堤

近
く

の
高

台
に

再
整

備
。

13
4

釜
石

市
３

釜
石

市
片

岸
町

第
８

地
割

5-
2　

片
岸

稲
荷

公
園

南
無

妙
法

蓮
華

経
八

大
龍

王
鎮

座
明

治
そ

の
他

浸
水

18
96

寺
社

八
大

龍
王

碑
。

周
辺

整
備

後
ほ

ぼ
同

位
置

に
再

建
か

。
13

5
釜

石
市

４
釜

石
市

片
岸

町
第

８
地

割
5-

2　
片

岸
稲

荷
公

園
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
浸

水
19

35
3

3
寺

社
○

周
辺

の
土

地
整

備
後

、
ほ

ぼ
同

位
置

に
再

建
。

13
6

釜
石

市
参

考
１

釜
石

市
鵜

住
居

町
第

13
地

割
88

　
常

楽
寺

吊
祭

碑
明

治
供

養
碑

流
失

19
08

6
15

寺
社

13
7

釜
石

市
５

釜
石

市
箱

崎
町

第
９

地
割

17
-1

5付
近

忠
烈

永
芳

明
治

記
念

碑
浸

水
19

28
6

15
境

界
ヵ

13
8

釜
石

市
６

釜
石

市
箱

崎
町

第
９

地
割

17
-1

5付
近

津
浪

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
35

3
3

境
界

ヵ
○

13
9

釜
石

市
７

釜
石

市
箱

崎
町

第
５

地
割

24
付

近
津

波
海

難
殃

死
無

縁
者

追
善

供
養

塔
不

明
供

養
碑

浸
水

19
76

6
27

設置
者所

有地
B

盆
供

養
対

象
災

害
明

記
さ

れ
ず（

明
治

・
昭

和
ヵ

）。

14
0

釜
石

市
８

釜
石

市
箱

崎
町

大
仮

宿
明

治
廿

九
年

六
月

十
五

日
海

嘯
横

死（
８

人
の

名
を

列
記

）外
八

十
四

名
精

霊
明

治
供

養
碑

破
損・

倒
壊

18
97

6
4

高
台

ヵ

14
1

釜
石

市
９

釜
石

市
箱

崎
町

大
仮

宿
明

治
廿

九
年

六
月

十
五

日
海

嘯
横

死
無

縁
塔

明
治

供
養

碑
破

損・
倒

壊
不

明
高

台
ヵ

14
2

釜
石

市
参

考
２

釜
石

市
箱

崎
町

大
仮

宿
明

治
廿

九
年

六
月

十
五

日
海

嘯
溺

死
小

林
勝

藏
精

灵
明

治
供

養
碑

破
損・

倒
壊

不
明

高
台

ヵ
私

的
な

供
養

碑
か

。

14
3

釜
石

市
10

釜
石

市
両

石
町

第
３

地
割

14
7付

近
海

嘯
記

念
碑

明
治

記
念

碑
浸

水
不

明（
18

96
～

19
02

ヵ
）

不
明

○
C

ジ
オ

パ
ー

ク
14

4
釜

石
市

11
釜

石
市

両
石

町
第

３
地

割
14

7付
近

両
石

海
嘯

紀
念

碑
明

治
記

念
碑

浸
水

19
02

7
不

明
○

C
ジ

オ
パ

ー
ク

14
5

釜
石

市
12

釜
石

市
両

石
町

第
３

地
割

14
7付

近
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
浸

水
19

35
3

3
不

明
○

○
C

ジ
オ

パ
ー

ク
14

6
釜

石
市

13
釜

石
市

大
只

越
町

1-
1-

1　
石

応
禅

寺
海

嘯
災

死
追

悼
明

治
供

養
碑

浸
水

不
明

寺
社

14
7

釜
石

市
14

釜
石

市
大

只
越

町
1-

1-
1　

石
応

禅
寺

三
陸

大
海

嘯
溺

死
者

吊
祭

之
碑

明
治

供
養

碑
浸

水
18

97
3

寺
社

B
盆

供
養

14
8

釜
石

市
15

釜
石

市
大

只
越

町
1-

1-
1　

石
応

禅
寺

海
嘯

萬
人

供
養

塔
明

治
供

養
碑

浸
水

18
97

7
10

寺
社

14
9

釜
石

市
16

釜
石

市
大

只
越

町
1-

1-
1　

石
応

禅
寺

海
嘯

記
念

碑
明

治
記

念
碑

浸
水

19
02

6
寺

社
15

0
釜

石
市

17
釜

石
市

大
只

越
町

1-
1-

1　
石

応
禅

寺
明

治
丙

申
海

嘯
紀

念
之

像
明

治
供

養
碑

浸
水

19
02

7
7

寺
社

B
盆

供
養

15
1

釜
石

市
18

釜
石

市
大

只
越

町
1-

1-
1　

石
応

禅
寺

明
治

丙
申

海
嘯

紀
念

之
像

明
治

供
養

碑
浸

水
19

02
7

7
寺

社
B

盆
供

養
15

2
釜

石
市

19
釜

石
市

港
町

1-
4付

近
題

欠（
須

賀
御

前
祠

復
古

記
念

碑
）

明
治

記
念

碑
破

損・
倒

壊
19

26
秋

寺
社

倒
壊

後
再

建
か

。
15

3
釜

石
市

20
釜

石
市

松
原

町
1-

6-
22

　
松

原
地

区
墓

地
嘯

歿
者

追
悼

塔
明

治
供

養
碑

浸
水

18
98

6
23

墓
地

B
盆

供
養

15
4

釜
石

市
21

釜
石

市
嬉

石
町

3-
9-

4付
近

　
海

嘯
横

没
精

霊
明

治
供

養
碑

浸
水

18
98

6
15

不
明

15
5

釜
石

市
22

釜
石

市
平

田
第

６
地

割
82

　
館

山
神

社
海

嘯
記

念
碑

明
治・

昭
和

記
念

碑
浸

水
19

57
11

寺
社

○
19

72（
昭

和
47

）年
移

転
。

15
6

釜
石

市
23

釜
石

市
平

田
第

７
地

割
　

白
浜

地
区

墓
地

海
嘯

横
死

者
供

養
塔

明
治

供
養

碑
な

し
18

97
8

14
墓

地
B

盆
供

養
15

7
釜

石
市

24
釜

石
市

平
田

第
７

地
割

53
-2

付
近

大
津

波
犠

牲
先

祖
霊

位
明

治・
昭

和
供

養
碑

な
し

19
72

高
台

B
盆

供
養

15
8

釜
石

市
25

釜
石

市
平

田
第

７
地

割
53

-2
付

近
三

陸
大

津
波

犠
牲

先
祖

供
養

塔
明

治・
昭

和
供

養
碑

な
し

19
72

高
台

15
9

釜
石

市
参

考
３

釜
石

市
平

田
第

７
地

割
61

付
近

中
村

重
兵

衛
閲

歴
明

治
そ

の
他

浸
水

不
明（

19
69

頃
ヵ

）
墓

地
個

人
顕

彰
碑

。
16

0
釜

石
市

26
釜

石
市

平
田

第
９

地
割

　
佐

須
地

区
墓

地
海

嘯
罹

災
者

之
墓

明
治

供
養

碑
浸

水
18

97
6

寺
社

○
AB

慰霊
祭、

盆供
養

16
1

釜
石

市
27

釜
石

市
平

田
第

９
地

割
　

佐
須

地
区

墓
地

海
嘯

記
念

碑
明

治
記

念
碑

浸
水

19
12

海
辺

ヵ
○

AB
慰霊

祭、
盆供

養
16

2
釜

石
市

28
釜

石
市

平
田

第
９

地
割

　
佐

須
地

区
墓

地
佐

須
濱

海
嘯

記
明

治
記

念
碑

浸
水

不
明（

19
12

頃
ヵ

）
海

辺
ヵ

○
AB

慰霊
祭、

盆供
養

16
3

釜
石

市
29

釜
石

市
唐

丹
町

字
花

露
辺

4-
1付

近
大

海
嘯

遭
難

者
追

哀
碑

明
治

供
養

碑
浸

水
19

28
6

22
高

台

16
4

釜
石

市
30

釜
石

市
唐

丹
町

字
大

曽
根

海
嘯

遭
難

記
念

之
碑

明
治

記
念

碑
破

損・
倒

壊
19

28
境

界
ヵ

○
C

案
内

板
設

置
碑

文
一

部
損

傷
、

移
動

の
履

歴
を

記
し

た
石

碑
を

と
も

な
う

。
16

5
釜

石
市

31
釜

石
市

唐
丹

町
字

大
曽

根
昭

和
八

年
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
破

損・
倒

壊
19

34
3

3
境

界
ヵ

○
○

C
案

内
板

設
置

倒
壊

後
再

建
、

約
10

ｍ
移

動
。

16
6

釜
石

市
32

釜
石

市
唐

丹
町

字
大

曽
根

　
本

郷
地

区
墓

地
海

嘯
遭

難
者

納
骨

之
所

明
治

供
養

碑
な

し
19

28
墓

地
B

盆
供

養
16

7
釜

石
市

33
釜

石
市

唐
丹

町
字

小
白

浜
45

3　
盛

岩
寺

海
嘯

溺
死

霊
供

養
碑

明
治

供
養

碑
破

損・
倒

壊
不

明
寺

社
倒

壊
後

再
建

。
16

8
釜

石
市

34
釜

石
市

唐
丹

町
字

小
白

浜
45

3　
盛

岩
寺

海
嘯

紀
念

碑
明

治
記

念
碑

浸
水

不
明

寺
社

16
9

釜
石

市
35

釜
石

市
唐

丹
町

字
小

白
浜

45
3　

盛
岩

寺
昭

和
八

年
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
浸

水
19

34
3

3
寺

社
○

17
0

釜
石

市
36

釜
石

市
唐

丹
町

字
片

岸
30

-1
　

天
照

御
祖

神
社

海
嘯

溺
死

碑
明

治
供

養
碑

浸
水

不
明

寺
社

表
1
-
2
-
5
 
津
波
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
一
覧
（
釜
石
市
）
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No
分

類
番

号
所

在
地

名
称

対
象

性
格

被
災

状
況

建
立

時
期

立
地

移
動

履
歴

朝
日

義捐
金

住
民

関
与

内
容

備
考

年
月

日

17
1

大
船

渡
市

１
大

船
渡

市
三

陸
町

吉
浜

字
上

野
24

-1
　

正
壽

院
嗚

呼
惨

哉
海

嘯
明

治
供

養
碑

な
し

18
97

4
寺

社
CE

ジ
オ

パ
ー

ク・
朱

入
れ

17
2

大
船

渡
市

２
大

船
渡

市
三

陸
町

吉
浜

字
中

井
57

-1
2付

近
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
破

損・
倒

壊
不

明
高

台
○

地
震

に
よ

る
倒

壊
の

後
再

建
。

17
3

大
船

渡
市

３
大

船
渡

市
三

陸
町

吉
浜

字
上

野
1-

1付
近

津
波

の
追

憶
昭

和
記

念
碑

浸
水

20
08

5
24

被
災

場
所

昭
和

三
陸

地
震

津
波

被
災

遺
物

を
保

存
。

17
4

大
船

渡
市

４
大

船
渡

市
三

陸
町

吉
浜

字
上

野
1-

1付
近

開
墾

碑
明

治
記

念
碑

浸
水

19
28

6
集

落
跡

○
震

災
後

に
移

動
。

17
5

大
船

渡
市

参
考

１
大

船
渡

市
三

陸
町

吉
浜

　
吉

浜
川

河
口

付
近

津
波

記
念

石
昭

和
そ

の
他

浸
水

19
33

3
3

到
達

点
C

環
境

整
備

津
波

石
に

刻
ま

れ
た

も
の

。
17

6
大

船
渡

市
５

大
船

渡
市

三
陸

町
越

喜
来

字
杉

下
7-

2　
円

満
寺

嗚
呼

惨
哉

海
嘯

明
治

供
養

碑
な

し
18

98
6

寺
社

A
寺

が
定

期
供

養
17

7
大

船
渡

市
６

大
船

渡
市

三
陸

町
越

喜
来

字
杉

下
49

　
八

幡
神

社
津

浪
記

念
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
82

3
3

寺
社

○
○

し
ば

ら
く

放
置

さ
れ

た
後

、
戦

後
に

建
設

。

17
8

大
船

渡
市

７
大

船
渡

市
三

陸
町

越
喜

来
字

仲
崎

浜
3-

2　
あ

づ
ま

荘
前

津
浪

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
35

3
3

寺
社

ヵ
○

○
少

な
く

と
も

２
回

移
動

か
。

17
9

大
船

渡
市

８
大

船
渡

市
三

陸
町

越
喜

来
字

仲
崎

浜
77

　
正

源
寺

海
嘯

溺
死

者
供

養
碑

明
治

供
養

碑
な

し
18

97
11

5
寺

社
A

寺
が

定
期

供
養

18
0

大
船

渡
市

９
大

船
渡

市
三

陸
町

越
喜

来
字

仲
崎

浜
77

　
正

源
寺

昭
和

海
嘯

死
亡

者
追

悼
碑

昭
和

供
養

碑
な

し
19

35
1

寺
社

A
寺

が
定

期
供

養
18

1
大

船
渡

市
10

大
船

渡
市

三
陸

町
越

喜
来

字
甫

嶺
64

　
龍

昌
寺

海
嘯

溺
死

記
念

碑
明

治
記

念
碑

な
し

19
02

4
寺

社
A

寺
が

定
期

供
養

18
2

大
船

渡
市

11
大

船
渡

市
三

陸
町

越
喜

来
字

鬼
沢

　
鬼

沢
漁

港
前

津
浪

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

な
し

19
35

3
3

石
碑

群
中

○

18
3

大
船

渡
市

12
大

船
渡

市
三

陸
町

綾
里

字
小

石
浜

　
小

石
浜

地
区

墓
地

萬
死

之
霊

明
治

供
養

碑
な

し
18

97
7

墓
地

B
盆

供
養

18
4

大
船

渡
市

13
大

船
渡

市
三

陸
町

綾
里

字
大

明
神

20
0付

近
明

治
三

陸
大

津
波

伝
承

碑
明

治
記

念
碑

な
し

19
98

6
15

到
達

点
18

5
大

船
渡

市
14

大
船

渡
市

三
陸

町
綾

里
字

平
舘

　
雷

神
神

社
嗚

呼
惨

哉
海

嘯
明

治
記

念
碑

破
損・

倒
壊

18
97

9
23

寺
社

○
津

波
に

よ
り

破
損

後
移

転
再

建
。

18
6

大
船

渡
市

参
考

２
大

船
渡

市
三

陸
町

綾
里

字
平

舘
　

雷
神

神
社

消
防

義
魂

碑
昭

和
供

養
碑

破
損・

倒
壊

19
33

6
11

寺
社

地
震

に
よ

り
破

損
後

再
建

。
18

7
大

船
渡

市
15

大
船

渡
市

三
陸

町
綾

里
字

岩
崎

13
6-

1　
長

林
寺

海
嘯

溺
死

亡
者

霊
明

治
供

養
碑

な
し

不
明

寺
社

18
8

大
船

渡
市

16
大

船
渡

市
三

陸
町

綾
里

字
岩

崎
13

6-
1　

長
林

寺
家

譜
明

治
供

養
碑

な
し

19
02

6
寺

社
B

盆
供

養
18

9
大

船
渡

市
参

考
３

大
船

渡
市

三
陸

町
綾

里
字

岩
崎

13
6-

1　
長

林
寺

頌
徳

碑
明

治
そ

の
他

な
し

不
明（

19
19

頃
ヵ

）
寺

社
B

盆
供

養
顕

彰
碑

の
中

で
津

波
へ

の
対

応
に

言
及

。
19

0
大

船
渡

市
17

大
船

渡
市

赤
崎

町
合

足
13

8付
近

海
嘯

横
死

者
諸

精
霊

塔
明

治
供

養
碑

浸
水

不
明

不
明

○
19

1
大

船
渡

市
18

大
船

渡
市

赤
崎

町
合

足
13

8付
近

津
波

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
35

3
不

明
○

○
B

盆
供

養
19

2
大

船
渡

市
参

考
４

大
船

渡
市

赤
崎

町
合

足
題

欠（
合

足
の

津
波

石
）

明
治

そ
の

他
浸

水
18

96
6

15
到

達
点

C
ジ

オ
パ

ー
ク

津
波

石
。

19
3

大
船

渡
市

19
大

船
渡

市
赤

崎
町

外
口

80
-2

　
貴

船
神

社
題

欠（
明

治
29

年
津

波
犠

牲
者

墓
碑

）
明

治
供

養
碑

な
し

不
明

寺
社

19
4

大
船

渡
市

20
大

船
渡

市
赤

崎
町

外
口

80
-2

　
貴

船
神

社
丙

申
海

嘯
死

亡
者

諸
精

霊
明

治
供

養
碑

な
し

不
明

寺
社

19
5

大
船

渡
市

21
大

船
渡

市
赤

崎
町

蛸
ノ

浦
18

9付
近

丙
申

大
海

嘯
横

死
者

諸
羣

霊
墓

明
治

供
養

碑
浸

水
19

12
5

石
碑

群
中

19
6

大
船

渡
市

22
大

船
渡

市
赤

崎
町

蛸
ノ

浦
64

付
近

津
波

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
35

3
石

碑
群

中
○

B
盆

供
養

19
7

大
船

渡
市

23
大

船
渡

市
赤

崎
町

清
水

15
4-

3付
近

津
波

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
35

3
石

碑
群

中
○

19
8

大
船

渡
市

24
大

船
渡

市
赤

崎
町

永
浜

丙
申

海
嘯

横
死

長
濱

七
拾

四
名

供
養

塔
明

治
供

養
碑

浸
水

19
00

10
21

石
碑

群
中

馬
十

二
頭

を
合

祀
。

19
9

大
船

渡
市

25
大

船
渡

市
赤

崎
町

大
立

60
付

近
津

波
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
破

損・
倒

壊
19

35
3

石
碑

群
中

○
倒

壊
後

再
建

。
20

0
大

船
渡

市
26

大
船

渡
市

赤
崎

町
山

口
80

-2
5　

赤
崎

公
園

津
波

記
念

碑
昭

和
記

念
碑

な
し

19
35

3
高

台
ヵ

○
20

1
大

船
渡

市
27

大
船

渡
市

猪
川

町
長

谷
堂

12
7　

長
谷

寺
　

萬
人

靈
塔

明
治

供
養

碑
な

し
18

96
9

寺
社

B
盆

供
養

20
2

大
船

渡
市

28
大

船
渡

市
盛

町
2-

2　
浄

願
寺

海
嘯

紀
念

明
治

記
念

碑
な

し
不

明
寺

社
B

盆
供

養
20

3
大

船
渡

市
29

大
船

渡
市

盛
町

字
宇

津
野

沢
20

　
洞

雲
寺

大
海

嘯
紀

念
碑

明
治

記
念

碑
な

し
19

02
6

15
寺

社
20

4
大

船
渡

市
参

考
５

大
船

渡
市

盛
町

字
宇

津
野

沢
20

　
洞

雲
寺

丙
申

大
海

嘯
溺

死
者

諸
精

霊
等

明
治

そ
の

他
な

し
19

02
6

15
寺

社
B

盆
供

養
大

位
牌

。
20

5
大

船
渡

市
参

考
６

大
船

渡
市

盛
町

下
舘

下
7-

16
　

旧
農

協
会

館
チ

リ
地

震
津

波
襲

来
地

点
チ

リ
標

石
流

失
不

明
到

達
点

震
災

後
未

確
認

。
20

6
大

船
渡

市
30

大
船

渡
市

大
船

渡
町

富
澤

75
-1

　
西

光
寺

海
嘯

死
者

碑
明

治
供

養
碑

な
し

18
97

9
1

寺
社

20
7

大
船

渡
市

31
大

船
渡

市
大

船
渡

町
富

澤
75

-1
　

西
光

寺
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
な

し
19

34
3

3
寺

社
○

B
盆

供
養

20
8

大
船

渡
市

32
大

船
渡

市
大

船
渡

町
富

澤
75

-1
　

西
光

寺
津

波
犠

牲
者

供
養

塔
チ

リ
供

養
碑

な
し

19
61

5
24

寺
社

20
9

大
船

渡
市

33
大

船
渡

市
大

船
渡

町
地

ノ
森

45
-2

1付
近

チ
リ

地
震

津
波

襲
来

地
点

チ
リ

標
石

浸
水

不
明

到
達

点
歩

道
に

埋
め

込
ま

れ
た

プ
レ

ー
ト

。
21

0
大

船
渡

市
34

大
船

渡
市

大
船

渡
町

野
々

田
20

-1
2付

近
チ

リ
地

震
津

波
襲

来
地

点
チ

リ
標

石
浸

水
不

明
到

達
点

歩
道

に
埋

め
込

ま
れ

た
プ

レ
ー

ト
。

21
1

大
船

渡
市

35
大

船
渡

市
大

船
渡

町
笹

崎
13

2-
1付

近
チ

リ
地

震
津

波
襲

来
地

点
チ

リ
標

石
浸

水
不

明
到

達
点

歩
道

に
埋

め
込

ま
れ

た
プ

レ
ー

ト
。

21
2

大
船

渡
市

36
大

船
渡

市
大

船
渡

町
猪

頭
28

-1
0　

加
茂

神
社

津
波

警
報

塔
チ

リ
そ

の
他

な
し

19
61

5
24

寺
社

A
慰

霊
祭

碑
文

を
と

も
な

う
津

波
警

報
搭

。
21

3
大

船
渡

市
37

大
船

渡
市

大
船

渡
町

猪
頭

28
-1

0　
加

茂
神

社
題

欠（
チ

リ
地

震
津

波
記

念
句

碑
）

チ
リ

記
念

碑
な

し
19

82
1

23
寺

社
A

慰
霊

祭
社

務
所

の
落

成
記

念
に

建
立

。
21

4
大

船
渡

市
38

大
船

渡
市

大
船

渡
町

猪
頭

42
　

本
増

寺
チ

リ
地

震
津

波
犠

牲
者

之
霊

五
十

回
忌

供
養

塔
チ

リ
供

養
碑

な
し

20
09

5
24

寺
社

21
5

大
船

渡
市

39
大

船
渡

市
下

船
渡

27
-1

付
近

海
嘯

溺
死

者
霊

明
治

供
養

碑
な

し
19

02
不

明
○

B
盆

供
養

表
1
-
2
-
6
 
津
波
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
一
覧
（
大
船
渡
市
北
部
）
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表
1
-
2
-
7
 
津
波
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
一
覧
（
大
船
渡
市
南
部
）

No
分

類
番

号
所

在
地

名
称

対
象

性
格

被
災

状
況

建
立

時
期

立
地

移
動

履
歴

朝
日

義捐
金

住
民

関
与

内
容

備
考

年
月

日
21

6
大

船
渡

市
40

大
船

渡
市

末
崎

町
字

船
河

原
3-

1付
近

明
治

廿
九

年
六

月
海

嘯
襲

來
地

点
明

治
標

石
な

し
19

33
ヵ

10
ヵ

到
達

点
○

21
7

大
船

渡
市

参
考

７
大

船
渡

市
末

崎
町

字
船

河
原

3-
7付

近
昭

和
八

年
三

月
海

嘯
襲

來
地

点
昭

和
標

石
以

前
に

喪
失

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
21

8
大

船
渡

市
41

大
船

渡
市

末
崎

町
字

石
浜

29
付

近
明

治
廿

九
年

六
月

海
嘯

襲
來

地
点

明
治

標
石

浸
水

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
21

9
大

船
渡

市
42

大
船

渡
市

末
崎

町
字

石
浜

14
付

近
昭

和
八

年
三

月
海

嘯
襲

來
地

点
昭

和
標

石
浸

水
19

33
ヵ

10
ヵ

到
達

点
○

22
0

大
船

渡
市

43
大

船
渡

市
末

崎
町

字
峯

岸
13

4-
1付

近
明

治
廿

九
年

六
月

海
嘯

襲
來

地
点

明
治

標
石

浸
水

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
○

軽
微

な
移

動
。

22
1

大
船

渡
市

44
大

船
渡

市
末

崎
町

字
峯

岸
7-

8付
近

昭
和

八
年

三
月

海
嘯

襲
來

地
点

昭
和

標
石

浸
水

19
33

10
到

達
点

○
22

2
大

船
渡

市
45

大
船

渡
市

末
崎

町
字

15
0-

1　
長

源
寺

明
治

廿
八（

マ
マ

）年
六

月
海

嘯
襲

來
地

点
明

治
標

石
破

損・
倒

壊
19

33
ヵ

10
ヵ

到
達

点
○

20
21

年
再

建
。

22
3

大
船

渡
市

46
大

船
渡

市
末

崎
町

字
15

0-
1　

長
源

寺
昭

和
八

年
三

月
海

嘯
襲

來
地

点
昭

和
標

石
破

損・
倒

壊
19

33
10

到
達

点
○

20
21

年
再

建
。

22
4

大
船

渡
市

47
大

船
渡

市
末

崎
町

字
15

0-
1　

長
源

寺
弔

魂
明

治
供

養
碑

破
損・

倒
壊

18
97

6
4

寺
社

植
物

に
覆

わ
れ

目
視

困
難

。
22

5
大

船
渡

市
48

大
船

渡
市

末
崎

町
字

15
0-

1　
長

源
寺

海
嘯

溺
死

之
霊

明
治

供
養

碑
な

し
不

明
寺

社
22

6
大

船
渡

市
49

大
船

渡
市

末
崎

町
字

15
0-

1　
長

源
寺

津
浪

横
死

者
供

養
碑

昭
和

記
念

碑
な

し
19

35
3

3
寺

社
○

22
7

大
船

渡
市

50
大

船
渡

市
末

崎
町

字
中

野
12

0付
近

明
治

廿
九

年
六

月
海

嘯
襲

來
地

点
明

治
標

石
浸

水
19

33
ヵ

10
ヵ

到
達

点
○

○
22

8
大

船
渡

市
参

考
８

大
船

渡
市

末
崎

町
字

細
浦

1-
1付

近
昭

和
八

年
三

月
海

嘯
襲

來
地

点
昭

和
標

石
流

失
19

33
ヵ

10
ヵ

到
達

点
○

22
9

大
船

渡
市

51
大

船
渡

市
末

崎
町

字
山

岸
14

4-
7付

近
明

治
廿

九
年

六
月

海
嘯

襲
來

地
点

明
治

標
石

破
損・

倒
壊

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
20

21
年

再
建

。
23

0
大

船
渡

市
参

考
９

大
船

渡
市

末
崎

町
字

山
岸

13
8-

9付
近

昭
和

八
年

三
月

海
嘯

襲
來

地
点

昭
和

標
石

以
前

に
喪

失
19

33
ヵ

10
ヵ

到
達

点
○

23
1

大
船

渡
市

52
大

船
渡

市
末

崎
町

字
小

細
浦

42
付

近
海

嘯
記

念
碑

明
治

記
念

碑
な

し
19

02
6

15
高

台
ヵ

付
近

に
キ

ネ
ン

ピ
と

い
う

屋
号

を
持

つ
家

あ
り

。
23

2
大

船
渡

市
53

大
船

渡
市

末
崎

町
字

高
清

水
13

7付
近

明
治

廿
九

年
六

月
海

嘯
襲

來
地

点
明

治
標

石
浸

水
19

33
ヵ

10
ヵ

到
達

点
○

23
3

大
船

渡
市

54
大

船
渡

市
末

崎
町

字
高

清
水

12
4-

3付
近

昭
和

八
年

三
月

海
嘯

襲
來

地
点

昭
和

標
石

破
損・

倒
壊

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
倒

壊
後

再
建

。
23

4
大

船
渡

市
参

考
10

大
船

渡
市

末
崎

町
字

大
田

37
-5

3付
近

明
治

廿
九

年
六

月
海

嘯
襲

來
地

点
明

治
標

石
以

前
に

喪
失

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
23

5
大

船
渡

市
参

考
11

大
船

渡
市

末
崎

町
字

大
田

37
-1

84
付

近
昭

和
八

年
三

月
海

嘯
襲

來
地

点
昭

和
標

石
以

前
に

喪
失

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
23

6
大

船
渡

市
55

大
船

渡
市

末
崎

町
字

鶴
巻

73
-5

付
近

明
治

廿
九

年
六

月
海

嘯
襲

來
地

点
明

治
標

石
破

損・
倒

壊
19

33
ヵ

10
ヵ

到
達

点
○

倒
壊

後
再

建
。

23
7

大
船

渡
市

参
考

12
大

船
渡

市
末

崎
町

字
鶴

巻
11

3-
20

付
近

昭
和

八
年

三
月

海
嘯

襲
來

地
点

昭
和

標
石

以
前

に
喪

失
19

33
ヵ

10
ヵ

到
達

点
○

23
8

大
船

渡
市

56
大

船
渡

市
末

崎
町

字
門

之
浜

14
5付

近
明

治
廿

九
年

六
月

海
嘯

襲
來

地
点

明
治

標
石

破
損・

倒
壊

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
20

21
年

再
建

。
23

9
大

船
渡

市
参

考
13

大
船

渡
市

末
崎

町
字

門
之

浜
15

1付
近

昭
和

八
年

三
月

海
嘯

襲
來

地
点

昭
和

標
石

流
失

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
24

0
大

船
渡

市
参

考
14

大
船

渡
市

末
崎

町
字

西
舘

39
付

近
明

治
廿

九
年

六
月

海
嘯

襲
來

地
点

明
治

標
石

以
前

に
喪

失
19

33
ヵ

10
ヵ

到
達

点
○

24
1

大
船

渡
市

57
大

船
渡

市
末

崎
町

字
西

舘
13

5付
近

昭
和

八
年

三
月

海
嘯

襲
來

地
点

昭
和

標
石

浸
水

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
○

24
2

大
船

渡
市

58
大

船
渡

市
末

崎
町

字
中

森
61

-2
付

近
明

治
廿

九
年

六
月

海
嘯

襲
來

地
点

明
治

標
石

浸
水

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
24

3
大

船
渡

市
59

大
船

渡
市

末
崎

町
字

泊
里

53
-1

付
近

昭
和

八
年

三
月

海
嘯

襲
來

地
点

昭
和

標
石

破
損・

倒
壊

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
倒

壊
後

再
建

。
24

4
大

船
渡

市
60

大
船

渡
市

末
崎

町
字

中
森

30
-1

　
麟

祥
寺

海
嘯

記
念

碑
明

治
記

念
碑

浸
水

19
19

6
15

寺
社

A
節

句
参

り
24

5
大

船
渡

市
61

大
船

渡
市

末
崎

町
字

中
森

30
-1

　
麟

祥
寺

明
治

丙
申

海
嘯

溺
死

弔
魂

碑
明

治
供

養
碑

浸
水

19
28

6
寺

社
A

節
句

参
り

24
6

大
船

渡
市

62
大

船
渡

市
末

崎
町

字
中

森
30

-1
　

麟
祥

寺
津

浪
横

死
者

慰
霊

碑
昭

和
記

念
碑

浸
水

19
35

3
3

寺
社

○
A

節
句

参
り

24
7

大
船

渡
市

63
大

船
渡

市
末

崎
町

字
大

浜
75

付
近

明
治

廿
九

年
六

月
海

嘯
襲

來
地

点
明

治
標

石
破

損・
倒

壊
19

33
ヵ

10
ヵ

到
達

点
○

20
21

年
再

建
。

24
8

大
船

渡
市

64
大

船
渡

市
末

崎
町

字
大

浜
17

付
近

昭
和

八
年

三
月

海
嘯

襲
來

地
点

昭
和

標
石

破
損・

倒
壊

19
33

ヵ
10

ヵ
到

達
点

○
20

21
年

再
建

。
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No
分

類
番

号
所

在
地

名
称

対
象

性
格

被
災

状
況

建
立

時
期

立
地

移
動

履
歴

朝
日

義捐
金

住
民

関
与

内
容

備
考

年
月

日
24

9
陸

前
高

田
市

１
陸

前
高

田
市

小
友

町
門

前
23

　
華

蔵
寺

海
嘯

溺
死

供
養

塔
明

治
供

養
碑

な
し

18
98

寺
社

C
市

指
定

25
0

陸
前

高
田

市
２

陸
前

高
田

市
小

友
町

門
前

23
　

華
蔵

寺
弔

海
嘯

赤
痢

亡
霊

明
治

供
養

碑
な

し
19

00
3

5
寺

社
C

市
指

定
明

治
32

年
の

赤
痢

と
合

併
。

25
1

陸
前

高
田

市
３

陸
前

高
田

市
小

友
町

門
前

23
　

華
蔵

寺
弔

海
嘯

溺
死

霊
昭

和
供

養
碑

な
し

不
明

寺
社

C
市

指
定

25
2

陸
前

高
田

市
参

考
１

陸
前

高
田

市
小

友
町

門
前

23
　

華
蔵

寺
没

溺
供

養
碑

そ
の

他（
弘

化
）

供
養

碑
な

し
18

47
7

29
寺

社
高

潮
の

可
能

性
、

建
立

年
月

日
は

新
暦

。
25

3
陸

前
高

田
市

４
陸

前
高

田
市

広
田

町
長

洞
18

5付
近

題
欠（

津
波

到
達

点
標

石
）

昭
和

標
石

破
損・

倒
壊

19
34

3
3

到
達

点
○

○
C
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定
倒
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。
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田
市
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陸

前
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田
市

広
田
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達
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昭
和
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34
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○
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市

指
定

25
5
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前
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陸
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田

市
広

田
町
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花

貝
　

前
花
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墓

地
大
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碑
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碑
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損・

倒
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倒

壊
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。
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陸
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高
田

市
７

陸
前
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田

市
広

田
町

前
花

貝
　

前
花

貝
地

区
墓
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海

嘯
溺

死
霊

供
養

塔
明

治
供

養
碑

破
損・

倒
壊
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明

墓
地
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倒

壊
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再
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市
８
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田
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貝
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考
２
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田
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貝
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9
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○
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。
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前

高
田

市
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前
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田

市
広

田
町

大
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保
9　

広
田

小
学

校
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
な

し
19

34
3

小
学

校
○
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市

指
定
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前

高
田

市
10
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市
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田
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治
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倒
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後

再
建

。
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市
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市

広
田
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六
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石
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市
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高

田
市

広
田

町
大

祝
海

嘯
溺
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者

合
葬
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明
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供

養
碑

な
し
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明
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台
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3

陸
前

高
田

市
参

考
３

陸
前

高
田

市
広

田
町

黒
崎
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黒
崎

神
社
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佐
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大

三
郎

翁
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徳
碑

昭
和
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他
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な
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建
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定
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市
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陸

前
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市

広
田
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大
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里

10
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近

題
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津
波
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達
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標
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）
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し
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3
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定
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2
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前

高
田

市
参

考
５

陸
前

高
田

市
米

崎
町

沼
田
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3付

近
大

津
浪
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念

之
碑

昭
和

記
念

碑
流

失
19

35
3

3
公

民
館

ヵ
○
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3

陸
前

高
田

市
20

陸
前

高
田

市
気

仙
町

月
山

7-
65

　
湊

地
区

公
民

館
津

浪
記

念
碑

昭
和

記
念

碑
破

損・
倒

壊
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34
3

到
達

点
ヵ

○
○

C
市
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定

倒
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後
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台
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表
1
-
2
-
8
 
津
波
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
一
覧
（
陸
前
高
田
市
）

表
1
-
2
-
9
 
津
波
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
一
覧
（
盛
岡
市
・
花
巻
市
）

No
分

類
番

号
所

在
地

名
称

対
象

性
格

被
災

状
況

建
立

時
期

立
地

移
動

履
歴

朝
日

義捐
金

住
民

関
与

内
容

備
考

年
月

日
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4
盛

岡
市

１
盛

岡
市

愛
宕

町
22

-2
2　

正
伝

寺
三

陸
海

嘯
難

死
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供
養

明
治

供
養

碑
な
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6
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寺
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部

の
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在
。

27
5

花
巻

市
参

考
１

花
巻

市
石

鳥
谷

町
大

瀬
川

第
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割
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山

祇
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陸
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マ
マ
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巻
市

刊
行
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告
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に
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録
さ

れ
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も
現

時
点
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在
不

明
。

明
治
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の
津
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発

生
年

月
日

を
伴
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れ

て
い

る
。
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6

花
巻

市
１

花
巻

市
大

畑
第

4地
割
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近

三
陸

海
嘯

横
死

者
精

霊
大

念
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養

明
治

供
養

碑
な

し
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7
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石

碑
群

中
内

陸
部

の
花

巻
市

に
所

在
。
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5 ）性格
　本書では津波モニュメントの性格を、供養
碑型、記念碑型、標石型の三つに大別してい
る。先行する悉皆的調査である国土交通省東
北地方整備局による「津波被害・津波石碑情
報アーカイブ」は、個々のモニュメントの性
格を、慰霊型・教訓型・祈念型の三つに分類
しているが、それぞれの定義や分類基準は不
明である。
　「記念碑」と題されたモニュメントの碑文
中でも犠牲者供養の思いが述べられているな
ど、個々のモニュメントの性格は必ずしも択
一的に分類できるわけではないが、昭和の三
陸地震津波の翌年に岩手県が刊行した『岩手
県昭和震災誌』［岩手県編 1934］によると、

「豫防對策」の一環として東京朝日新聞社に
よる義捐金を活用し、罹災町村毎に震災記念
碑の建設を促す一方、これとは別に、「毎年
震災當日弔祭を行ひて其の追憶を新にし災害
防止の觀念を喚起せしむ」るために、「弔慰
ニ關スル施設費」として義捐金を配分してい
る（註 5）。それぞれの費用を用いて建立された
モニュメントは実際に多数現存しており、い
ずれがそれに該当するのかについては表中に
示している。明治と昭和、二度の三陸地震津
波を経た段階で、当時の人々がこれらモニュ
メントの性格を少なくとも二分して捉えてい
たことは明らかであろう。
　加えて岩手県においては、東京朝日新聞社
義捐金を用いて記念碑を建立する際に、「津
浪の浸水線を標識すると共に右線内は今次津
浪の被害地帶であり且つ將來も亦容易に津浪
の氾濫すべき地域であることを後世に知らし
め災害を警戒せしむる」（註 6）よう意が払われ
たことも手伝い、記念碑や供養碑とは異な
り、浸水線または津波到達点の表示という機
能に特化したモニュメントも登場する。供養
碑、記念碑、標石という三つの区分は、岩手
県のみならず、青森県や宮城県のモニュメン

トにも適用できることが認められたため［目
時 2022］、本書では対象とするモニュメント
をこの 3 種に分類する。ただし、3 類型のい
ずれにも区分し得ないもの（個人の顕彰碑、
警報搭など）については、「その他」として
分類することとした。

6 ）被災状況
　東日本大震災において、被災を免れたもの
を「なし」、浸水域に立地していたが、破損
などの被害を免れたものを「浸水」、津波ま
たは地震により損傷したものは「破損・倒壊」

（津波・地震の別が明らかなものは備考欄に
示す）、津波により流失したと見られ、現存
が確認されないものは「流失」とした。

7 ）建立年月日
　碑文から判明する範囲でモニュメントの建
立年月日を示した。なお、旧暦で表記された
ものについて、表中では新暦に換算している。

8 ）立地
　各モニュメントの性格を考える上での参考
にすべく、個々のモニュメントの立地につい
て分類を行った。墓地や寺社など自明なもの
も多いが、路傍に設けられた場合など、一見
して選地の意図が不分明なものも少なくな
い。それらについては可能な限り周辺住民へ
の聞き取りで補った。

9 ）移動履歴
　これまでに行われた悉皆的調査では言及さ
れていないが、個々のモニュメントの移動履
歴の有無も重要な要素の一つであると考え
る。過去の津波到達点の指標としての機能を
託されたモニュメントも少なくないからであ
る。本項目は主として周辺住民からの聞き取
りによるため、今後調査の進展にともない変
更が生じる可能性も少なくない。
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10）朝日義捐金
　昭和の三陸地震津波後に設けられたモニュ
メントの多くには、当該モニュメントが東京
朝日新聞社義捐金の一部を用いて建立された
という経緯が刻み込まれている。碑文から同
義捐金により設けられたと判断されたものを

「〇」で示した。前述のように、岩手県では、
同義捐金を用いてモニュメントを建立する
際、浸水線上に設置すべきことがガイドライ
ンとして示されていたため、本項目が該当す
るモニュメントは、過去の津波到達点の指標
として機能し得る可能性がある。なお、本書
では、以降当該義捐金を用いて建立された津
波記念碑を「朝日記念碑」と略記する。

11）住民関与
　後の世代への恒久的な継承を念頭において
設けられる津波モニュメントは、所在する地
域の住民との間で没交渉であった場合、所与
の存在意義を十分に果たすことは難しい。そ
こで、地域住民との関わりの有無について、
①個々の津波モニュメント調査時における周
辺住民等からの聞き取り、及び② 2023年 8
月の盂蘭盆会期間における供物等の有無に関
する悉皆調査、という二つの手段により検証
を行い、その結果を表中に示した。なお、本
項目の列中に記載された A～E の記号は、第
3 節中、「 8 ）住民関与」の項内で言及して
いる関与のあり方に関する類型 A～E にそれ
ぞれ対応するものである。

12）参考
　本書における「津波モニュメント」の定義
については序章に述べた通りであり、以降の
検討では、基本的にその定義に合致するもの
を主たる対象とするが、過去の悉皆調査や、
それに基づく議論では、本書の「津波モニュ
メント」の定義から逸脱するものも対象に含
まれている。そのため、過去の悉皆調査の対

象とされたものの内、「津波モニュメント」
の定義から外れるもの、及び過去の調査結果
や論考等で存在が指摘された「津波モニュメ
ント」の内、東日本大震災における被災など
の理由で現存しないものについても参考扱い
で掲載することとした。また、以下の定量的
な議論において、モニュメント数を示す際、

「津波モニュメント」に限定した形で計数し
た数字に続けて、参考を含めて計数した数字
を括弧内に示すこととする。

（3）�岩手県における津波モニュメントの性質

及び傾向に関する分析

　本節では、先に示した一覧表に基づき、岩
手県内に所在する津波モニュメントについて
如何なる性質と傾向を読み取ることができる
か、項目ごとに分析を加えていく。

1 ）対象
　対象とする災害については、明治の三陸地
震津波が119（141）、昭和の三陸地震津波が
86（100）、明治・昭和の両者に言及している
ものが10（13）、1960年チリ地震津波に関す
るものが 9（11）、上記以外のもの（「その他」）
0（4）、不明が 6（7）という内訳になる。
　昭和の三陸地震津波の後に、義捐金が投じ
られて弔慰施設や津浪浸水線石標（多くは記
念碑として結実）の設置が促されたという背
景に鑑みると、それに相当するような外的動
機が確認されていない明治の三陸地震津波を
対象としたモニュメントの数は突出している
と言える（ただし、この数字には、昭和の三
陸地震津波の後に東京朝日新聞社義捐金を活
用して末崎村内に設けられた、明治の津波到
達点を示す標石13基も含まれている）。
　明治の三陸地震津波の発生から40年足らず
で大規模津波災害が再発したことから、明
治と昭和の災害を一括して扱うモニュメント
も登場する。ただし、10（13）件中 7 （7）件
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については戦後の建立であることに留意した
い。これに対して、1960年チリ地震津波と明
治・昭和の三陸地震津波を一括して扱うよう
なモニュメント建立の動きは顕在化していな
いが、1960年チリ地震津波の被害が甚大で
あった大船渡市では、昭和の三陸地震津波伝
承のためのモニュメントが 1960年チリ地震
津波発生の月日に合わせて建立されているな
ど、伝承の一体化が確認される（表 1 - 2 - 6  
No. 173）。現代では、3 月11日に明治や昭和
の三陸地震津波犠牲者の霊もともに供養する
という寺院が少なからず見られるように、対
象災害発生から年月を経るにつれて、あるい
はその後同様の大規模津波被害を繰り返すに
つれて、供養や伝承の一体化・一括化は起こ
りやすくなると定式化し得るものと考える。
　1960年チリ地震津波後のモニュメント建立
の動きは極めて限定的であり、東日本大震災
で大槌町のものが失われた現在、宮古市と大
船渡市に確認されるのみである。犠牲者が生
じていない宮古市や大槌町でチリ地震津波に
関するモニュメントが建立された一方、大船
渡市に次ぐ 8 名の犠牲者を数える（註 7）陸前高
田市において同様のモニュメントが皆無であ
るという事実は、明治・昭和の三陸地震津波
とは異質な1960年チリ地震津波による被害を
機に、津波防災のあり方が転換したことを物
語っていよう［目時 2013］。
　「その他」の内訳としては、いわゆる慶長
奥州地震津波が 3 件、1847（弘化 4）年の溺
死者供養に関するものが 1 件確認されてい
る。慶長奥州地震津波に関連する 3 基は、い
ずれも後世において伝承をもとに建立された
ものであり、1847年の溺死を招いた災害につ
いては、津波ではなく高潮であると見られて
いる（註 8）ため、いずれも参考扱いとしている。
すなわち前近代のものと断定できる、津波被
害に由来するモニュメントは、岩手県内にお
いて確認できないということになる。換言す

れば（近代に相次いだ津波被害で悉く流失し
たのでない限り）津波に関するモニュメント
を設けるというのは極めて近代的な営為と言
え、それが旧稿において、あえて「近代津波
モニュメント」という定義を行った所以でも
ある。

2 ）性格
　本書において、モニュメントの主たる性格
を供養碑型・記念碑型・標石型の 3 種に大別
して分類することは既に述べた。
　悉皆調査の結果、供養碑型が91（110）基、
記念碑型が105（111）基、標石型が31（40）
基、左のいずれにも分類できないもの（明治
三陸地震津波後に海の安寧を祈願して祀られ
た八大龍王碑や、1960年チリ地震津波を受け
て大船渡市に建設された、銘文をともなう警
報搭など）が 4（15）基確認された。記念碑
型がやや多いものの、供養碑型と記念碑型は
比較的近い数となっており、両者で全体の約
8 割を占める。一方、明治三陸地震津波発生
後から昭和三陸地震津波発生前までの時期に
建立されたモニュメントに限って見ると、供
養碑型40（43）基に対し記念碑型は18（18）
基となり、同様に昭和三陸地震津波発生後か
ら1960年チリ地震津波発生前までの期間の建
立数を数えると、供養碑型 6（8）基に対し
記念碑型55（56）基となる。明治三陸地震津
波後には供養碑型、昭和三陸地震津波後には
記念碑型が多く建立される傾向が見て取れよ
う。付言すれば、これまでに確認されている
標石型モニュメントの中に、昭和三陸地震津
波以前に建立されたものは一つもない。
　以上のように、性格から見た津波モニュメ
ントの建立傾向には時期的な変遷の存在が想
定された。そこで以下では、モニュメントの
碑文も手がかりとしながら、3 種の性格のモ
ニュメントが成立してきた歴史的背景につい
て考察を加える。
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　前近代において、同時代に建立されたと断
定できる津波モニュメントは管見の限り現在
の三陸地方に確認されないが、対象を津波以
外にも広げれば、江戸時代においても、高潮
や飢饉、疫病犠牲者の供養碑は少なからず建
立されている。1855年11月11日（安政 2 年10
月 2 日）に発生したいわゆる安政江戸地震で
は、盛岡南部家も江戸の藩邸を失い、一時帰
国を余儀なくされるなど、被災の当事者と
なった。盛岡市の桜山神社には藩邸にあっ
て地震から人々の命を守り、後に盛岡へ移設
されたと伝えられる「おもかげ地蔵」（写真
1 - 1 ）が、聖寿禅寺には建立年月日不明な
がら「安政二季十月二日大地震遭難之碑」と
いう碑文を持つ石碑が現存する（写真 1 - 2 ）
といったように、発災の現場から離れた現岩
手県域においても、その災害伝承の痕跡が確
認される。三陸地方以外では、津波被害を主
たる建立動機として前近代に建立されたモ
ニュメントが広く見られることに鑑みても、
前近代の岩手県域においても津波死者供養碑

は営まれ得たと言える。
　それに反し、前近代の津波死者供養碑が全
く確認されていない理由について、現段階で
は断定的に論ずることはできないため、ここ
では、可能性として次の三つを掲げるに留め
たい。
　①�特に庶民による建碑がさかんになる江戸

時代において、モニュメントを建立する
に至るほどの顕著な津波被害が発生しな
かった（註 9）。

　②�建立動機となるような津波被害は生じて
いたものの、当時の被災者らに建碑をす
るに足る財力がなかったこともあり、建
碑とは異なる方法で供養、伝承を行って
いた（註 10）。

　③�前近代にも津波被害を経験した者により
碑は建てられたが、その後の大規模津波
被害などで失われたか、現存するものの
津波モニュメントとして認識されていな
い（註 11）。

　一方、記念碑については、その語自体が

写真 1 - 1 　桜山神社 おもかげ地蔵 写真 1 - 2 　聖寿禅寺 大地震遭難之碑
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明治初期に福沢諭吉によって訳出されたの
が初見とされる近代化の産物であり、「記念
碑」として成立した本邦初の石碑は、滋賀県
大津市園城寺域内に1878（明治11）年に設け
られた、西南戦争戦死者記念碑であるとい
う（註 12）。
　建立年が明記されたものに限ると、「記（紀）
念碑」と題された津波に関するモニュメント
の内、岩手県内で確認される最古のものは、
山田町の大海嘯紀念碑（表 1 - 2 - 4  No. 114、
写真 1 - 3 ）であり、1899（明治32）年 6 月
に建立されている。明治の三陸地震津波の直
後に発行された「岩手公報」においては、「家
伝記録」のみならず「一の適切なる紀念物」
を設けることで、未曽有の大規模津波被害を
後世へと伝えていくべきことが示唆されてい
た［目時 2013］。このような趨勢の中で、「記
念碑」という舶来の概念の産物へのニーズは
いや増したことが想像されよう。果たしてそ
の内容についてはどのようなものであったの
だろうか。上述の、年号をともなうものとし
ては岩手県内最古の津波記念碑の碑文を以下
に掲げる（註 13）。

【史料 1 - 1 】

岩手県山田町織笠「大海嘯紀念碑」碑文

［正面］
　大海嘯紀念碑

［裏面］
　従三位伯爵　南部利恭題字　織笠村住民会 
①�明治二十九年六月十五日、朝より冥

めいもう

濛し、
山岳鞱

とう

形を尽す。夜に及び、地震える。し
かるに其の揺れ、もって劇

はげ

しからず。この
日陰暦五日に当たり、家々では端午の酒に
陶酔する人多く、警せず。幾ばくもなく海
上で鳴動し、忽ち濁浪前に起こり、山を崩
し、樹を抜き、屋を倒す。央を潰し、夷を
蕩
はら

い、黎元遺
のこ

るところ無し。かくの如きは、

北は陸奥白銀浜より南は陸前志津川に至
る。溺死三万、死屍累々と収拾するに月を
踰
こ

える。事は上聞に達し、上震え悼み、即
ち侍従を派し、災民を撫恤せしむ。内外の
志士争って衣を脱ぎ、金を贈り、弔慰有司
に至らざるなし。また日夜救助に奔走し、
災余の民頼り、以て流離の難を免ずる。

②�我が織笠村の潮
ちょうこうじょうあまり

昻丈余、坊主山下に及ぶ。
溺死七十二、流屋五十六、船舶五十六、牛
馬九、倉庫数十、橋梁二、水田十六町、陸
田六町、宅地六町、悉く流廃に属す。

③�暛
ああ

人の世の無常、変災の測るべからざるこ
と、実にかくの如し。豈

あに

恐れ、警
いまし

めざるべ
けんや。

　�今ここに三週年に当たり、石を建て、以て
勒
ろく

す。
　明治三十二年六月　陸中国織笠村
　山崎忠藏　　同盛岡市　新渡戸仙岳書

※�「①」～「③」は行論の必要上便宜的に筆
者が付したもの。また難読文字にはルビを
付している。

写真1 - 3 　岩手県山田町織笠「大海嘯紀念碑」
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　難解な文体ではあるが、①発災日の状況を
つぶさに描写した上で、②波高と被害状況を
数値によって明記し、③再発への警鐘を鳴ら
すという、東日本大震災後に新設された一部
のモニュメントとも通底するような構造が既
に成立していることが見て取れる。
　このような災害にまつわる碑文構造の淵源
は、少なくとも近世にまで遡ることができる。
一例として、隣県・隣藩ではあるが、後に同
じ三陸地方に位置付けられることになる八戸
藩領域に所在する、近世の飢饉に関する供養
塔（写真 1 - 4 ）の碑文を次に掲げる（註 14）。

【史料 1 - 2 】

青森県八戸市対泉院「餓死萬霊等供養塔」碑文

［正面］
　　天明四年甲辰年
〇餓死萬霊等供養塔
　　十二月十一日

［裏面］
（上段）
①�粤

ああ

、安永七戊戌年の頃、自然耕作宜しから
ずして、天明三癸卯歳大飢饉の旨趣は、四
月十一日朝卯時雷強く鳴り、東北風吹き、
従って大雨降る。以来八月晦日の暮まで雨
天続き、九月朔日漸く晴天なり。夏中に綿
入を重ねて服と致す程に寒く、それ故田畑
一円実入無く青立す。依りて諸人毎日鳥屋
部巍へ登り蕨根を堀り、海草・山草は申す
に及ばず、稲柄・稗柄を切り粉にして食物
とし、剰

あまつさ

え□□□□□□旦、翌辰年春中に
は御領内一統高下無く、大いに疫病時

は や

行り、
貧福とも押

おしなべ

靡て病死・餓、夥
おびただ

しく、死人山
の如し。殊に御町在々毎夜出火し或いは押
込強盗、理不尽の事ども夥しく、言語道断
なり。しかしながら新井田村出火これ無し。

②�御領内人数六万五千人、餓病三万人余死ぬ
なり。新井田・十日市・田迎・塩入・岩
渕、人数男千四百六十八人の内六百九十六

人死、家二百七十二軒の内百三十六軒潰れ
るなり。前代未聞の事どもなり。

③�後来、米穀等相囲い申すべきものなり。記
す。

（中段）
　相場附
　秋田米　一貫文　四升三合
　地古米　　同　　三升三合　
　粟　　　　同　　六升
　小麦　　　同　　六升　　　
　小豆　　　同　　四升五合　
　大豆　　　同　　六升五合
　小糠　　一升　　五十文
　蕨打糟　一升　　百五十文
　大根　　一本　　二十四文
　大麦　　 同　　　七升　　　
　蕎麦　　七升　　　　　　
　稗　　　八升
　昆布粉　百文
　塩　　　一升　　四十文
　酒　　　一升　　五百五十文
　味噌　　一盃　　四十五文

（下段）
　造立施主　九世虎山代
　�松橋又右衛門、中村庄三郎、新井田・田迎・

岩渕・塩入・十日市乙名中・松橋孫助備端・
同孫四郎準甫

※�文中の□は、削り取られており判読不能な
箇所を示す。

※�「①」～「③」は、行論の必要上便宜的に
筆者が付したもの。また、難読文字にはル
ビで読み仮名を付している。
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写真 1 - 4

青森県八戸市対泉院「餓死萬霊等供養塔」

　このように、明治時代の津波記念碑文であ
る史料 1 - 1 と、江戸時代の餓死者供養塔碑
文である史料 1 - 2 を比較してみると、前者
が後者の延長線上にあることは明らかであろ
う。特に史料 1 - 2 の裏面中段において、高
騰する諸物価が品毎に書き留められている点
は、後世の津波モニュメントにおいて、集落
被災状況の数値的記録や、復旧・復興に要し
た費用などが列記されている点にも符合す
る。
　ただし、明治三陸地震津波に関する記念碑
の中には、「海嘯記念碑」などといった題の
みを刻んだものも少なからずあり、碑文の内
容や形式は多様である。続く昭和三陸地震津
波の後には、東京朝日新聞社義捐金の配分に
当たり、県が石標（朝日記念碑）建立に係る
ガイドラインを示しており、この段階以降、

記念碑型モニュメントはそのあり方がある程
度定式化され得るものになったと捉えること
ができる。
　最後に検討を加えるのは津波到達点を可視
化する機能を宿した標石型のモニュメントで
あるが、岩手県沿岸部においてこの種のモ
ニュメントが確認されるようになるのは、昭
和の三陸地震津波が発生した1933（昭和 8 ）
年以降のことである。これに対し、安政の東
南海地震津波に見舞われた徳島県海陽町に所
在する浅川千光寺には、「後の世の人心得の
ため」に当該震災のあらましを記した、1861

（文久元）年の年紀をともなう扁額が伝世し
ており、その文中では周辺地域を襲った津波
の波高のみならず、「観音堂石段廿五段迄」
など、津波到達点が明記されている。近世の
段階でも浸水域の伝承が念頭に置かれていた
ものと考えられる。同扁額には過去に同地を
襲った四つの津波と、発生間隔までもが記さ
れており、将来的な津波の再来に備えていた
ことが窺える（註 15）。
　1896（明治29）年に発生した三陸地震は、
当時存命していた人々にとって未曽有の津波
災害をもたらしたが、未曽有であったがゆえ
に、同様の事態の再発は想定されづらかった
と考えられること、しかしそれから40年足ら
ずで発生した昭和の三陸地震津波により、将
来の津波被害への備えの必要が強く意識付け
られたであろうことは別稿で強調した通りで
ある［目時 2013］。
　昭和の三陸地震津波の後には、標高が明治
及び昭和の三陸地震津波浸水域を超える区域
に「住宅適地」を造成する事業が内務省の監
督下で進められるとともに、恒久的な制度に
はなり得なかったものの、岩手・宮城両県下
では、過去の津波浸水域における居住制限
を可能とする法整備までもが試みられてい
た（註 16）。
　以上のような復旧・復興事業が進められる
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昭和の三陸地震津波被災地においては、浸水
域が強く意識されていたものと考えられ、そ
れを可視化するような標石が登場したこと
や、岩手県が用意した、朝日記念碑建立のガ
イドラインに「津浪浸水線上適當の箇所に」
建設すべきことが明記されたことは、昭和の
三陸地震津波後における上述のような動向の
所産であったと言えよう。

3 ）東日本大震災における被災状況
　本調査では、「被害なし」、「浸水」（津波浸
水域に位置したものの、破損・倒壊や流失に
は至らなかったもの）、「破損・倒壊」（一度
流出し、回収されたものを含む）、「流失」、「東
日本大震災以前に喪失」、「不明」の 6 種に区
分し、東日本大震災における被災状況を確認
した。結果は表 1 - 3 の通りである。
　未曽有と形容された東北地方太平洋沖地震
津波に対しても、4 割強のモニュメントが被
災を免れたこと、流失に至ったものは 5 %
に満たないことが明らかとなった。
　前項で述べたように、昭和の三陸地震津波
以降、モニュメントの建立に際し、過去の津
波浸水線を念頭に置いた選地が行われるよう
になったが、とりわけ現代における防災上の
観点からは、こうした過去の津波到達点を示
すモニュメントが東日本大震災において被災
したか否かという点が関心事となる。
　表 1 - 3 下段に、過去の津波到達点に設置

されたと思われるモニュメントに限った東日
本大震災被災状況を示した。これを見ると、
被害を免れたものの割合は約20％低下してい
ることが分かる。
　この事実に基づけば、東日本大震災で浸水
を免れた101（118）基は、過去の津波到達点
や浸水線上に設けられているがゆえに被災し
なかったとは言い難く、むしろその多くは過
去の津波浸水線外に設置され、その後の繰り
返す津波被害でも淘汰されなかったために、
現在まで存続することができたと評価すべき
なのであろう。
　想定外の津波が襲来した際、過去の津波浸
水域のみを基準にしては十分な避難が行えない
可能性が高い。このことは、東日本大震災にお
ける津波到達点を示す新たなモニュメントが叢
生する現代の三陸沿岸においても、なお肝銘す
べき教訓の一つであると考える。

4 ）建立年月日
　津波に関連するモニュメントの建立動機
が、大規模津波災害の発生に求められること
は言を俟たない。そこで、1896年 6 月15日、
1933年 3 月 3 日、1960年 5 月24日を区切りと
して、大規模津波災害が続発する間にどれほ
どの数のモニュメントが建立されたのか分析
を加える。なお、以下に議論するのは当該期
間に設けられたものの数であり、例えば1960
年のチリ地震津波後に設けられたモニュメン

表 1 - 3　岩手県内に所在する津波モニュメントの東日本大震災被災状況

被害なし 浸水 倒壊・破損 流失 震災以前から
行方不明 不明

全体
101（118） 78（85） 52（56） 0（10） 0（6） 0（1）

43.7%（42.8%） 33.8%（30.8%） 22.5%（20.3%） 0%（3.6%） 0%（2.2%） 0%（0.3%）

過去の津波
到達点に設置

8（8） 13（16） 13（13） 0（3） 0（6） 0（0）

23.5%（17.4%） 38.2%（34.8%） 38.2%（28.3%） 0%（6.5%） 0%（13.0%） 0%（0%）
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トの数の中には、明治や昭和の三陸地震津波
を対象とする石碑も含まれていることに留意
する必要がある。それぞれの災害に因むモ
ニュメントがどれほど設けられたかについて
は、本節「 1 ）対象」の項を参照されたい。
　表 1 - 4 は明治の三陸地震津波、昭和の三陸
地震津波、1960年チリ地震津波後、次の災害
発生までの間に設けられたモニュメントの数を
集計したものである。
　建立年月日不明などの理由から、表に計上
されない碑が全体の 3 割弱を数えることか
ら、あくまでも建立年月日が明記された津波
モニュメントの傾向を示すものと捉える必要
があるものの、各期の総数に関しては、明治

の三陸地震津波と昭和の三陸地震津波後に設
けられたモニュメントの数を比べた場合、後
者が前者の約 1.5 倍となっていること、そし
て両者と1960年チリ地震津波後に設けられた
モニュメントの数との間には大きな開きがあ
ることが見て取れる。
　続いて、建立年別の集計結果に目を移すと、
明治と昭和の三陸地震津波後の傾向を比較し
た際、昭和の方が災害直後に集中する傾向が
顕著である。北原糸子氏がいち早く指摘して
いた通り、使途を指定した義捐金の交付によ
りモニュメント建立が促されたことの影響を
受けての事態と考えられる［北原 2001］。
　1960年チリ地震津波後の建立年月日を持つ

表 1 - 4 　近現代の岩手県における大規模津波災害間期の津波モニュメント建立数

【第 １ 期】　総数 61（68）
明治三陸地震津波～昭和三陸地震津波

（1896～1932）
建立年 建立数 備考
1896年 5 （ 8 ）
1897年 14（14） 一周忌
1898年 7 （ 7 ） 三回忌
1899年 1 （ 1 ）
1900年 2 （ 2 ）
1902年 11（12） 七回忌
1908年 3 （ 4 ） 十三回忌
1909年 1 （ 1 ）
1912年 2 （ 2 ） 十七回忌
1915年 2 （ 2 ）
1918年 1 （ 1 ） 二十三回忌
1919年 1 （ 1 ）
1923年 1 （ 1 ）
1925年 1 （ 1 ）
1926年 1 （ 1 ）
1928年 7 （ 8 ） 三十三回忌
1931年 1 （ 1 ）

【第 2 期】　総数 89（102）
昭和三陸地震津波～1960年チリ地震津波

（1933～1959）
建立年 建立数 備考
1933年 21（31）
1934年 45（46） 一周忌
1935年 16（17） 三回忌
1936年 2 （ 2 ）
1937年 2 （ 2 ）
1938年 1 （ 1 ）
1940年 1 （ 1 ）
1952年 0 （ 1 ）
１９５７年 1 （ 1 ）

【第 ３ 期】　総数 18（22）
1960年チリ地震津波～東日本大震災

（１９６０～２０１0）
建立年 建立数 備考
１９６０年 0 （ 1 ）
１９６１年 4 （ 4 ） 一周忌
１９６７年 1 （ 1 ）
１９７１年 1 （ 1 ）
１９７２年 2 （ 2 ）
１９７６年 1 （ 1 ）
１９８０年 1 （ 1 ）
１９８２年 3 （ 5 ） 昭和五十回忌
１９８４年 1 （ 1 ）
１９８６年 1 （ 1 ）
１９８９年 0 （ 1 ）
１９９８年 1 （ 1 ）
２００８年 1 （ 1 ）
２００９年 1 （ 1 ） 五十回忌

※�以上のほか、建立年が明らかでないものなど、上の表に計上できないモニュメントが84基ある（参考扱いのもの
を含む）。
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18（22）基の内、チリ地震津波に因むものは
1960年の 1 基（ただし東日本大震災で流失し
たため参考扱い）、1961（昭和36）年の 4 基、
1967（昭和42）年の 1 基、1982（昭和57）年
の 1 基、2009（平成21）年の 1 基に留まり、
その他は劣化した明治・昭和の三陸地震津波
を対象とするモニュメントの更新や、防災施
設の整備と連動して明治・昭和の三陸地震津
波を記念することを目的として設けられたも
のなどである。発災直後に集中する傾向は昭
和の三陸地震津波後の状況の延長線上にある
と捉えることもできようが、チリ地震津波の
場合、大船渡市に人的被害が集中していると
いう局地性も考慮する必要がある。2008（平
成20）年に大船渡市三陸町吉浜に設けられた
モニュメント（表 1 - 2 - 6  No.173）は、昭
和の三陸地震津波を対象にしながらも、チリ
地震津波が発生した 5 月24日に合わせて建立
されているように、チリ地震津波発生から半
世紀の後にも、転移混淆を経ながら、後発の
災害に促進されたモニュメント建立の営み
は続いていると評価できる事象も確認され
る（註 17）。
　以上のような近現代の津波モニュメント建
立の動向と、本書では検討の対象には含めて
いない東日本大震災後におけるモニュメント
建立の動向とを照らし合わせていくことによ
り、現在の岩手県沿岸部における災害文化の
一面を浮き彫りにできるものと考える（註 18）。

5 ）立地
　個々のモニュメントの立地をカテゴリ毎に
集計した結果を表 1 - 5 として示す。
　これによると、まず 3 分の 1 強の津波モニュ
メントが寺社に集中していることが分かる。こ
れに墓地や石碑群中を加えたものを、仮に

「地域の信仰・供養の拠点」とカテゴライズ
すると、その総数は全体の約半数に上る。一
方で、過去の津波到達点に設置されたと見ら

れるモニュメントも全体の約14（17）％を数
える。到達点を示す標石タイプのものに加え、
過去の津波到達点に設置されたという聞き取
りが得られたものも含めている。朝日記念碑
は、津波浸水線上に設けるべきというガイド
ラインが示されていたことから、未だ聞き取
りが得られていないモニュメントの中にも、
実際には過去の津波到達点を選んで設置され
たものが含まれている可能性があり、現在の
34（46）という数値は今後の調査次第で変更
が生じる可能性を孕むものである。
　その他、現在は公民館などに転用されてい
る例も多いが、発災当時の小学校周辺に設け
られたものも10（11）基確認され、次の世代
への継承が強く意識されていたことが窺え
る。
　モニュメントの立地は、東日本大震災におけ
る被災の有無に、直接的に影響を与える要素
であり、本節「 3 ）東日本大震災における被
災状況」に前述した通り、全体における非被
災モニュメントの割合が43.7％（42.8%）であ
るのに対し、過去の津波到達点に立地するもの
に限ると、その割合は 23.5%（17.4％）に低下
していた。一方で、「地域の信仰の拠点」に設
けられたモニュメントの非被災率を求めると、
51.2％（54.8%）を数える。
　朝日記念碑について、岩手県のものと宮城
県のものを比較検討した際には、浸水線上に
設けるべしというガイドラインの文言の有無
が東日本大震災における被災状況に影響を及
ぼした可能性が看取されたが［目時 2015］、
全体を通覧した場合、浸水線上への設置は、
過去の津波を上回る規模の災害においてはか
えって被災リスクを高める結果となり、むし
ろ到達点外の（明治や昭和の三陸地震津波を
くぐり抜けてきたであろう）地域の信仰の拠
点などに多くが設けられていたことにより、
モニュメント全体の非被災率は 4 割強を保つ
ことができたと評価すべきなのであろう。
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所在地 モニュメント数

寺院・神社 89（98）

過去の津波到達点 34（46）

墓　　地 26（38）

学　　校 10（11）

高　　台 12（13）

石碑群中 10（10）

港・海辺 6  （ 9 ）

そ の 他 29（34）

不　　明 15（17）

表 1 - 5

岩手県内の津波モニュメント設置場所

6 ）移動履歴
　既述の通り、本項目については、基本的に
周辺住民等への聞き取り調査の結果を主な情
報源としているため、表 1 - 2 に示した内容
には、今後の調査進展にともない変更が生じ
る可能性が多分に残されている。その点に留
意した上で、現時点における調査結果から読
み取ることができる傾向について、以下検討
を加える。
　聞き取り調査により当初の設置位置から移
動したことが確認された碑は48（50）基、全
体の 20.8（18.1）％に上る。注目すべきは、
その中に過去の津波到達点を示すことを存在
意義とする標石型のモニュメントが 6 （ 6 ）
基、これに加えて、記念碑型や供養碑型では
あるものの、過去の津波浸水線上に設置する
ことがガイドラインとして示された朝日記念
碑が20（20）基含まれていることである。な
お、6 基の標石型モニュメントも全て朝日記
念碑であり、朝日記念碑に限って言えば、全
82（92）基の 4 分の 1 強に当たる26（26）基
が移動したことになる。
　48（50）件の移動の中には、東日本大震災
における被災により強いられたものばかりで
なく、東日本大震災以前に行われた道路の拡

張工事などにともなう軽微な移動も含まれて
いる。しかしながら、朝日記念碑の高い移動
率をふまえると、所在地周辺の住民にとって
浸水線上に設置することを旨とした当該石碑
群の当初の設置位置は、墨守すべきものとし
て認識されていなかった地域が少なくない
と言わざるを得ない。一方、「ここより下に
家を建てるな」という文言で知られる宮古
市重茂姉吉地区のモニュメント（表 1 - 2 -
3  No.98）ですら、道路の整備にともない移
動した履歴を持つという。ただし、その移動
は海とは反対の方向（内陸側）へ斜面を上る
形で行われており、警戒区域を示す指標とし
ての効果は低減しないことから、住民の間で
もその移動は抵抗なく受け入れられたとい
う（註 19）。
　現代に生きる私たちが、初めて訪れた土地
で「東日本大震災津波到達点」などと刻まれ
たモニュメントと出会った時、そのモニュメ
ントが備える指標的精度を疑うことはまずな
いであろう。しかし、東日本大震災の津波到
達点を示すモニュメントですら、既に当初の
所在地から移設されているケースが確認され
る。宮古市重茂の南端部に位置する川代集落
では、明治・昭和の三陸地震津波に因むモニュ
メントと並んで、東日本大震災における津波
到達点を示す標石が高台に設けられている

（写真 1 - 5 ）。当該モニュメントは、一度集
落内の津波到達点を示す位置に設けられたも
のの、復興にともなう大規模な道路工事によ
り当初の設置場所に留まることが困難であっ
たため、現在地に移設された。川代集落は人
口減・高齢化が進み、いつまでモニュメント
を適切に管理できるか分からない。そのため、
本来の津波到達点ではないものの、少しでも
人目につきやすいところに設置することで、
外から訪れた人の関心を喚起する道をとりた
い。地域住民の間ではそのような選択がなさ
れたそうである（註 20）。
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写真 1 - 5 　宮古市川代集落内に設置された後、移設された東日本大震災津波到達点碑（右端）

　個々の津波モニュメントが地域に根差し、
伝世するものである以上、その扱いについて
は所在地域の住民の意思が最優先されるべき
と考える。しかしながら、津波モニュメント
が、あるいはそれを媒介として紡がれる災害
伝承が適切に機能を果たすためには、こうし
た移動履歴をもできる限り正確に記録し、モ
ニュメントそれ自体とともに後世に伝える必
要があることもまた、言を俟たないであろう。

7 ）朝日義捐金
　岩手県内の昭和三陸地震津波を対象とする
モニュメント全 86（100）基の内、東京朝日
新聞社による義捐金を用いて設けられた朝日
記念碑以外のモニュメントは15（22）基に過
ぎない（註 21）。1960年チリ地震津波までの間に
設けられた、昭和の三陸地震津波に因む記念
碑型モニュメントに限ると、朝日記念碑でな
いと言えるものはわずか 1 基に過ぎない（表
1 - 2 - 1  No.34）。こうした事実からも、昭
和の三陸地震津波後に、津波被災市町村に一
様に使途を指定して配布された義捐金が、岩
手県沿岸部の災害文化のあり方に影響を与え
たことが見て取れる。その一端を象徴する津
波モニュメントが、岩手県田野畑村に伝世し
ている（表 1 - 2 - 1  No.32、写真 1 - 6 ）。
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写真 1 - 6

岩手県田野畑村島越に所在する、「すべて」

と題された記念碑型モニュメント

【史料 1 - 3 】

岩手県田野畑村島越「すべて」碑文

［正面］
（上段）
　すべて　

（下段）
　一　ヂシンガシタラバユダンヲスルナ
　一　�ヂシンガアッタラタカイトコロニアヅ

マレ
　一　�ツナミニオハレタラタカイトコロニア

ガレ
　一　�チカクノタカイトコロヲヨウイシテオケ
　一　�オカミノサダメタヤシキチヨリヒクイ

トコロニ家ヲタテルナ
［裏面］
　皇紀二千六百年記念
　昭和十五年　月　日　建之
　　当村二丁目権利者　　熊谷門介
　　　　　　　　　　　　工藤良介

　皇紀2600年を記念して1940（昭和15）年に
建立されたことのほか、対象とする津波災害
や建立の経緯等不明な点が少なくないもの
の、碑文の内容は昭和の三陸地震津波後に多
く設けられた津波記念碑のそれと重なる。と
りわけ注目されるのは、次なる津波に備える
ための教訓が、「ヂシンガアッタラタカイト
コロニアヅマレ」（下線は筆者によるもの）
などと、現地の訛りさえ含んだ話し言葉を用
いて平易かつ明快に刻まれている点である。
　明治三陸地震津波の後に設けられた津波モ
ニュメントは、柳田国男をして「明治二十九
年の記念塔はこれに反して村ごとにあるが、
恨み綿々などと書いた碑文も漢語で、もはや
その前に立つ人もない」と批判せしめたもの
であった［柳田 2011］。しかし、それから約
半世紀を経た段階で、岩手県沿岸部の住民た
ちは、真に自分たちの言葉を用いて、津波災
害を伝承する術を獲得していた。そこに至る
までの過程において、昭和三陸地震津波の被
災市町村単位で行われた朝日記念碑建立とい
う営みは、当該災害で被災した地域の災害伝
承に、一つのエポックをもたらしたとも評価
できよう。

8 ）住民関与
　本項目は、①表 1 - 1 に示した調査時にお
ける周辺住民への聞き取り、及び② 2023年
の盂蘭盆会期間における供え物等の有無の確
認により認められた関与のあり方を示したも
のである。①では、全住民の聞き取りを行う
こと、②では供え物をともなわない関与の有
無までを捕捉することがいずれも困難である
ことから、現時点において表 1 - 2 - 1 ～表
1 - 2 - 9 に示した内容を絶対視できない点に
留意する必要はあるが、それでも分析の結果
をふまえると、地域住民の関与の類型は以下
のように大別できると考える。
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Ａ　�定期的に行われる過去の津波犠牲者供養
　a）　�発災日などに津波モニュメントの前で

行う慰霊祭などの追悼行事
　b）　�津波モニュメントが所在する寺院に

おける定期的な供養
Ｂ　間接的な供養
　a）　�正月、盆、地域の祭日等におけるつい

での供養
　b）　�近接する信仰対象物等への参拝の、

ついでの供養
Ｃ　環境整備
　a）　�文化財指定による保全、三陸ジオパー

クの歴史伝承サイトとしての活用など
　b）　�近隣住民による草取り、清掃など
Ｄ　防災教育
　a）　近隣の学校の教育活動における活用
Ｅ　災害伝承の促進
　a）　朱入れ、追記など

　Ａの a ～ b については、明確に過去の津
波犠牲者供養を念頭において行われるイベン
トに関するものである。A- a の慰霊祭に関
しては、行政、消防団、地域住民などと、地
域により主体が異なる点にも注目される。供
養において、それぞれの津波モニュメントは
過去の津波犠牲者の御霊の依り代になると同
時に、追悼の空間を成立させる要素としても
機能している。供養という営為に関する時間
的な規定要因が対象災害の発災日であるとす
れば、空間的な規定要因としての役割を果た
していると言えよう。
　A が過去の津波犠牲者供養を主たる目的
として行われるものであるのに対し、それが
付随的に発現する場合を B の a ～ b として
区別した。過去の津波犠牲者や津波モニュメ
ントを念頭に置いたものではないが、付近に
所在する信仰対象物（墓や石仏等）に詣でる
ついでに、津波モニュメントにも意を払うと
いうものである。間接的であるが故に、関与

者の意識の中で津波犠牲者の供養という趣旨
が前景化していないケースも散見される。
　Cは津波モニュメントの維持管理に関する
関与である。C- a は官あるいは公、C- b で
は民あるいは私的レベルの関与を措定してい
る。後者に関して、常に草木に埋没している
ものを除けば、全ての津波モニュメントがそ
れに該当すると捉えることもできようが、こ
こでは地域住民の間で、「草取りなどを通じ
て自身らが津波モニュメントと関わってい
る」という意識が顕在化しているケースを計
上した。
　D については、東日本大震災で移転する以
前、校庭の一角に津波モニュメントが所在し
た岩泉町立小本小学校の事例と、第 4 章で言
及する、総合的な探究の時間で岩手県山田町
内の津波モニュメントを最大限活用している
県立山田高等学校の事例が確認されている。
東日本大震災を経て防災教育が推進されてい
る現在では、以上の他にも未確認の事例が複
数存在する可能性がある。
　東日本大震災の後、それまでほとんどの住
民が没交渉だったとされるモニュメントに、
東日本大震災について油性ペンで追記すると
いう事例が確認された［目時 2013］。また、
いつ、なぜ行われたのか判然としないもの
の、碑文が読みやすくなるよう朱墨が入れら
れたという事例も認められる（表 1 - 2 - 6  
No.171）。以上のように、後発の災害などを
契機として、地域住民が津波モニュメントを
媒介とした災害伝承を促進せんとする動きを
Ｅとした。
　全体の約44.2（42.4）％のモニュメントが、
Ａ～Ｅいずれかの形で地域住民との接点を有
しており、それが直ちに当該地域の防災や災
害伝承に直結しているか否かはさておき、少
なくともその素地は形成されていると評価す
ることができるであろう。
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9 ）参考扱いのモニュメントについて
　本章では「津波モニュメント」の定義から
外れるもの、及び定義に合致するが現存しな
いものを参考扱いとし、現存する「津波モ
ニュメント」に限って集計した結果と、参考
扱いのものを含めて集計した結果を併記して
きた。
　検討を加えた諸点の内、「津波モニュメン
ト」のみの数値と、参考を加えた数値の間に
1 割を超えるほどの顕著な開きが生じた事項
を中心に、以下若干の分析を加える。

①対象
　　明　　　治：119（141）基　
　　昭　　　和：　86（100）基　
　　明治・昭和：　10 （13）基
　　チ　　　リ：　10 （12）基　
　　そ　の　他：　　0 （ 4 ）基
　明治、昭和の三陸地震津波を対象とするモ
ニュメントは、ともに約15％が参考扱いと
なっている。明治を対象とするものの内、22
基中10基が、過去の悉皆的調査で対象とされ
ていたものの、私的な墓碑類であることから
本書では参考扱いとしたものである。
　過去の調査対象には含まれていないもの
の、明治の三陸地震津波犠牲者を弔うために
多く設けられたと見られる、「海嘯死者（之）
碑」などと題されたモニュメントは、特に宮
古市以北の岩手県沿岸部に散見される（写真
1 - 7 ）。
　これについて、岩手県宮古市田老地区の住
民に対する聞き取り（註 22）の中で得られた、「津
波で流され遺体が見つからなかったために設
けたのだ」という趣旨の回答は示唆的である。
これら「海嘯死者（之）碑」は、家ごとに区
画された現代の墓地において、主たる一族の
墓の傍らに設けられていることがほとんどで
ある。公葬地が整備された際に墓石とともに
移設されたものと見られるが、それ以前も同

様に一族の墓碑類に隣接する形で建立され
ていたのであろう。津波により遺体が失われ
てしまった場合、供養するにも墓という形式
をとることができない。そのために代替手段
として「海嘯死者（之）碑」が設けられたこ
とが推察される。これらについては、津波モ
ニュメントの範疇に含めるべきか否かの議論
はもとより、民俗学で既に指摘がなされてい
る異常死者に対する特別な供養の類型［波平 
1988］の一つとして捉え得るか否かという点
も、検討を深めるべき重要な論点となろう。
　一方、その他の参考扱いのモニュメントに
ついて、昭和三陸地震津波を対象とする14基
の内、 8 基が流失または東日本大震災以前に
喪失、明治と昭和二つの津波を対象とする 3
基及び1960年チリ地震津波を対象とする 2 基
の全てが流失により参考扱いになったもので
ある。立地の項で述べた通り、明治三陸地震
津波を対象とするモニュメントは、いわゆ
る「地域の信仰の拠点」に設けられたものが

写真 1 - 7 　

岩手県宮古市田老地区の墓地で確認された

「海嘯死者碑」及び「海嘯死者之碑」
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多かった。それにより流失に至るほどの深刻
な被害を受けることが相対的に少なかったも
のと考えられる。なお、「その他」の 4 件に
ついては江戸期の災害に関連するものである
が、いずれも津波被害に直接動機づけられて
建立されたものとは即断できないため参考扱
いとした。岩手県沿岸部において、前近代の
津波被害を機に、同時代に建立された石碑類
が未だ確認されていないことは既述の通りで
ある。

②性格
　　供養碑型：91（110）基　
　　標 石 型：31  （40）基　
　　そ の 他： 4   （15）基
　その他には供養碑、記念碑、標石という津
波モニュメントの主要な性格から外れるもの
が多く含まれるため、必然的に参考扱いのも
のを含む数値が大きくなる。
　一方、供養碑型で参考扱いのものが19基あ
るのは、私的な墓碑が含まれるためであり、
標石型で参考扱いのものが 9 基あるのは、大
船渡市末崎町に多数設けられた明治・昭和の
三陸地震津波到達点標石の多くが東日本大震
災で流失したり、発災以前に喪失したりした

（現存しないものは参考扱いとしている）た
めである。

③�東日本大震災における被災状況（到達点設
置のもの）

　　震災以前から行方不明
　　：0（6）基 ／ 0（13.0）％
　既に失われているため必然的に全て参考扱
いになる項目であるが、ここで計上されてい
る 6 基はいずれも大船渡市末崎町内に設置さ
れた、明治または昭和の三陸地震津波到達点
を示す標石である。同地区では、昭和の三陸
地震津波後に交付された東京朝日新聞社義捐
金を用いて、明治及び昭和の三陸地震津波到

達点を示す標石が計28基設けられた（写真
1 - 8 ）。同様の性格を持つモニュメントがこ
れほどの数用意されたのは、岩手県のみなら
ず、全国的に見ても稀有な事例と言える。し
かしながら、数が多く、かつシンプルな造形、
内容であったが故に、かえって後年において
は必要に応じて行われる撤去に対する住民の
抵抗感が薄れることにつながった可能性も考
えられる。

写真 1 - 8 　

岩手県大船渡市末崎町に現存する

明治三陸地震津波到達点標石

④建立時期
　　1933年～ 1959年：89（102）基
　　1960年～ 2011年：18  （22）基
　上の数字を見ると、昭和三陸地震津波、
1960 年チリ地震津波の後、「津波モニュメン
ト」と並んでそれなりに多くの参考扱いのモ
ニュメントが設けられたように見える。実際
には昭和三陸地震津波から1960年チリ地震津
波までの間に計上された13基中10基が、1960
年チリ地震津波から東日本大震災までの間に
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計上された 4 基中 3 基が、東日本大震災にお
ける流失などの理由で現存しないことによる
ものである。

⑤立地
　　寺院・神社：89（98）基　
　　津波到達点：34（46）基　
　　墓　　　地：26（38）基	
　津波到達点を示すモニュメントについて、
参考扱いのものが12基あるのは、やはり大船
渡市末崎町に設けられた明治・昭和の津波到
達点標石の多くがこれまでに失われて参考扱
いとなっていることによる。一方、寺院・神
社、墓地に所在する参考扱いモニュメントが
相対的に多くなっているのは、墓碑等私的な
供養碑を参考扱いにしていることによるもの
である。

　以上のように、一見顕著な差が生じている
事項も、その所以は主として本書における定
義（とりわけ「津波モニュメント」の範疇に
含まれるものでも現存しない場合は対象外と
している点）に由来するものであり、津波モ
ニュメントに限定して集計した場合の数値
と、参考扱いのモニュメントを含めて集計し
た場合の数値が示す傾向に本質的な差異は認
められない。今後参考扱いのモニュメントも
含めた形で、有形の災害伝承媒体として論じ
ていく余地は十分あるものと考えられる。

（4）小括

　岩手県内に所在する津波モニュメントにつ
いて、東日本大震災後に筆者が行った悉皆調
査の結果を示すとともに、その性格について
分析を加えてきた。
　検討の結果見出された要点は以下の通りで
ある。

①�岩手県内に存在する津波モニュメントの多
くが明治または昭和の三陸地震津波を対象
にしたものであり、両者の間に顕著な数的
差は認められない。一方、1960年チリ地震
津波に関するモニュメントの数は両者ほど
多くなく、前近代に設けられた津波に関す
る石碑類は管見の限り皆無である。

②�津波モニュメントの性格は、供養碑型、記
念碑型、標石型の三つに大別される。災害
死者の供養碑は前近代から営まれてきた
が、津波犠牲者に限定した場合、岩手県内
では近代以降に建立が確認されるようにな
る。近代化の産物とも言える記念碑型モ
ニュメントについては、明治の三陸地震津
波を機に営まれ始めるが、草創期の碑文は
前近代の災害死者供養碑の碑文構成に立脚
する事例が散見された。標石型モニュメン
トに象徴される過去の津波浸水域可視化の
試みについては、昭和の三陸地震津波以降
に見られるようになる。

③�東日本大震災において、全体の 4 割強のモ
ニュメントが津波による被害を免れたが、
過去の津波到達点に設けられたモニュメン
トについては、その 7 割以上が浸水、破損・
倒壊、流失いずれかの被害を受けている。

④�明治の三陸地震津波後と、昭和の三陸地震
津波後に設けられた津波モニュメントの数
の間に大きな開きはないものの、建立され
るタイミングには明確な差異が生じてお
り、そこには昭和の三陸地震津波後に行わ
れた東京朝日新聞社義捐金による建碑の影
響が認められる。

⑤�全体の約半数のモニュメントが、寺社をは
じめとする地域の信仰の拠点に設けられて
おり、これらのモニュメントの過半数が東
日本大震災において津波被害を免れてい
る。

⑥�当初の設置場所からの移動が確認されてい
る津波モニュメントは全体の 2 割近くに上
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り、その中には過去の津波到達点を示すた
めに設けられた標石型モニュメントも含ま
れる。

⑦�昭和三陸地震津波を対象とする津波モニュ
メントの約 8 割が東京朝日新聞社義捐金に
よって設けられたものであり、昭和三陸地
震津波から1960年チリ地震津波の間に、こ
れに頼らず設けられたと断定できる記念碑
型モニュメントはわずか 1 基に過ぎない。

⑧�現時点で所在地域住民との間に明確な関係
性が看取されたモニュメントは全体の約 4
割であり、その関与のあり方は、定期的な
災害犠牲者供養、間接的供養、環境整備、
防災教育、災害伝承の促進、という五つの
類型に大別された。

　以上のように、その性格や背景、現代の地
域住民との関係性など、個々のモニュメント
のあり方は多様性に富んでいる。それらを「津
波モニュメント」などと一般化して論じる際
には、本章で検討を加えたような諸特性や傾
向に十分留意する必要があろう。次章以降で
これら津波モニュメントの防災における可能
性を追究するに先立ち、その事実を記して肝
銘しておきたい。
　本章では悉皆調査の結果に基づき、「津波
モニュメント」という存在について、その基
礎的性格を明らかにした。地形的特性や、所
在するモニュメントの性格が地域毎に異なる
以上、これまで概観してきた津波モニュメン
ト群の防災上の活用可能性を議論する上で
は、よりミクロな視点からの検証が不可欠と
なる。そこで、続く第 2 章では、東日本大震
災において、災害文化が人的被害軽減に一定
の役割を果たしたと評価されている地域にス
ポットを当て、定性的な視点から津波モニュ
メントの防災における活用可能性について検
討を進めていく。
　なお、今後の調査の進展により、本調査を

含む既往調査の対象から漏れていたモニュメ
ントが見出される（註 23）、現存しているモニュ
メントが何らかの理由により失われたり移動
されたりするなど、表 1 - 2 として掲げた一
覧表の内容には、変更が生じ得る（註 24）。悉皆
的な把握を目指して行った調査の、2025年末
時点における成果を報告するものであるとい
う点に留意いただきたい。
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註
1 �　調査に当たっては、国土交通省東北地方

整備局「津波被害・津波石碑情報アーカイ
ブ」、津波ディジタルライブラリィ作成委
員会「津波ディジタルライブラリィ」、上
西勇『忘れるな三陸沿岸大津波 惨禍を語
る路傍の石碑』（私家版、2008年）、旅的電
子書籍製作所『津波碑巡礼 先人が私たち
に残し伝えたものは何か』（2017年、オフィ
スタンクバック）といった過去の悉皆的調
査結果を参照した。

2 �　各集落を結ぶ幹線道路を北の方向からた
どる際に通行する順番に整除したことか
ら、特に半島部などにおいて必ずしも緯度
の高低に一致しない順序となっている部分
もある。

3 �　所在地の明示に努めているのは第三者に
よる追検証を可能にするためであるが、所
在地が明記されていることは対象や所在地
の地権者、管理者に対し断りなく調査可能
であることを意味するものではない点に留
意いただきたい。

4 �　https://maps.google.com/（2025年12月
31日最終閲覧）。なお、ユーザーにより登
録されたモニュメントの所在地情報の中に
は明らかに誤りであるものも含まれるた
め、そのような対象については Google マッ
プ上に住所が明記されていても転載は控え
ている。

5 �　東京朝日新聞社義捐金を活用した震災記
念碑の建立については同書917～919ページ、
死者の弔慰に関する援助については同688
～689及び697～699ページを参照されたい。

6 �　『岩手県昭和震災誌』917～918ページ参
照。

7 �　犠牲者数については「岩手日報」昭和35
年 5 月29日号による。

8 �　東北歴史資料館編『三陸沿岸の漁村と漁
業習俗（上巻）』（1984年）173～175 ペー

ジ参照。
9 �　明治や昭和の三陸地震津波などには及

ばないものの、近世期においても人的被害
をともなう津波被害自体は度々生じていた

［岩手県立博物館 2021］。なお、近世初頭
に発生した、いわゆる慶長奥州地震津波は、
東日本大震災にも匹敵する規模の巨大地震
津波であったことが想定されているが、当
該期は未だ一般住民による建碑が広く行わ
れていたとは言えない時期に当たる。

10�　庶民の石造墓は、関西地方では16世紀初
頭の例も見られるものの、東北地方に至っ
ては明治期に入りようやく確認される地域
もあるという［土井 1972］。

11�　現存するものの認識されていない石碑類
の例として、建立の経緯が記されていない
供養碑や犠牲者の墓碑、摩耗により碑文が
判読不能なものなどが挙げられる。

12�　盛岡市遺跡の学び館『災害の歴史－遺跡
に残されたその爪跡』（2013年）52ページ
参照。　

13�　原文は和様漢文であるため、本書では読
み下したうえ、旧字や異体字については適
宜常用漢字に改めている。

14�　史料 1 - 2 についても原文を読み下した
うえ、旧字や異体字については適宜常用漢
字に改めた。原文については関根達人『石
に刻まれた江戸時代 無縁・遊女・北前船』

（吉川弘文館、2020年）を参照している。
15�　当該扁額の内容の詳細については、毎日

新聞高知支局『歴史探訪 南海地震の碑を
訪ねて』（池田印刷、2002年）88ページを
参照されたい。

16�　岡村健太郎 『「三陸津波」と集落再編　
ポスト近代復興に向けて』（鹿島出版社、
2017年）131～140 ページ。

17�　大船渡市三陸町吉浜における、津波にま
つわる災害文化については次章で詳述する。

18�　東日本大震災に関するモニュメントにつ
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いては未だ十分な調査ができていないが、
建立されるタイミングは、設置される地域
の復興の進展に影響を受けていることが想
定される。翻って、モニュメント建立の営
みを災害復興の一つの指標と捉えることも
できるかもしれないが、その点の検証につ
いては今後の課題となる。

19�　姉吉集落に住む K 氏（1946年生、男性）
からの聞き取りによる。津波モニュメント
の移動が直ちに防災上の機能減退を意味す
るものでないことを物語る一事例と評価で
きよう。

20�　川代集落に住む S 氏（1965年生、男性）
からの聞き取りによる。

21�　朝日記念碑の総数は92基であり、これに
朝日記念碑以外の昭和三陸地震津波を対象
とする津波モニュメント22基（参考含む）
を合わせると、岩手県内の当該津波を対象
とする津波モニュメントの総数100基（参
考含む）を超える。これは朝日記念碑の中
に明治の三陸地震津波到達点を示す標石

（本書では明治三陸地震津波を対象とした
モニュメントに分類されるもの）などが含
まれていることによる。

22�　和野集落に住む男性（生年、氏名非公表
希望）からの聞き取りによる。

23�　一例として、大槌町安渡地区において、
東日本大震災で被災しながら流失を免れた

昭和三陸地震津波に関するモニュメントが
再建予定であることについて、岩手県教育
委員会生涯学習文化財課よりご教示を得
た。また、表 1 - 2 - 9  No.275のモニュメ
ントに関する情報が、花巻市による文化財
の報告書に採録されていることもまた、長
屋敷淳史氏をはじめとする同課職員の調査
により明らかにされたところであり、今後
も新たな発見がなされることが期待され
る。なお、前者については筆者もまた安渡
地区住民から、昭和の三陸地震津波に因む
石碑が同地区に存在したという聞き取りを
得たものの、現時点でその具体について把
握できておらず、これまでに行われた諸調
査においても対象にされていなかったこと
から、表 1 - 2 への記載は見合わせた。

24�　内容に変更が生じた場合には、その程度
に応じて正誤表や論文等の形式で更新して
いく予定であるが、とりわけ東日本大震災
被災地の復興の進展にともない刻々と変化
する状況をタイムリーに更新すること、調
査成果のより広範な還元をはかることを目
的として、最新の調査結果についてはイン
ターネット上で試験的に公開を行っている

（「津波モニュメントデータベース」http://
blog.livedoor.jp/itime/）。本書では省略し
ている各モニュメントの碑文や画像等の詳細
についても上記サイトを参照いただきたい。
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第２章　津波モニュメントと所在地域の住民との関係に関する定性的な考察

（1）問題の所在

　東日本大震災は、その被災地の内外におい
て、津波モニュメントをはじめとする災害文
化が再評価される大きな契機となった。幸い
にして、東日本大震災で集落の壊滅的な被害、
あるいは多数の人的被害を免れた地に根差す
災害文化が、象徴的にその役割や意義を喧伝
されているのは、本書の冒頭で言及した「大
津浪記念碑」（表 1 - 2 - 3  No.98）が所在す
る宮古市重茂姉吉集落の事例に限ったことで
はない。
　しかし、こうした災害文化を取り沙汰した
論考や報道などを顧みると、個別事例の紹介
に終始するもの、あるいは特定の津波モニュ
メントのみに焦点化するものが支配的であ
り、複数の事例に基づく帰納的議論や、事例
の背景に関する考察まで踏み込まれることは
少なかった。そこで本章では、東日本大震災
に際し、津波モニュメントや関連する災害文
化が被災程度の軽減に効果的に機能したと評
価される岩手県内の 3 地域を抽出し、津波モ
ニュメントないし関連する災害文化が機能し
得た（と評価される）所以と、その背景につ
いて定性的に検討を加える。その結果に基づ
き、災害文化が防災上の機能を発揮するため
の素因を導き出すことを目指したい。

（2）�慰霊祭の場として活用される津波モニュ

メント－洋野町及び普代村の事例

1 ）対象事例及び既往研究
�　初めに取り上げるのは岩手県沿岸北部の
洋野町及び普代村の事例である。両町村で
は、特定の津波モニュメント（表 1 - 2 - 1  
No.5、 No.22、 No.25）の前で、昭和の三陸地
震津波発生日に合わせて連綿と犠牲者の慰霊
祭を行ってきた。いずれも対象となる震災で

は多数の人的被害を受けながら、東日本大震
災では両町村ともに死者数が 0（普代村は行
方不明者 1 ）と劇的に低減させることに成
功している。
�　こうした事実と慰霊祭の開催との間の因果
関係を明らめるため、平川雄太氏らは、洋野
町種市八木地区及び普代村太田名部地区にお
いて、昭和の三陸地震津波が発生した 3 月 3
日前後に行われる慰霊祭について、参与観察
やインタビュー調査を行い、両地区の慰霊祭
の概要を報告するとともに、東日本大震災に
おける犠牲者軽減に与えた影響について検討
を加えている［平川ら 2016］。
�　平川氏らによる主な指摘は以下の通りであ
る。
　・�両地区の慰霊祭には、主催者（八木：消

防団、太田名部：村）、形式（八木：焼香、
太田名部：献花）、開催日（八木：3 月
第 1 日曜、太田名部：3 月 3 日）に違い
がある。

　・�洋野町種市八木地区では2008（平成20）
年から、より多くの参加者が得られるよ
う、3 月 3 日としてきた開催日を、3 月
の第 1 日曜日に改めた。また「町内会行
事」の一つとしても成立していることが
窺えた。結果的に近年参加者は減少する
ことなく一定数を維持している。

　・�普代村太田名部地区では 3 月 3 日に消防
団や住民が自主的に供養を行っていた
が、2006（平成18）年以降村が主催者と
なっている。しがしながら、2008年以降
参加者には大きな減少傾向が見られる。

　・�両地区とも住民が津波記念碑を自主的に
管理しており、それが慰霊祭の実施場所
という重要な意味を付与することにつな
がった。慰霊祭は津波の恐ろしさや防災
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の必要について参加者に再認識させる機
能を有している可能性がある。

　以上は、洋野町種市八木地区、普代村太田
名部地区の慰霊祭が持つ意義を学術的検討の
俎上に載せた成果と言えるが、津波モニュメ
ント群の悉皆調査の過程で洋野町、普代村と
もに他地区でも津波モニュメントの前での慰
霊祭が行われているという聞き取りが得ら
れ、追加調査の必要が認められた。
　
2 ）対象地域に所在する津波モニュメント
　調査結果の報告に先立ち、対象地域に所在
する津波モニュメントの内、特に本節で言及
する慰霊祭の場の構成要素となっているもの
について概要を述べておく。

①洋野町種市八木地区
　昭和の三陸地震津波後、東京朝日新聞社の
義捐金により用意された津波記念碑が、洋野
町種市八木地区の、海沿いに形成された松原
の中に設置されていた。本来はやや離れた場
所に設けられていたものが、松原の中に移設
されたという証言も得られた（註 1）。東日本大
震災後の防潮堤建設工事にともない、新設さ
れた防潮堤内側の広場の一角に再度移設され
ている。
　八木地区が属する旧種市村（昭和三陸地震
津波当時の行政区分）域には、三つの朝日記
念碑が設置されているが、最多の犠牲者を数
えた八木地区に設置された本碑が最も大型で
ある。正面に刻まれた教訓（本碑で言えば「想
へ惨禍の三月三日」の部分）、津波到達時刻、
裏面の被害状況は三つの碑で全て異なり、各
集落が経験した昭和の三陸地震津波について
三者三様に伝えるものとなっている。

【史料 2 - 1 】洋野町種市八木「想へ惨禍の三

月三日」（表1 - 2 - 1  No.5、写真 2 - 1）碑文

　［正面］
　　昭和八年三月三日
　想へ惨禍の三月三日
　　午前二時五十二分

　［裏面］
　　此ノ碑ハ東京朝日新聞社讀者
　　カラ寄托サレタ義捐金デ仝社ガ
　　各町村ニ分配シタ残餘ヲ以テ建
　　設シタルモノデアル
　　　八木　死亡者　九十一人
　　　　　　流失　　三十七戸
　　　　　　昭和九年十二月建立

写真 2 - 1 　洋野町種市八木

「想へ惨禍の三月三日」

②普代村普代地区及び太田名部地区
�　後述するように、普代村では昭和の三陸地
震津波発災日に合わせ、普代・太田名部の二
地区に設けられた朝日記念碑の前で慰霊祭を
同時開催している。太田名部地区の津波記念
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塔については1980（昭和55）年に建立された
ものであるが、既往調査によると、これは既
存の朝日記念碑が損傷したことを機に、明治
三陸地震津波についての碑文を盛り込みなが
ら更新したものとされ［上西 2008］、筆者の
調査においても同様の聞き取りが得られた。
この事実は当該地区において、慰霊祭の場を
構成する津波モニュメントが、地域にとって
不可欠なものと認識されていたことを物語っ
ていると言えよう。

【史料 2 - 2 】普代村普代「大海嘯記念」

（表 1 - 2 - 1  No.22、写真 2 - 2 ）碑文

　［正面］
　（上段）
　　大海嘯記念
　（下段）
　　一　大地震の後には津波が来る
　　一　地震があったら高い所へ集まれ
　　一　�津波に追はれたら何処でも此処位の

髙い処へ
　　一　遠くへ逃げては津波に追付かる
　　　　近くの髙い所を用意して置け
　　一　�縣指定の住宅適地より低い所へ家を

建てるな

　［裏面］
　　�昭和八年三月三日午前二時三十分上下ニ

動揺スル強震アリ續イテ三時頃ヨリ大音
響ト共ニ大海嘯ノ襲来アリ三時十分頃最
モ被害アリ

　　�普代村ノ流失戸数七十八戸溺死者
　　百三十五名負傷者八十一名
　　�本碑ハ東京朝日新聞社読者ヨリ寄託セラ

レタル義捐金ヲ同社ニ於テ罹災各町村ニ
分配セシ残金ヲ重テ分配セラレ其金員ヲ
以テ建設セシモノ也

　　　昭和八年八月　　下閉伊郡普代村建之
　

写真 2 - 2 　普代村普代

「大海嘯記念」

【史料 2 - 3 】普代村太田名部「津波記念塔」

� （表 1 - 2 - 1  No.26、写真 2 - 3 ）碑文

　［正面］
　（上段）
　　明治二十九年
　津波記念塔
　　昭和八年
　（下段）
　　　　　注意事項
　　一　大地震の後には津波が来る
　　一　地震があったら高い所へ集まれ
　　一　�津波に追はれたらどこでも此処位よ

り髙い処へ
　　一　遠くへ逃げては津波に追付かる
　　　　近くの髙い所に用意して置け
　　一　�県指定の住宅適地より低い所へ家を

建てるな
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　［裏面］
　　明治二十九年丙申旧五月五日午後八時
　　大津波襲来普代村の被害流失
　　家屋七十八戸死者三百四十名負傷者
　　百五十八名
　　�昭和八年三月三日午前二時三十分上下に

動揺する強震あり続いて三時頃より大音
響と共に大津波の襲来あり三時十分頃

　　�最も被害あり普代村の流失戸数七十八戸
　　死者百三十五名負傷者八十一名
　　　昭和五十五年八月吉日
　　　下閉伊郡普代村太田名部々落建之

写真 2 - 3 　普代村太田名部

「津波記念塔」

3 ）調査の実施
　筆者は2022（令和 4）年 3 月 3 日に普代村
普代地区で、2023（令和 5）年 3 月 5 日に洋
野町種市八木地区でそれぞれ開催された慰
霊祭への参与観察を行うとともに、参加者
からの聞き取り調査を行った（写真 2 - 4 、
2 - 5 ）。聞き取りによって得られた内容を以

下に示す。

①�2022年 3 月 3 日普代村普代地区慰霊祭にお
ける聞き取り（註 2）

　・�記念碑をこの場所に設置したのは、町の
中で海が見える高台と言えばここであっ
たから。当初は立派な金属製の手すりも
設けられていたが、戦中に供出された。

　・�黙祷と指名者による献花という内容は昭
和の頃からこれまで大きく変化していな
いはず。

　・�毎年 3 月 3 日の午前 8 時から実施し、太
田名部地区でも同時に開催している。太
田名部地区の慰霊祭には副村長が参加
し、ここしばらくは同様のスタイルで
行っている。

　・�朝に実施している理由は、昭和の三陸地
震津波が深夜に発生したことに加え、仕
事前に参加できるようにするため。

　・�過去には周知のためのチラシを配ったこ
ともあった。

②�2023年 3 月 5 日洋野町種市八木地区慰霊祭
における聞き取り（註 3）

　・�現在は毎年 3 月 3 日前後の第一日曜日を
基本として開催している。以前は 3 月 3
日の午前 7 時頃に行っていた。

　・�イベントの名称は「慰霊祭」としている。
　・�市町村合併以前は 3 月 3 日に避難訓練を

行い、その後慰霊祭が続いた。
　・�現在の参加者は消防団員、自主防災組織

の代表者、及び地域住民有志から構成さ
れる。有志参加者はかつて40～50人ほど
もいたが、現在は10人程度になっている。

　・�東日本大震災後、当時の消防団長が各地
区に呼びかけ、同様の慰霊祭が新たに始
まったところもある。

　・�（モニュメントが東日本大震災で被災し
た後、当初の所在地から若干移動したこ
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写真 2 - 4 　普代村普代地区における慰霊祭

写真 2 - 5 　洋野町種市八木地区における慰霊祭
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とについて）現在の碑の位置は地域住民
と相談の上定めた。多くの人が行き交う
場所に当たることが主な理由である。

　・�かつてはどんな大きさの地震が来ても避
難したほど津波に対する意識が高かっ
た。災害伝承については家族内での継承
が中心になるのではないか。本日子ども
が参加していた家は、毎年三世代で参加
している。この慰霊祭も住民の避難に対
する意識に影響を与えているのではない
か。

4 ）調査結果の分析
　普代村の慰霊祭における聞き取りから新た
に明らかになったことは以下の通りである。

　・�普代村の慰霊祭は、普代地区、太田名部
地区という、昭和の三陸地震津波後に朝
日記念碑が設けられている 2 地区で同時
開催される双子の儀礼であること。

　・�既往研究においては、2006（平成18年）
年における主体の変更が強調されていた

［平川ら 2016］が、現在の主催者である
行政の立場からは、昭和以来の連続性の
中で当該行事が捉えられていること。

　続いて、洋野町の慰霊祭における聞き取り
から新たに明らかになったことは以下の通り
である。

　・�当該慰霊祭の主催者が執り行う儀礼は八
木地区のものだけであるが、東日本大震
災を機に、同町内の他地区においても主
体を異にする慰霊祭が創始されたこと。

　・�以前は慰霊祭と避難訓練がセットで行わ
れていたこと。市町村合併の影響により
そのあり方に変化が生じたこと。

　・�既往研究では、洋野町種市八木地区では
住民参加者数が維持されている点が強調

されていたが［平川ら 2016］、有志参加
者自体は減少しており、それを自主防災
組織代表者の参加が補っていると見られ
ること。

　
5 ）考察
�　既往研究及び筆者による追加調査の結果に
基づけば、細部に差はあるものの、洋野町種
市八木地区と普代村普代地区及び太田名部地
区において営まれる慰霊祭は、同じ性格のイ
ベントとして括り得るほどに類似したものと
言える。そのように捉えた場合、既に平川氏
らが検討を加えているような両者の津波防災
上の効果もさることながら、岩手県沿岸北部
の二つの町村で、極めて近しい性格を持つイ
ベントが連綿と続いている所以もまた問われ
るべきであろう。
　津波モニュメントの悉皆調査を進める中
で、両者とは多少趣を異にするものの、地域
住民が主体となり、地域に根差す津波モニュ
メントが規定する空間において、定期的な供
養の営みが続いている事例が散見されること
が明らかとなった。

　・�久慈市源道地区では、明治三陸地震津波
の記念碑がある社

やしろ

へ、毎春地域住民が
「ハナミ」と称して集い、最寄りの神社
から神主を招いて津波モニュメントに対
しても祈祷を行っている。（表 1 - 2 - 1  
No.15 及び No.16）

　・�山田町小谷鳥地区では、地域の神社の祭
日に合わせて、明治の三陸地震津波犠
牲者の供養塔に祈祷を行っている。（表
1 - 2 - 4  No.120）

　・�釜石市平田佐須地区では、明治三陸地震
津波の発災日に合わせ、地区の墓地入口
に設けられた津波モニュメント群の前
で、地域住民が主体となった慰霊祭を毎
年実施している。（表 1 - 2 - 5  No.160～
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No.162、写真 2 - 6 ）
　・�大船渡市末崎町の麟祥寺が所在する地域

では、明治、昭和の三陸地震津波がいず
れも節句に発生したことから、「節句参
り」と称して女性らが自作の巾着を携
え、地域の寺院（津波モニュメントが所
在する麟祥寺を含む）や氏神を拝んで回る
習慣が近年まで続いていた（表 1 - 2 - 7  
No.244～No.246）。

　以上の事実より、津波モニュメントを介し
て周期的に行われる供養は、決して洋野町や
普代村に限ったものではなく、かつては明治
及び昭和の震災を経験した岩手県沿岸部の集
落で普遍的に行われ得た事象であると考えら
れる。
　上記四つの追加事例がいずれも地域住民ら
の間に自生した、「私的」な性格の強いもの
であったのに対し、洋野町及び普代村では行
政や消防団といった「公的」な主体によって

担われるに至ったため、長期にわたり一定の
規模での開催が維持されたものと見られる。
　こうしたイベントの始原については、東日
本大震災後に新たに開始された洋野町種市川
尻地区及び宿戸地区の事例が参考になるが、
この点については第 4 章において詳しく検討
を加えたい。
　続いて、定期的な慰霊祭の開催が、後発す
る津波災害において人的被害の軽減に影響を
与えるか否かが問われることになるが、既往
研究が指摘していたように、慰霊祭への参加
が災害伝承や防災意識強化の契機となり、そ
れが不意の非常事態における避難行動に好適
な影響を与えることは十分に想定されよう

［平川ら 2016］。
　しかしながら、津波による犠牲者の発生は、
個々人の避難行動のみならず、適切な防災設
備や避難経路の有無、襲来した津波の規模、
発生時に集落に滞在している者の数や年齢等
の属性といった多様な変数により左右される

写真 2 - 6

2022年 6 月15日に釜石市佐須地区で行われた、明治三陸地震津波犠牲者の慰霊祭
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ものであることは言うまでもない。
　そのような見地に立った際に注目されるの
が、洋野町種市八木地区においては、かつて
慰霊祭と避難訓練が連動していたこと、そし
て普代村では慰霊祭を通した災害伝承という
ソフト面の対策と並行して、水門と防潮堤の
整備というハード面での防災施策（註 4）が進ん
でいた点である。後者については一見無関係
にも思われるが、太田名部地区の慰霊祭の場
となる津波モニュメントは防潮堤の上部に設
けられており、それは同地区における津波対
策がソフト・ハード両面の混淆の下に成り
立っていることを象徴している。
　自然災害の被災リスクが多岐にわたる要因
により高下するならば、複数種の対策を組み
合わせた方が被災可能性を低減せしめるであ
ろうことは自明である。東日本大震災におい
て、両地区のほとんどの住民が致命的な被災
を免れた要因は、慰霊祭を行っていたことの
みに求められるものではなく、その災害文化
が防災・減災につながる他の営為と相まって
それぞれの地区に根付いていた点にこそ見出
されるものと考える。
　普代村中心部に位置する妙相寺には、東京
朝日新聞社義捐金とは別に、昭和の三陸地震
津波被災地に弔慰施設建設費用として交付さ
れた義捐金によって建立された「三陸大海嘯
溺死者諸精霊供養塔」が伝わる（表 1 - 2 - 1  
No.23）。弔慰施設として用意された供養塔で
はなく、あえて記念碑の前で行われること自
体が、当該地区における「慰霊祭」の多義性
を雄弁に物語っていると言えよう。

（3）�安全地帯の指標として活用される津波モ

ニュメント－宮古市重茂姉吉の事例

1 ）対象事例及び既往研究
　宮古市重茂姉吉集落に伝わる「大津浪記念
碑」（表 1 - 2 - 3  No.98、写真 2 - 7 ）は、東
日本大震災を経て、最も高い知名度を獲得

した津波モニュメントの一つと言える存在に
なった。「ここより下に家を建てるな」とい
う碑文の訓えを 1 世紀近くにわたり遵守して
きた姉吉集落が、1000年に 1 度の規模と形容
された津波の被害を免れたことは、国内外の
マスメディアにより繰り返し喧伝されると
ころとなった（註 5）。内閣府による『平成27年
版防災白書』では、「災害教訓の伝承」の項
に、当該碑が写真をともなって紹介されてお
り（註 6）、本邦における自然災害の伝承に関す
るモニュメントの中でも象徴的な存在となっ
ている。
　一方、碑文の内容と、東日本大震災におけ
る集落の無事という事実との間の因果関係が
明瞭なためか、当該モニュメントの防災上の
意義や機能について詳細に論及されることは
それほど多くなく、首藤伸夫氏らが、関連事
項として、昭和の三陸地震津波犠牲者五十回
忌に合わせて海辺の高台に観世音菩薩像を建
立したことや、外来者向けに過去の津波到達
点を明示していたことを紹介している程度で

写真 2 - 7 宮古市重茂姉吉「大津浪記念碑」
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ある［首藤ら 2014］。しかしながら、こうし
た津波防災上の安全地帯を標示する機能を備
えた津波モニュメントは、姉吉集落の「大津
浪記念碑」に限られないことは既に川島秀一
氏が指摘する通りである［川島 2011］。さす
れば、姉吉の津波モニュメントのみが特筆す
べき防災上の機能を発揮し得た理由が問われ
るべきであり、そこに追跡調査の必要が認め
られた。

2 ）当該地区に所在する津波モニュメント
　調査結果の提示に先立ち、宮古市重茂姉吉
地区に所在したもう一つの津波モニュメント
の概要を述べる。先に触れた通り、首藤氏ら
は「大津浪記念碑」の碑文が「家を建てるな」
と警鐘を鳴らす、「ここより下」に当たる沿
海部に、昭和の三陸地震津波犠牲者の五十回
忌に合わせて観音像が建立されたことを既に
指摘していた［首藤ら 2014］。観音像の建立
に際しては、その縁起を刻んだ石碑までもが
参道の入り口に用意されている。
�　観音像の頭部を除く部分と、縁起を伝える
石碑はともに、東日本大震災で津波の直撃を
受け流失したと見られ、現在姉吉集落内では
所在が確認されていないが、行論上重要な意
味を持つため、流失前に撮影された写真をも
とに翻刻した碑文を以下に提示する。

【史料 2 - 4 】宮古市重茂姉吉「観世音菩薩勧

請縁起」（表 1 - 2 - 3  No.99）碑文

［正面］
　観世音菩薩勧請縁起／明治二十九年六月
十五日旧五月五日夜突如として三陸海岸一帯
を襲いし所謂三陸大海嘯は沿岸各地／に多大
の災害をもたらした　当重茂地域に於てはそ
の被害は全部落に及び死者八百六十余／を数
うるに至った　その惨状たるや言語に絶し一
瞬にして肉親を失いし吾等先祖住民の嘆き悲
し／みは如何ばかりなりやと唯々断腸の思い

がする　然し部落住民の不屈の精神と絶えざ
る精進／努力とにより漸次復興に向かい歳月
とともに被災前の繁栄をとり戻すまでに至り
その災害も時／とともに忘れ去られようとし
ていた　然るに何んぞ図らん昭和八年三月三
日旧二月八日早朝再／び三陸大海嘯の襲来す
るところとなり重茂地域に於ては根滝漁場の
漁夫その他を含めて死者／百六十余名に及ん
だ　今茲に昭和八年の被災者五十囘忌に当り
我等同志相計り先輩諸氏等の念／願を実現す
べく大方諸賢の賛同を得て特に二度に亘り全
滅的被害をうけしこの地に　大慈大悲／の観
世音菩薩を勧進安置し大法要を相営み　以て
二度に亘る災害にて悲惨の横死を遂げられし
／幾たの精霊並に海上にて悲運にも遭難死せ
る諸霊の菩提を弔い　これが供養を子々孫々
に引継が／しめて往時の悲惨に想いをいたさ
せるとともに　三度このような災害に遭遇せ
ざらんことと／海上操業の安全を冀い　更に
民生の安定と社会の繁栄に貢献せんとするも
のである／最後に観音経の一句を諸精霊に捧
げ御冥福をお祈りする／衆生被困厄　無量菩
逼身　観音妙智力　能救世間苦／具足神通力　
廣修智方便　十方諸国土　無殺不現身／瑞雲
寺二十六世泰信叟撰／昭和五十七年　六月
十一日　発起人一同　建之

［台座］
　発起人／瑞雲寺住職　斎藤泰信／木村安五
郎／八重桜隆二郎／畠山正／阿部光作／川畑
寿助／山崎義一／伊藤福治／臼木吉徳／高坂
義二／後川光平／重茂富五郎／佐々木吉次／
野崎泰司／野崎良一／佐藤七郎／佐々木鶴松
／佐々木市蔵／川崎幸蔵／畠山孫太郎／上須
加万之丞／畠山賢／松野忠雄／岡道昭一／上
野秋男／上野博正／川端隆／姉石勇／石崎賢
一

※「／」は改行を示す。

- 45 -



3 ）調査の実施
　津波モニュメント群の悉皆調査の一環とし
て、2011（平成23）年以降、数次にわたり姉
吉地区で現地調査を行った。首藤氏らが指摘
するところの観世音菩薩像は、東日本大震
災で頭部のみを残し流失していたが、「姉吉
観音讃仰会」なる組織が東日本大震災の津
波到達点を示す石柱を複数建立しているこ
と（写真 2 - 8 ）、失われた観音像の代替とし
て、宮古市重茂の中心部（宮古市重茂第 1 地
割95- 1 ）に所在する重茂平和公園に、過去
の津波犠牲者を弔うための「大津浪慰霊観音」
が新たに建立され（写真 2 - 9 ）、重茂漁業協
同組合を主体として、過去の津波犠牲者の慰
霊祭が同所で毎年開催されていることが明ら
かとなった。
　そこで、2023（令和 5 ）年 9 月22日に重茂
漁業協同組合 3 階大ホール（註 7）で行われた、

「戦争並びに津波犠牲者追悼合同慰霊祭」の
参与観察調査を行った（写真 2 -10）。調査の

結果は以下の通りである。

　①行事名
　　戦争並びに津波犠牲者追悼合同慰霊祭
　②日時
　　�2023年 9 月22 日（金）
　　午前 10 時 30 分～（約 30分間）
　③場所
　　�重茂漁業協同組合（岩手県宮古市重茂第

1 地割37- 1 ）　3 階大ホール
　④次第
　　 1 . 開式のことば（副組合長）
　　 2 . 黙祷
　　 3 . 式辞（組合長）
　　 4 . 読経
　　 5 . �追悼のことば
　　　　（宮古市長、重茂遺族会代表）
　　 6 . 焼香
　　 7 . 閉式のことば（司会者）

写真 2 - 8 　東日本大震災後、

姉吉観音讃仰会が建立した津波到達点碑

写真 2 - 9 　重茂平和公園内に建立された

大津浪慰霊観音
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写真 2 -10　宮古市重茂地区で行われる「戦争並びに津波犠牲者追悼合同慰霊祭」

　⑤看取内容
　・�103名の戦没者と、明治以降の津波犠牲

者974名を対象としている。
　・�読経は宮古市津軽石に所在する曹洞宗寺

院、瑞雲寺の住職が務める。
　・�本来戦没者の追悼と津波犠牲者の慰霊は

別々に営まれていたが、東日本大震災の
後に一体として行うようになった。9 月
という時期設定は漁期の境で比較的時間
を取りやすいことによるという。平和公
園が整備される以前は漁協で行われてい
た（註 8）。

　・�津波犠牲者の供養については、女性部主
体で50年ほども前から行ってきた。姉吉
の観音についても東日本大震災以前は心
ある人が地区外からも拝みに行ってい
た。観音像が失われた現在は、平和公園
の新たな像がそれに代わっている（註 9）。

4 ）調査結果の分析
　本イベントについては、前節で検討を加え
た洋野町及び普代村の慰霊祭のあり方と概ね

重なるものである。ただし、僧侶を招聘して
読経を行っている点、実施時期が特定の災害
発生日によらない点に本イベントの特徴があ
る。更に、主体は重茂漁業協同組合ではある
ものの、市長が毎年参加しており、公的な性
格を強く帯びたものになっている。これら諸
点の背景として、戦没者追悼行事と一体的に
営まれることの影響が想定される。
　戦没者追悼と津波犠牲者供養の一体化は、
東日本大震災を契機としており、それは同震
災において、姉吉地区の海辺に建立されてい
た観音像が流失したことと軌を一にしてい
る。
　聞き取り調査の中で明らかになったよう
に、流失以前には姉吉地区以外の方が、過去
の津波犠牲者の慰霊と海の安穏を祈願するた
めに当該観音像を参拝するのは決して珍しい
ことではなかった。すなわち観音像を媒体と
した犠牲者供養の祈りは、姉吉地区を拠点に、
周辺地域にも共有されるものとして東日本大
震災以前から営まれ続けていたのであり、「姉
吉観音讃仰会」は、その一端が顕在化したも
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のと言える（註 10）。
　東日本大震災を経て、この災害文化は拠り
所となる観音像を喪失するという危機に直面
したものの、代替となる観音像が戦没者供養
の場として整備されていた平和公園に新設さ
れたことで、新たな展開を迎えることになる。
この度参与観察したイベントは、地域に根差
す災害文化が、新たな大規模自然災害を乗り
越えて、形を変えながら紡ぎ直される過程の、
現時点における帰結として評価できると考え
られる。

5 ）考察
　宮古市重茂姉吉地区の集落が、東日本大震
災で致命的な被災を免れた背景は、第一義的
にその立地に求められる。すなわち「大津浪
記念碑」が物語る「ここより下に家を建てるな」
という教訓を遵守し続けたことが、集落の津
波防災機能を大きく高めたことは疑いない。
　昭和の三陸地震津波以降、約80年にわたり

「ここより下に家を建て」ることがなかった
背景としては、二度繰り返した集落壊滅とい
う事実、その記憶伝承の媒体として用意され
た「大津浪記念碑」に刻まれた明確な方策、
それを実現可能とした集落規模や新たな居住
環境の整備など、複数の要因が想定される。
　本書では、以上に加えて、「ここより下」
の利活用状況が与えた影響について着目した
い。集落から「ここより下」に延びる道は、
姉吉漁港へと連なる。その周辺には浜小屋が
立ち並び、高所に営まれた居住空間と生業の
場が明確に分離されていた。更にキャンプ場
が整備されたことで、外部からの来訪者に開
かれた場としても、集落住民の居住地とは性
格を異にする空間が形成された。昭和の三陸
地震津波犠牲者の五十回忌、すなわち集落構
造が転換を遂げてから約半世紀の後に当たる
1982（昭和57）年には、沿海部に新たに観音
像が設けられ、可視化された形で慰霊の場と

しての性格を帯びるようになった。
　姉吉漁港周辺をめぐる、上記のような土地
利活用法が相まって、物理的・心理的両面に
おいて沿海部が居住空間と隔絶され、「ここ
より下」への再居住を阻害する大きな要因に
なったことが想定される。
　構成要素の一角である観音像は、東日本大
震災で大きく損なわれたものの、重茂半島の
中心部に代替となる媒体が整備されたことに
より、当該震災で致命的な被災を免れた姉吉
集落のみならず、宮古市重茂全域の住民たち
が、過去の犠牲者と向き合い、津波の経験を
伝承するための、災害文化の依り代へ昇華し
たと言えよう。

（4）�後発の災害により更新される津波モニュ

メント－大船渡市三陸町吉浜の事例

1 ）対象事例及び既往研究
　岩手県大船渡市三陸町吉浜地区は、高台移
転による津波防災が東日本大震災においても
奏効した象徴的な事例として、「奇跡の集落」
と形容されることがある。それは今に始まっ
たことではなく、古くは昭和の三陸地震津波
で致命的な被災を免れたモデルケースとして
も高く評価されるところとなっている（註 11）。

「未曽有」と形容される災害に直面しても十
分にその効果が認められたことから、東日本
大震災発生直後より大きな注目を集めた。初
期の調査結果は、当該地区内の最も海に近い
住宅で床上数センチの浸水があったものの、
地震発生時低地にいた方々が速やかに避難を
したことから、人的被害を最小限に留めるこ
とに成功したと指摘する（註 12）。また、県内各
地に所在する津波モニュメントに焦点を当て
た「岩手日報」の連載記事では、当該地区の
高台移転を成功させた要因として、①全戸移
転の功績、②漁港周辺施設の不具合を含む漁
業に不向きな地域性、③開田事業の成功の三
つを挙げる（註 13）。
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　明治三陸地震津波後の高台移転が東日本大
震災における被害低減に直結したことは疑い
ないものの、約 1 世紀にわたり高台移転が維
持された要因、及び発災直後海に近い低地に
いた者も迅速に避難することが可能となった
背景については、なお検討を加える余地が認
められた。そこで実施した現地調査結果につ
いて以下に報告する。

2 ）当該地区に所在する津波モニュメント
　吉浜地区の津波モニュメントは多様性に富
んでいる。明治の三陸地震津波の供養碑、昭
和の三陸地震津波の記念碑に加え、昭和の三
陸地震津波で被災した鳥居の一部が保存され
ているほか、東日本大震災を経て再び衆目を
集めた津波石（後述）もまた一つの災害伝承
の媒体とすべく周辺の環境が整備されてい
る。とりわけ注目されるのが、21世紀に至っ
ても（東日本大震災発生以前の段階で）新た
なモニュメント建立の営みが続けられていた
事実である。吉浜地区における災害文化の生
命力の強さをよく物語っている当該モニュメ

ントの碑文を、以下に掲載する。

【史料 2 - 5 】大船渡市三陸町吉浜「津波の追

憶」（表 1 - 2 - 6  No.173、写真 2 -11）　碑文

　［正面］
　　津波の追憶
　　昭和三陸大津波
　昭和八年三月三日三時十五分襲来
　　新山神社参道入口の鳥居が第二波
　により被災、津波の恐ろしさを生々し
　く物語り、残骸として此処に鳥居の
　一部が残存する。（鳥居跡地はこれより
　東側10ｍの位置）
　　現在位置における津波遡上高は碑
　頭より 3 ｍ上と追想される。
　　薄らいでいく津波の教訓を、後世に
　引き継ぐべく、昭和三陸大津波追憶碑
　を此処に建立する。
　　　平成二十年五月二十四日

　［裏面］
　　（株）千葉組建立

写真 2 -11　史料 2 - 5 のモニュメント（左）と、昭和三陸地震津波で被災した石造鳥居（右）
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写真 2 -12　柏崎元村長子孫宅の盆供養の様子

3 ）調査の実施
　吉浜地区において高台移転が長期にわたり
維持された理由と、迅速な避難を可能とした、
津波への高い警戒意識が醸成され続けた背景
を探るべく、津波モニュメントを軸とした現
地踏査及び関連行事への参与観察を行った。
その経過を以下に述べる。

　東日本大震災後、津波モニュメントの現地
調査を重ねる中で、同地区には高台移転前に
集落が営まれていた場所に、「開墾碑」（表
1 - 2 - 6  No.174）なるモニュメントが営ま
れていたことが明らかとなった。当該モニュ
メントの碑文は、昭和の三陸地震津波で被災
し、荒廃した集落跡に美田が形成されたこと
により、産業の再生と高台移転が有機的連関
の下で進行したことを伝えるものであった。
　更に、当該モニュメントの碑文中で、高台
移転の推進者として篤く顕彰されている柏崎
丑太郎元吉浜村長の子孫のお宅で、過去の津

波犠牲者の盆供養が現在も行われているとい
う情報を得て、2021（令和 3 年）年 8 月14
日に調査を行った（写真 2 -12）。丑太郎氏の
曾孫に当たる方（1955年生、女性）から以下
の聞き取りを得た。

・�丑太郎氏は1946（昭和21）年 3 月18日に没
しているため直接会ったことはない。

・�掛け軸や盆棚は毎年 8 月13日～16日の間飾
り付けている。その間、血縁関係者を中心
に、吉浜地区の住民が30〜40軒程度拝みに
訪れる。

・�掛け軸は明治の三陸地震津波で犠牲となっ
た、丑太郎氏の親族の一部を描いたもので
あるという。その中で唯一の成人男性は丑
太郎氏の弟の喜三郎氏。その日は同氏の結
婚に関する相談のため、一族が集まってい
た。そこを津波に襲われ全滅したという。
他に描かれているのは、母・姉・妹・従妹・
姪らのほか、妻と生後約 3 か月だった娘と

- 50 -



思われる。丑太郎氏自身は急用で釜石に出
かけており、結果難を逃れることになった。
掛け軸を丑太郎氏の肖像とともにお盆に飾
ることは、子どもの頃から変わらぬ習慣で
あった。

・�津波被災地に田地を開発した丑太郎氏の行
動の根底には、当時の吉浜村の貧しさが
あった。そこから脱することが目標であっ
たと思われる。

・�現在の家の位置は明治三陸地震津波の後
に、丑太郎氏が新居を設けた場所に当たる。
東日本大震災の津波浸水域は、明治三陸地
震津波のそれとほぼ重なり、家から右手の
方に見下ろせる竹藪のあたりまでだった。

4 ）調査結果の分析
　前節で検討を加えたように、岩手県宮古市
重茂姉吉地区では、低地に設けられた観音像
という新たなモニュメントが、高台移転実施
後の海浜部の非居住性の明確化に貢献してい
たことが窺える。
　吉浜地区においては、移転前の集落跡地に
設置され、高台移転の経緯と必要性を説い
た「開墾碑」が、移転先の集落内の高台に象
徴的に設けられた朝日記念碑と対をなす形で
同様の役割を果たしていたと見ることができ
る。
　加えて、昭和の三陸地震津波で被災した鳥
居の一部や打ち上げられた津波石の保存が図
られ、これら災害遺物と「開墾碑」、更には
明治の三陸地震津波犠牲者の名を列記した供
養碑などを複合的に用いて被災の経験を伝承
することが想定されていたと言えよう（註 14）。
　この内、明治三陸地震津波犠牲者供養碑の
建立者の一人である柏崎丑太郎氏は、「開墾
碑」碑文において顕彰の対象となっているほ
か、氏の子孫宅では連綿と明治の三陸地震津
波犠牲者の盆供養までが行われており、吉浜
地区の津波に関する災害文化において、特に

重要な位置を占めている。
　同氏子孫宅における盆供養調査を通して、
①柏崎丑太郎元村長を防災施策へと突き動か
したものは、氏自身が一家全滅という痛まし
い経験をした、明治三陸地震津波の被災者で
あったこと、②高台移転と連動したかつての
集落跡地活用が、防災に留まらず、産業振興
というもう一つの喫緊の課題にも対応する形
で進められていたこと、そして③盆供養を通
して、柏崎家の災害伝承が周辺住民とも共有
されていたことが明らかになった。これらの
点は、いずれも吉浜地区で高台移転が維持さ
れ続けた理由や、濃密な津波伝承の文化が形
成された理由を考える上で、示唆を与えてく
れるものと考える。
　一方、津波への高い警戒意識の維持を象徴
する事象として、前掲【史料 2 - 5 】「津波
の追憶」碑の建立が挙げられる。管見の限
り、東日本大震災以降に設けられたものを除
くと、21世紀に入ってから建立された津波モ
ニュメントは、同碑と、同碑の翌年にやはり
大船渡市内に設けられたチリ地震津波犠牲者
五十回忌の供養碑（表 1 - 2 - 6  No.214）の
みである。
　津波に対する高い防災意識の裏返しとも見
て取れるモニュメント建立の営みが、吉浜地
区において例外的に息長く続けられた背景を
考える上で、21世紀に設置された「津波の追
憶」碑の建立日に着目したい。1933（昭和 8 ）
年 3 月 3 日に発生した昭和の三陸地震津波に
因むモニュメントであるものの、刻まれた建
立日は 5 月24日、すなわち1960（昭和35）年
チリ地震津波の日本到達日であった。
　1960年当時、吉浜地区は三陸町に属してお
り、国内最大の被災地となった大船渡市に比
べ、同地区の被害は軽微であった。しかし
2001（平成13）年に三陸町が大船渡市と合併
したことで、新たに「大船渡市民」となった
吉浜地区の人々にとっても 5 月24日は特別な
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意味を持つ日になった。当該モニュメントの
建立日はその事実を明示している。

5 ）考察
　吉浜地区に伝わる津波モニュメントは、柏
崎丑太郎氏が明治の三陸地震津波犠牲者の追
悼や、集落跡地における田地整備に率先して
取り組んでいたことを伝える。村長を務めた
同氏の存在が、明治の三陸地震津波以降の吉
浜地区の津波防災に大きく影響を与えたこと
は疑いない。しかしながら個人の為せる所に
は限界があり、他の地域住民の志向やふるま
いを措いて、吉浜地区の集落が高い津波防災
力を維持し続けられた所以を論ずることはで
きない。
　そのように考えると、柏崎丑太郎氏子孫宅
の盆供養に多くの地域住民が訪れていたこと
は、盆供養を媒介とした災害伝承の場が形成
されていたものとして評価することができよ
う（註 15）。
　加えて2001年の市町村合併により、吉浜地
区の住民たちは、「1960年チリ地震津波にお
ける国内最大の被災地の市民」というアイデ
ンティティを付与されることになった。この
外因的な災害伝承の遷移が、吉浜地区におい
て、1960年チリ地震津波を含む形で過去の災
害伝承強化に連なったことは、2008年 5 月24
日を建立日とした、昭和の三陸地震津波に関
するモニュメントの新設という事実が明証し
ている。
　吉浜地区が「奇跡の集落」であり続けられ
た背景には、高台移転、集落跡の田地化、柏
崎丑太郎氏の存在、同氏死後も続く盆供養、
1960年チリ地震津波、2001年の大船渡市と三
陸町の合併など、様々な要素が存在し、複雑
に絡み合っていた。個々の要素単独では、「奇
跡」は起こり得なかった可能性もあろう。
　本節の結びに当たり、東日本大震災で出現
した昭和の三陸地震津波の津波石に関する興

味深い挿話を紹介する（註 16）。吉浜地区に住む
柧木沢正雄氏は、何の気なしに友人らと地中
に埋められてしまった津波石の思い出話をし
ていた直後に東日本大震災に見舞われた。そ
れから津波石のことを気にするようになり、
ついに今般の津波で道路が崩落したことによ
り再び姿を現した津波石を発見する。そして
大船渡市長に働きかけた結果、災害伝承の媒
体として保存活用の途が採られ、今に至る。
　ここに記されている内容も、一見ある種の
奇跡と形容され得るような偶然性に富む出来
事に映るが、本質的には、吉浜地区における
奇跡が偶然もたらされた僥倖などではなく、
意思のある人々が行動し、成し遂げた達成で
あることを象徴するエピソードであると評価
すべきなのであろう。

（5）小括

　本章では、洋野町種市八木地区と普代村普
代地区及び太田名部地区、宮古市重茂姉吉地
区、大船渡市三陸町吉浜地区という、東日本
大震災において地域固有の災害文化が人的被
害の軽減に好的な影響を及ぼしたという評価
がなされた地域に焦点を当て、津波モニュメ
ントとの関係を軸として、防災・減災上有意
に機能したと考えられる要因や背景について
分析を加えてきた。
　昭和の三陸地震津波後に設けられた、東京
朝日新聞社義捐金によるモニュメントの前に
おける慰霊祭を連綿と続けている洋野町及び
普代村について、洋野町では避難訓練、普代
村では防潮堤の整備に象徴されるような他の
津波対策と連動しつつ、消防団や行政という
安定した主体の下で営まれ続けたことが、他
地域にはない強固な災害伝承の場としての慰
霊祭を確立し、それが東日本大震災における
人的被害軽減にも影響を与えた可能性を指摘
した。
　続いて宮古市重茂姉吉地区では、「ここよ
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り下に家を建てるな」という文言をともなう
「大津浪記念碑」と対をなす災害文化として
評価できる観音信仰に着目し、両者が両輪と
なって津波モニュメントを媒介とした災害文
化を有効に機能させてきた、すなわち二つの
津波モニュメントが高台移転集落の低地回帰
抑止の一助となってきた可能性を示すととも
に、東日本大震災後の宮古市重茂地域におけ
る過去の津波犠牲者慰霊祭の変容について調
査を行い、観音像にまつわる姉吉地区のロー
カルな災害文化が、当該震災を経て、重茂地
域全体で共有されるものへと昇華したことを
明らかにした。
　同様に、過去の高台移転が維持されたこと
で集落の致命的な被災が免れたと評価される
大船渡市三陸町吉浜地区では、高台移転の徹
底に貢献した元村長の家で営まれる盆供養
や、昭和の三陸地震津波の災害遺構の保全、
市町村合併にともなう1960年チリ地震津波被
災者意識の共有などといった諸要素が相まっ
て、高台移転の維持と住民らの津波に対する
意識の高揚を後押ししたと考えられることを
述べた。
　前述の通り、各地区において発生する津波
の規模やそれによってもたらされる被害の様
相は、多様な変数により左右されるものであ
り、上に指摘した一連の事項もまた、それを
構成するいくつかの要素を抽出したものに過
ぎない。しかしながら、全ての事例から共通
して看取できるのは、単一の方途に依存する
ことなく、相互に連関した形で津波にまつわ
る複数の災害文化が形成されていたために、
未曽有と形容された東日本大震災においても
人的被害を最小限に止めた可能性が考えられ
るということであろう。
　一般に流布しているような洋野町・普代村
＝慰霊祭、宮古市重茂姉吉＝大津浪記念碑、
大船渡市三陸町吉浜＝高台移転、などといっ
た一面的な評価では、各地域における災害文

化の意義や機能を正確に捕捉することは困難
である。むしろ、上記のような顕著な災害文
化を担保、存立せしめてきた複雑な背景や歴
史的経緯の中にこそ、私たちが次なる津波災
害に備えて学ぶべき災害伝承のあり方を見出
し得るものと考える。
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註
1 �　モニュメントの付近に住む女性（氏名非

公表希望、1940年生）より筆者聞き取り。
2 �　同日、慰霊祭会場にて、柾屋伸夫普代村

長より筆者聞き取り。
3 �　同日、慰霊祭会場にて、同地区の消防団

分団長を務める I 氏（1956年生、男性）よ
り筆者聞き取り。

4 �　磯田道史『天災から日本史を読みなおす 
先人に学ぶ防災』（中公新書、2014年）では、
これらの整備について、昭和三陸地震津波
の被災者でもある和村幸得元普代村村長の
尽力を高く評価している。

5 �　一例として「THE NEW YORK TIMES」
2011年 4 月21日号の「Tsunami Warnings 
for the Ages, Carved in Stone」と題した
記事の中で当該碑が紹介されている。

6 �　内容は内閣府ホームページ（https://
www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27/
honbun/1b_1s_01_05.html、2025年12月31
日最終閲覧）上でも公開されている。

7 �　前述の通り、当該イベントは重茂平和公
園で行うのが常であるが、荒天時は漁業協
同組合の施設内で実施されることになって
いる。

8 �　同日、慰霊祭の場で重茂漁業協同組合参
与のＳ氏（1961年生、男性）より筆者聞き
取り。

9 �　同日、慰霊祭の場で参加者（1942年生、
女性、氏名非公表希望）より筆者聞き取り。

10�　姉吉集落に住む K 氏（1946年生、男性）
によると、この「姉吉観音讃仰会」は、過
去の津波犠牲者の遺族から構成されるもの
で、東日本大震災で観音像が失われるま
で、毎年観音像の下で行われた慰霊祭の主

体になっていたが、本節で述べたような慰
霊祭のあり方の転換にともない、東日本大
震災の津波到達点碑の建立を最後の事業と
して行った後、解散したという。

11�　昭和の三陸地震津波発災後、早い段階で
なされた指摘として、山口弥一郎『津浪と
村』（三弥井書店、2011年、初出1943年）
が挙げられる。

12�　井原毅・藤生慎・沼田宗純・大原美保・
目黒公郎「東北地方太平洋沖地震における
三陸地方の高地移転地域の調査報告」（『地
震工学論文集』31-b、2012年）は、当該
地区の高台移転が成功した要因の一つとし
て、集落の規模がそこまで大きくなかった
ことを指摘している。

13�　「岩手日報」2018年10月17日号掲載、連
載記事「碑の記憶」中で、吉浜地区内に所
在する「開墾碑」（表 1 - 2 - 6  No.174）を
取り上げたもの。

14�　ただし、これらモニュメントの内、当時
の被災者の手で彫られた碑文をともなった
津波記念石（表 1 - 2 - 6  No.175）は、周
辺の道路工事に際し地中に埋没し、後述す
るように東日本大震災を機に再び日の目を
見ることになる。

15�　吉浜地区における複数の住民を対象に
行った聞き取りによると、盂蘭盆会期間中、
血縁関係を有する家々の祖霊を広く拝んで
回る慣習は柏崎家に限らず、同地区内で一
般に見られるものであるという。

16�　以下は「思い出の「津波石」－二度も繰
り返した偶然－」と題された柧木沢正雄氏
の東日本大震災の体験記による（https://
tsunami- ishi . jp/ofunato-yoshihama/
report04.html、2025年12月31日最終閲覧）。
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第 3 章　津波モニュメントと所在地域の住民との関係に関する定量的な考察
� —岩手県大船渡市末崎町における質問紙調査を通して

（1）問題の所在

　本書の冒頭で述べたように、東日本大震災
を契機として、津波モニュメントに対する社
会的関心は著しく高まり、それにともないこ
れまでにはない新しい視点から、学術的検証
が加えられるに至っている。とりわけ佐藤翔
輔氏らにより近年発表された論考［佐藤ら
2017b］は、従来の定性面に偏りがちであっ
たアプローチから脱し、住民による石碑群の
認知状況と、東日本大震災における避難行動
との連関を定量的に議論することを試みた、
画期的な成果と言える。
　媒体（津波に関する石碑）の認知度以上に、
伝承の内容（昭和三陸地震津波というイベン
ト）の認知度が、東日本大震災における住民
の避難行動に有意な影響を及ぼした可能性が
想定されることをはじめ、当該論文が提示す
る新たな知見は示唆に富むものである。一方
で、調査対象としている震災前の陸前高田市
内に所在した24基の津波関連石碑群は、多様
な性格の石碑類から構成されており（註 1）、加
えて同一の質問紙調査に基づくと見られる平
川雄太氏らの成果［平川ら 2017］（註 2）によれ
ば、当該調査の回答者数357人の内、過去の
津波に関する石碑が複数基所在した陸前高田
市広田町及び小友町の居住者は、全体の 1 割
にも満たない31人に留まる。これらのことか
ら、佐藤氏らの論考が導き出した結論が、津
波に関する石碑類と日常的に接している住民

の認知度や、その避難行動への影響を直接的
に反映するものであるか否かという点につい
ては、なお慎重な議論を重ねることが必要で
あると思われる。
　そこで本章では、佐藤氏らが提起した論題
の追検証の場として、岩手県大船渡市末崎町
を選定した。末崎町は1952（昭和27）年の市
町村合併により大船渡市に編入されるまで独
立した行政単位であり、昭和三陸地震津波の
後に、東京朝日新聞社から寄せられた義捐金
を活用し、被災した沿岸部の14集落に、明治
と昭和それぞれの津波到達点を示す標石を 1
基ずつ、計28基設けていた（註 3）。建碑から年
を経るにつれてその数は漸減し、東日本大震
災においても 2 基が流失したと見られている
が、それでも18基が現存する（図 3 - 1 ）（註 4）。
　このように、とりわけ避難行動にも直接的
に影響を与えることが予想される、過去の津
波到達点を可視化するという性格を備えた標
石が生活圏内に濃密に分布する地域において
質問紙調査を行うことにより、住民の過去の
津波に関する石碑認知度と避難行動との間の
関連性について、よりクリアな議論が展開で
きると考えられる。
　本章ではこのような見地に基づいて実施し
た調査の概要とその結果について、以下に述
べていく。
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※大船渡市津波ハザードマップ（末崎町）をもとに作成。
※�図中、明治の三陸地震津波到達点を示すモニュメントを緑、昭和の三陸地震津波到達点を示すモ

ニュメントを黄でマークした。

図 3 - 1 　本調査で対象とする大船渡市末崎町内の津波到達点標石一覧
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（2）�岩手県大船渡市末崎町における質問紙調

査の概要

1 ）調査方法
　岩手県大船渡市末崎町において、全 1292
戸（調査実施当時）を対象とする質問紙調査

（資料 3 - 1 ）を実施した。2022（令和 4）年
7 月 5 日配布、同15日に回収を行った。配布
に際しては各戸において20歳以上の者 1 名が
代表して回答するよう依頼した。

2 ）調査内容
　①回答者の属性（年齢、町内の居住地、町
内居住年数等）、② 18の標石それぞれの認知
度、③東日本大震災発生時における避難行動、
④過去の津波にまつわるモニュメントに関す
る価値判断を中心とした全17項目。

3 ）実施状況
　有効回答数は730（有効回収率56.5%）で
あった。回答者中、男性48.8%、女性 46.8%

（性別無回答 4.4%）と、男女比はほぼ 1：1
である。また、回答者の平均年齢は68.7歳で、
年齢層別の割合を見ると、60代が25.2％、70
代が31.0％を数えており、東日本大震災発生
時、60歳前後であった方が回答者の過半を占
めていた。

（3）�岩手県大船渡市末崎町における質問紙調

査の結果

　前項で概要を述べた調査について、質問紙
の項目別に回答結果を示していく。

質問 1 　性別・年齢

　地域単位で見ると最大29ポイント（実数 9 ）
の差が生じているものの、回答者全体の男女
比は概ね 1：1 となっている（表 3 - 1 ）。また、
回答者の平均年齢は68.7歳と、2020（令和 2 ）
年10月 1 日時点における大船渡市全体の平均

年齢53.3歳（註 5）を15歳ほど上回っていた（表
3 - 2 ）。本書の前提となる津波モニュメント
の悉皆調査の過程においても、聞き取り調査
を申し入れた際、一家の中でもより多くの経
験や土地勘を有する年配の方が回答者として
推される傾向があり、過去の津波に関する石
碑類を主なテーマとした本質問紙調査でも同
様に、家族内でも年配の方が回答するよう促
された可能性がある。なお最年少回答者は26
歳、最高齢回答者は93歳であった。

性　別 回答数 割　合

男　性 356 48.8%

女　性 342 46.8%

無回答 32 4.4%

合　計 730 100%

表 3 - 1 　性別回答結果

表 3 - 2 　年齢回答結果

年代 20代 30代 40代 50代 60代

割合 0.1％ 1.8％ 3.3％ 11.5％ 25.2％

年代 70代 80代 90代 無回答 平均

割合 31.0％ 15.2％ 1.1％ 10.8％ 68.7歳

質問 2 　回答者の居住地域

　末崎町内では、「『地域』制度」とも言う
べき独特な自治体制が確立されている。表
3 - 3 の各行頭に記した地名（註 6）は末崎町内
で「地域」と呼ばれる単位である。それぞれ
の「地域」には「地域公民館」が設けられ、
町内会の連絡事項などは、この「地域公民館」
を起点として、「地域」内の各班長を介して
各世帯に伝えられる。いわば末崎町における
住民自治の基本単位の一つがこの「地域」と
いうことになる。以下本章で「地域」と記す
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表 3 - 3 　居住地域回答結果

地 域 名 回答数 到達点碑等の有無（※ 3） 東日本大震災被災状況

船 河 原 31/41 明治× 2・昭和 人 2 　住家 6

峯 岸 31/44 明治・昭和 人 2 　住家28

内 田 ―（※ 1 ） ― 人 0 　住家37

細 浦 32/40 明治・昭和・記念碑 人 2 　住家37

神 坂 43/68 ― 人 4 　住家57

中 野 112/141 明治・（昭和） 人 2 　住家12

小 細 浦 32/61 明治 人 3 　住家36

平 83/227 ― 人 0 　住家25（※ 4 ）

平南団地 17/51 ― （震災後に新設）

小 田 47/68 ― 人 0 　住家 0

梅 神 47/68 明治・昭和 人 1 　住家 9

小 河 原 61/91 明治 人26　住家163

門 之 浜 36/83 明治・（昭和） 人 1 　住家42

中 井 16/34 ― 人 0 　住家 3

西 舘 20/53 昭和 人 7 　住家38

泊 里 ―（※ 2 ） 明治・昭和 人 6 　住家35

碁 石 48/94 明治・昭和 人 4 　住家22

三 十 刈 37/75 ― 人 3 　住家5

山 根 34/53 ― 人 1 　住家 1

合 計 730/1292 18基＋記念碑 人64　住家556

際は、上記のような末崎町における語義を念
頭に置いて使用する。
　表 3 - 3 には、各回答者の所属地域の内訳に
加え、本調査で対象とする津波モニュメント
群の分布状況と、東日本大震災の被災状況を
地域別にまとめたものを参考として付記した。
　調査結果を見ると、概ね各地域から満遍な

く回答を得られていると言えるが、回収率に
ついては地域間で最大45ポイントほどの差が
生じている。最も低い平南団地は震災後に新
たに設けられた公営住宅であり、各地で被災
した方が多く集まっているものの、自力では回
答が困難と思われる高齢者も多いという（註 7）。

※�1 東日本大震災後、内田地域は解消され、住民は主に細浦地域へと編入された。
※�2 東日本大震災後、泊里地域は解消され、住民の多くは碁石・三十刈の 2 地域に分かれて編入された。
※�3 東日本大震災で流失した標石については「（）」を付けて示した。また、「記念碑」とは細浦地域内に所在す

る長源寺に設けられた東京朝日新聞社義捐金による昭和 8 年三陸地震津波記念碑（朝日記念碑の一つであるが、
「津浪横死者供養塔」と題されている）であり、末崎町（当時は末崎村）内28か所に標石を設けたことなどが
記されている。なお本調査で質問の対象としたもの以外の津波モニュメントについては割愛している。

※�4 平地域は海に面しない高台に位置しており、ここで示した住家被害は地震によるもの（いずれも半壊）。なお、
各地域の被災状況については、「末崎町東日本大震災記録誌」編集委員会編『末崎町東日本大震災記録誌』（2022
年）による。
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質問 3 　過去の津波の認知度及び認知手段

　本調査の主たる対象である明治・昭和の三
陸地震津波到達点標石に関連して、それぞれ
の災害がどの程度回答者に認知されているか
を確認し、認知している場合、主にどのよう
な手段によって認知するに至ったかを確認し
た（表 3 - 4 、 3 - 5 ）。
　認知度については明治・昭和いずれも知っ
ているという方が最も多いが、いずれも知ら
ないと答えた方も存外に多い結果となった。
認知の手段としては「家族や親戚から学んだ」
が突出している。最も影響を受けたものを一
つ選ぶ形式としている点に留意しなければな
らないが、本調査の主題である、石碑をはじ
めとする文化財が主たる認知手段と答えた方
の割合は、 5 ％にも満たない。この認知手段
の傾向をふまえると、昭和三陸地震津波のみ
知っている人が多い理由として、当該震災を
経験し、自らの言葉でそれを語ることのでき
る親類を、回答者の多くが持っていたことが
想定される。
　一方、いずれも知らないと答えた回答者群
は、平均年齢（70.2歳）・居住年数（57.9年）・
居住世代数（2.1世代）と、いずれも全体平
均に比べ遜色がない。この結果は、上記の３
事項が過去の災害認知に強い影響を及ぼす要
因とは言えないことを物語る。ただし、「知っ
ている」の定義が明記されていないので、出

来事があったことは認知していても、詳細ま
で把握していないために「知らない」を選ん
だ可能性も考えられる。

質問 4 　震災発生時の居住地

居住地 回答数 割合

現 住 地 域 に 同 じ 564 77.3%

末 崎 町 内 他 地 域 96 13.2%

末 崎 町 外 57 7.8%

無 回 答 13 1.8%

表 3 - 6 　�東日本大震災発生時点における

居住地回答結果

　本調査における質問 5 ～15は、東日本大震
災以前における大船渡市末崎町内の津波モ
ニュメント群の認知度が、東日本大震災発災
時における住民の避難行動に影響を及ぼした
のか否かを検証することを主たる眼目として
設定されたものであるため、東日本大震災後
に末崎町に居住するようになった回答者の
データを分析対象から除外する必要がある。
　そこで、表 3 - 6 中、末崎町外と答えた約
8 ％の回答者に対しては、質問 5 ～15につい
て回答を求めなかった。

表 3 - 4 　過去の津波認知度回答結果　　　　　　　 表 3 - 5 　過去の津波認知手段回答結果

認知対象 回答数 割合

明治・昭和 253 34.7%

明 治 の み 3 0.4%

昭 和 の み 232 31.8%

知 ら な い 223 30.5%

無 回 答 19 2.6%

認知手段 回答数 割合

自 学 52 10.7%

家 族 親 戚 232 47.5%

地域の大人 52 10.7%

教 育 機 関 27 5.5%

報 道 機 関 33 6.8%

文 化 財 18 3.7%

そ の 他 41 8.4%

無 回 答 33 6.8%
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質問 5 　出生地と主たる居住地

表 3 - 7 　回答者の末崎町居住歴回答結果

出生地及び居住地 回答数 割合

町内で生まれ、主に町内に居住 417 62.1%

町内で生まれ、主に町外に居住 16 2.4%

町外で生まれ、主に町内に居住 198 29.5%

町外で生まれ、主に町外に居住 32 4.8%

無回答 8 1.2%

　主たる調査の対象となる津波モニュメント
の認知度や津波発生時の避難行動などは、回
答者の末崎町における居住年数に影響を受け
ることが予想されたため、各回答者の末崎町
居住歴を質問した。回答状況を見ると、 9 割
強の回答者が主に末崎町内で生活してきたと
いうことになる（表 3 - 7 ）。

質問 6 　回答者の末崎町内居住年数

　平均 56.1 年　

　質問 5 で確認した回答者の末崎町内居住歴
をより定量的に把握するため、おおよその居
住年数を質問した。回答者の平均年齢である
68.7歳と照らし合わせても、以下の質問で回
答を得ているモニュメントの認知度や、東日
本大震災発災直後における行動については、
人生の大部分を末崎町内で過ごした者の挙動
を示すものとして捉え得るということになろ
う。

質問 7　属する家の末崎町域における居住世
代数

　平均 2.4 世代

　質問 5 ・ 6 に関連し、回答者本人のみなら
ず、回答者が直接的に災害伝承の影響を受け
ることが想定される肉親の末崎町内居住歴に

ついて、自身を起点として何世代前から末崎
町域に居住しているかという形で質問した。
平均値は概ね祖父母～曾祖父母の代から居住
していることを示す。最頻値は父母の代で
163人、次点が祖父母の代で 135人、曾祖父
母の代は54人であった。

質問 8　�東日本大震災発生時の避難目標

表 3 - 8 　�東日本大震災発生時の避難目標回

答結果

避難目標 回答数 割合

指定された避難所 93 13.9%

指定避難所以外の公共施設 13 1.9%

過去の津波到達点碑など 6 0.9%

とにかく高い所 284 42.3%

その他 140 20.9%

津波が迫るまで避難せず／
できず 32 4.8%

末崎町外にいた 190 28.3%

無回答 29 4.3%

　※�複数回答を可としたため、割合の合計は 100％
を超える。

　東日本大震災発生時における住民の避難行
動を捕捉するため、地震発生後の避難行動に
ついて質問した（表 3 - 8 ）。「とにかく高い
所」を目指したという回答が突出しており、
本調査で主たる対象としている、過去の津波
到達点を示す標石などの津波モニュメントを
目指して避難したという回答者は１％にも満
たない。また、概ね 5 人に１人が「その他」
と回答したことになるが、「自宅が高台にあ
るため避難しなかった」という回答が多数を
占めた。全体の約 3 割の回答者が、発災時に
末崎町外にいたと回答している点にも注目さ
れる。その約 3 割の回答者が仮に発災時町内
にいた場合、上記のモニュメントを避難目標
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にしたという回答の割合は上昇した可能性も
あるが、それ以上に、不意の自然災害に見舞
われた際、住み慣れた居住地以外で被災する
割合が、少なくとも末崎町では 3 割に上って
いたという事実は、町内会などローカルなコ
ミュニティ単位で防災に取り組む機会が多い
現状をふまえると、看過できない重みをもっ
ている。

質問 9 　末崎町内の津波モニュメントの認知度

　質問 9 では、末崎町内に所在する津波モ
ニュメント群について、個々の碑の認知度と

東日本大震災を契機とした認知度の推移を探
ることを目的とする設問を行った。
　表 3 - 9 では、東日本大震災を経て現存す
る18の標石それぞれについて、回答者全体の
認知度に加え、回答者が属する地域毎に集計
した認知度を一覧にしている。自身が居住す
る地域、及びその隣接地域に所在する津波モ
ニュメントの認知度が顕著に高いことが一目
瞭然となる。字西舘に所在する昭和の三陸地
震津波到達点標石が全体で最も高い認知度を
示している点については、末崎町内唯一のガ
ソリンスタンドから視認できるという立地が
影響している可能性が考えられる。

表 3 - 9 　対象モニュメントの個別認知度回答結果（単位：％）

N=730
① 

船河原 
明治

② 
石浜 
明治

③ 
石浜 
昭和

④ 
峯岸 
明治

⑤ 
峯岸 
昭和

⑥ 
細浦 
明治

⑦ 
細浦 
昭和

⑧ 
中野 
明治

⑨ 
山岸 
明治

⑩ 
高清水 
明治

⑪ 
高清水 
昭和

⑫ 
鶴巻 
明治

⑬ 
門之浜 
明治

⑭ 
西舘 
昭和

⑮ 
中森 
明治

⑯ 
泊里 
昭和

⑰ 
大浜 
明治

⑱ 
大浜 
昭和

全　体（730） 9.1 6.9 8.4 10.0 12.2 9.5 10.0 12.6 8.3 10.3 10.7 12.4 10.9 19.0 12.8 13.6 6.4 7.4 

船河原（31） 76.0 52.0 64.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

峯　岸（31） 6.7 3.3 3.3 63.3 80.0 13.3 10.0 6.7 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 

細　浦（32） 13.8 13.8 13.8 27.6 31.0 51.7 55.2 17.2 17.2 13.8 10.3 10.3 10.3 17.2 10.3 10.3 10.3 10.3 

神　坂（43） 2.6 0 0 2.6 2.6 2.6 2.6 13.2 0 0 0 0 2.6 2.6 0 0 0 0 

中　野（112） 3.2 4.3 5.4 6.5 6.5 5.4 7.5 36.6 4.3 3.2 3.2 3.2 4.3 4.3 3.2 3.2 3.2 3.2 

小細浦（32） 3.7 0 0 0 3.7 0 0 3.7 51.9 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 

　平　（83） 6.6 8.2 9.8 11.5 9.8 13.1 14.8 11.5 13.1 9.8 9.8 16.4 11.5 6.6 6.6 9.8 6.6 6.6 

平南団地（17） 0 0 0 0 16.7 0 16.7 8.3 8.3 0.0 0 25.0 0 16.7 8.3 25.0 0 0 

小　田（50） 15.2 9.1 12.1 9.1 15.2 15.2 12.1 18.2 9.1 24.2 24.2 15.2 9.1 15.2 18.2 12.1 6.1 12.1 

梅　神（47） 11.8 8.8 8.8 11.8 11.8 11.8 14.7 8.8 5.9 70.6 73.5 14.7 14.7 20.6 8.8 17.6 5.9 5.9 

小河原（61） 4.3 2.2 2.2 2.2 4.3 4.3 2.2 2.2 2.2 6.5 8.7 52.2 8.7 13.0 8.7 6.5 2.2 2.2 

門之浜（36） 0 0 3.2 0 0 3.2 3.2 3.2 3.2 0 3.2 22.6 64.5 25.8 9.7 12.9 0 3.2 

中　井（16） 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7 0 0 0 30.8 38.5 15.4 0 0 0 

西　舘（20） 5.3 0 0 10.5 10.5 10.5 5.3 0 0 0 5.3 5.3 5.3 68.4 26.3 42.1 10.5 10.5 

碁　石（48） 9.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 15.2 15.2 12.1 15.2 54.5 33.3 42.4 24.2 36.4 

三十刈（37） 6.5 6.5 9.7 6.5 9.7 6.5 6.5 6.5 6.5 9.7 6.5 6.5 6.5 54.8 64.5 58.1 19.4 16.1 

山　根（34） 8.0 8.0 12.0 8.0 12.0 12.0 12.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 52.0 28.0 20.0 16.0 16.0 

※�最上部に「①船河原明治」などと記した各モニュメントの名称は、所在する字名と、明治または昭和いずれの津波到達点を示す標石
かを意味し、「①」などの数字は前掲図 3 - 1 のそれに対応する。また、セル内に記載した数値は当該モニュメントの住民認知度をパー
セント表示したものである。

※�地域別に集計した行では、回答者が居住する地域に所在する標石の認知度を示すセルについて黄色でマークした。
※�字中森及び字泊里の両地区が属する泊里地域は、東日本大震災後に解消されたため、かつての泊里地域居住者が主に属することとなっ

た碁石地域及び三十刈地域における両モニュメントの認知度を青色でマークした。
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表 3 -10　�東日本大震災前後のモニュメント

認知数の推移

平均 事前 事後

全体 1.9 1.2 0.7

船河原 2.5 2.2 0.3

峯　岸 2.2 1.5 0.7

細　浦 3.4 1.8 1.7

神　坂 0.3 0.3 0

中　野 1.1 0.5 0.6

小細浦 0.7 0.6 0.1

平 1.8 1.0 0.8

南団地 1.3 1.3 0

小　田 2.5 1.5 1.0

梅　神 3.3 2.4 0.9

小河原 1.3 0.8 0.6

門之浜 1.6 1.3 0.3

中　井 0.9 0.7 0.2

西　舘 2.2 1.5 0.6

碁　石 3.1 2.0 1.1

三十刈 3.1 2.5 0.5

山　根 2.5 1.0 1.6

※�数値は回答者が認知しているモニュメントの基数

を示す。

※�小数点第二位を四捨五入しているため、事前と事

後の合計が平均に合致しない場合がある。

　質問 9 では、対象とする18のモニュメント
について、東日本大震災以前から認知してい
たものと、東日本大震災後に新たに認知した
ものに分けて回答を求めていた。その結果を
集計し、全体及び地域別に回答者の認知数の
変遷をまとめたものが表 3 -10 である。
　平均すると一人当たり 2 基程度の認知が認
められる。一般的に東日本大震災を経て、過

去の津波被害に関する知識や関心は、震災以
前に比べ相対的に高まったことが想定される
が、それでも標石の認知度には著しい向上は
見られず、平均すると一人当たり１基新たに
認知したか否かという程度に留まることにな
る。
　なお中野と山根の 2 地域では、東日本大震
災後の新規認知数が発災以前の認知数を上
回っているが、これはいずれも地域内の回答
者の認知度が低調な中で、それぞれ 3 名が
震災後に町内のモニュメントをほぼ全数把握
したと回答していることによる。

質問10　居住地域からの距離が津波モニュメ
ントの認知度に与える影響

　津波モニュメントの認知度について、対象
となるモニュメントと回答者の居住地との距
離的懸隔が影響を及ぼすか否かを検証するた
め、末崎町内に所在する特定の津波モニュメ
ントの認知状況を調査するとともに、回答者
が所属する地域毎に回答結果を集計し、地域
別の認知状況を明らかにした。
　対象としたのは、末崎町細浦に所在する真
言宗寺院長源寺に建立された、「津浪横死者
供養塔」である。当該モニュメントを対象と
して抽出した理由は以下の 2 点である。
①�長源寺は、東日本大震災発災以前、末崎町

内唯一の鉄道駅であった細浦駅や、細浦漁
港から至近であり、細浦地域以外の住民も
周辺を訪れる機会が少なからずあると想定
されたため。

②�「供養塔」と命名されているものの、実質
的には昭和の三陸地震津波の後に東京朝日
新聞社義捐金で建立された記念碑であり、
質問 9 で調査対象とした標石群建立の由来
を述べた碑文をともなうため。
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表 3 -11　�長源寺津浪横死者供養塔の認知度

回答結果

津浪横死者供養塔の
認知状況 回答数 割合

存在・内容ともに認知 53 7.9%

存在のみ認知 187 27.9%

いずれも認知せず 363 54.1%

無回答 68 10.1%

表 3 -12　�長源寺津浪横死者供養塔の地域別

認知度集計結果

内容
認知

（％）

存在
認知

（％）

認知
合計

（％）

地域‐
長源寺間
距離（km）

平均 7.9 27.9 35.8 1.7

船河原 8 60 68 1.1

峯　岸 20 60 80 0.3

細　浦 33.3 50 83.3 0

神　坂 7.9 34.2 42.1 0.5

中　野 3.8 46.2 50 0.6

小細浦 3.3 36.7 40 0.6

平 12.8 23.1 35.9 0.9

南団地 23.1 7.7 30.8 1.2

小　田 4.8 14.3 19.1 2

梅　神 2.4 29.3 31.7 2.1

小河原 1.9 11.3 13.2 1.7

門之浜 8.6 17.1 25.7 2.2

中　井 0 12.5 12.5 2.5

西　舘 10 0 10 2.8

碁　石 4.3 17.4 21.7 3.5

三十刈 2.8 19.4 22.2 3.3

山　根 6.3 0 6.3 2.8

　表 3 -11は、回答者全員の回答状況を単純
集計したものである。これによれば半数強の

回答者が当該モニュメントを認知できておら
ず、内容まで把握できていた回答者は 1 割に
も満たないことになる。
　続いて地域的偏差を確認するため、地域別
に集計したものが表 3 -12である。地域毎の
集計結果に加え、地域毎に設置された公民館
を便宜的な地域中心地に見立て、そこから長
源寺までの直線距離を参考として右端の列に
示した。
　当該表からは、対象と居住地域の間の距離
に反比例して認知度が低下していくこと、モ
ニュメントが所在する細浦地域では回答者の
3 人に 1 人が内容まで把握していることが明
らかとなった。

�質問11　東北地方太平洋沖地震発生時におけ
る津波リスク認知度

表 3 -13　�東北地方太平洋沖地震発生時におけ

る津波リスク認知度回答結果

津波リスク認知度 回答数 割合

来ると
思った

直感的に 387 57.7%

石碑や伝承により 31 4.6%

周りの人が来ると
言っていたので 67 10.0%

テレビやラジオ、
警報によって 88 13.1%

来ないと思った 29 4.3%

わからなかった 25 3.7%

無回答 44 4.6%

　津波モニュメントの認知度と東日本大震災
における避難行動との関係を検証すべく、本
質問では東北地方太平洋沖地震発生時におけ
る津波リスクの認知状況を質問した。表 3 -13
によると、 6 割近くの方が直感的に津波リスク
を認知したと回答し、「来ないと思った」「わか
らなかった」と答えた回答者は全体の 1 割弱
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に留まる。ただし、主に石碑や伝承により津波
リスクを認知したと回答した方は 5 %足らずで
あった。
　なお、本回答は基本的に東日本大震災にお
いて致命的な難を逃れた方によるものである点
にも留意する必要があろう。

質問12　津波モニュメントの認知方法

表 3 -14　�津波モニュメントの認知方法回答

結果

認知方法 回答数 割合

自宅のそばにあるので
自然に知った 234 34.9%

家族・親戚・地域の
年配者から教わった 167 24.9%

学校や博物館などの
教育機関で教わった 17 2.5%

各種報道や広報誌などで
目にした 36 5.4%

その他 37 5.5%

どれも知らない 192 28.6%

無回答 79 11.8%

　質問 9 及び質問10で対象とした末崎町内の
津波モニュメントについて、如何にして認知
に至ったかを質問した。なお複数回答も可と
した。
　表 3 -14の内、「その他」の大半は「偶然遭
遇した」というものであった。上位回答であ
る「自宅のそばにあるので自然に知った」「家
族・親戚・地域の年配者から教わった」と合
わせて、日常生活の中で受動的に認知した
ケースが多数を占めるものと考えられる。

質問13　避難行動と津波モニュメントの関わ
り

表 3 -15　�東北地方太平洋沖地震発生時の津波

モニュメント想起の有無回答結果

発災時における
津波モニュメント想起の有無 回答数 割合

避難の際の目安にした 26 5.4%

目安として頭に浮かんだが
別な場所を目指した 57 11.9%

目安にしなかった 265 55.3%

無回答 131 27.3%

　津波リスクに直面した際、津波モニュメン
トの存在がどれほど避難者の意識の中で前景
化した（と当人が認識している）かを問うた
めに、東北地方太平洋沖地震に見舞われた直
後、津波モニュメント群を想起したか否かを
問うた。
　表 3 -15によれば、避難行動を行った際、
咄嗟に過去の津波到達点を示す標石らが頭に
浮かんだと答えた人の割合は 2 割弱で、半数
強は目安にしなかったと回答している。無回
答もまた 3 割に迫るほど多くなっている。こ
れについては、質問 8 で明らかになったよう
に、全体の 3 割近くが末崎町外で地震に見舞
われるなど、末崎町内で避難行動を行わな
かった回答者が多数いたことが要因の一つと
考えられる。

質問14　避難の目安としての津波モニュメン
ト評価

　先の質問13では、東北地方太平洋沖地震に
よってもたらされた津波リスクに直面した際
の避難行動時における、津波モニュメントの
指標としての評価について質問した。続く質
問14では、東日本大震災を経て、現在の末崎
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町居住者が、町内に所在する津波モニュメン
ト群を避難目標として如何に評価しているか
を確認した。今後津波から避難する際に、町
内に所在する津波モニュメント群が避難の目
安になり得るか否かに加え、そのように考える
理由についても選択式で回答を求めている。
　質問13では、避難の目安として想起したと
回答した者は 2 割にも満たなかったが、本質
問では「目安になる」「目安にならない」の
回答率に顕著な差は生じなかった。質問 13
において「目安にしなかった」と回答した
265名中、38.5％が本質問に対して 1 ～ 3 の
肯定的な評価を下している。他方で、今後東
日本大震災を上回る規模の津波をもたらす可
能性のある地震（日本海溝・千島海溝周辺海
溝型地震）発生の可能性が指摘される中で、
特定の目安を定めるべきではないという意見
も多数見られた（表 3 -16）。

表 3 -16　�避難目標としての津波モニュメン

トの評価回答結果

避難目標としての評価 回答数 割合

目
安
に
な
る

東日本大震災でも
被災しなかったもの
があるから

30 6.3%

43.0%過去にここまで津
波が来たとわかる
から

144 30.1%

昔から伝わってきた
ものだから 32 6.7%

目
安
に
な
ら
な
い

過去と現在では地
形や環境が異なる
から

62 12.9%

43.6%
東日本大震災で被
災したものがあるか
ら

25 5.2%

どれほど大きな津
波が来るかわから
ないから

122 25.5%

無回答 64 13.4％ 13.4％

質問15　到達点碑に関するエピソード

　質問 9 及び質問10で取り上げた末崎町内の
津波モニュメントに関連して、印象に残るエ
ピソードや、把握している情報（移動履歴な
ど）について自由記述形式で提供を求めた。
　回答率は 6.4％と限定的であるが、寄せら
れた回答からは、到達点を示す標石群が、回
答者の日常生活に馴染んでいたことが窺え
る。また、少なくとも回答者の印象に残るよ
うな形では組織的な活用がはかられた事例は
確認されないものの、私的に災害伝承や過去
の災害想起の媒体として機能していたことを
示す回答も確認された。
　津波モニュメントに関連した全記述を、以
下に列記する。なお、誤字や脱字と思われる
部分についても、原文のまま転載する。
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・�④⑤はいつも通る道端にありここまで津波が来たのだと教えられていた。自分が生まれてか

らのチリ地震、十勝沖地震［「で」脱ヵ］どのように津波が来るのか教えられ、十勝沖地震

の時は小 5 で津波警報が解除されるまで校庭で門ノ浜の海を見ていた（下校の道が海のそば

であったため）。④は子どもの頃「だるまさんがころんだ」などの遊びの時『つなみ石』に

触れながら唱え遊んでいた。地震の時、線路より下に家のあった親類の家族が避難してきた

（自分の家が④より上にあったため）。

・�お盆には墓参りをするが、その際長源寺にある碑を見、拝んでくる。

・�チリ津波の際、近所のおじいさんが孫を背負って石碑の近くまで逃げていた。

・�子どもの頃自分の遊び場内を流れる川の中に石碑が設けられており、子供心になぜ川の中に

石碑があるのか不思議に思い、祖父母から聞いたことがある。それで明治の津波到達点であ

ることを知った。

・�神坂にも津波到達点碑がありましたが自然になくなりました。場所は旧農協の下です。

・�石碑については全く知らなかった。今回の震災で知った。

・�犬を散歩しながら津波石をめざしている。その際に子供にこれより高い所へ逃げるよう教え

ている。

・�住民に対する周知活動がないと風化する。

・�今まで全く興味がなく気にもとめていなかった。どんな意味があるかもわからず過ごしてい

たので、意味がわかったらいいのかもしれない。

・�こんなに良い目標があったのにこれより海側に家を建てて被災し残念である。

・�お盆や彼岸でお墓参りした時には必ず津波犠牲者供養碑に合掌して参ります。

・�昭和の石碑は家から100mくらい海岸の方の仁木さん家の側の田のままに立っていた。明治

の方は家の後ろに立っていた。

・石碑があっても関心がない。

・�子供の頃に石碑を見て、津波はこんなに高い所までくるのかと脅威を感じていた。その後・

社会人になり会社の防災マニュアルが津波警報の時に危険地帯へ集合するなどの不具合が

あったのでマニュアルを変更するなどに繋げている。

・�明治の石碑は私の生家の石垣の所に立っていたのでよく見ていました。昭和の碑は一度動か

されたことがあったが、ほぼ正確に戻されたようです。東日本大震災の石碑を昭和と明治の

到達点の延長線上に建てるべきだったのではないでしょうか。
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・�生まれが末崎ではないし両親も義父母もいないので友人も少なく石碑の事はよくわかりませ

んでした。誰とも話題にしたことが今までありませんでした。興味もあまりありませんでし

た。でも昔からいろんな所に作られていたんだなあと今になってすごい歴史だなあと思いま

す。

・�お年寄りの人たちがここまで津波が来たと昔話で聞かせてくれたことを覚えている。

・�石碑が立っている所を見るとここまで津波が来たのかと思うことがあります。

・�お寺が違うのであまりいくことがないですが、法事など行った時は内容は知らないものの手

を合わせて拝んでいました。

・�西舘には明治の津波の石碑があったことを記憶しているが現在は存在しない。

・�かつて明治の石碑があったが、碁石線の道路改修の折だと思われるが、一時的に撤去されそ

のままになったものと思われる。

・�実家（峯岸）の近くにある明治の津波碑を囲んで親族の子供たちと写真を撮ったのが思い出

になっています。近隣の子供たちの遊び場となっている所に津波碑があったので暮らしの中

に息づいていたように思います。嫁ぎ先も津波の心配な場所で祖母（昭和の津波で夫を亡く

している）から「地震があったら前の坂を駆け上がって逃げろ」と言い伝えられていました。

今回の津波で泊里地区の自宅は土台しか残っていませんでしたが、家族は無事でした。

・さりげなく石碑を見ている。

・�西舘地蔵様前に明治29年の津波碑がありましたが、今度の津波で流され現在も復元なしであ

ります。この碑が復元すれば泊里の津波碑が全部そろいます。

・�どこに石碑があるかわかりませんが、石碑がある場所を探して行ってみたいです。

・�いつも見ているのであ～ここまで津波が来たんだな～ぐらい。
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質問16　過去の津波を知る上で影響を受けた
媒体

表 3 -17　�津波災害伝承上影響を受けたと考

える媒体回答結果

影響を受けた媒体 回答数 割合
家族や親戚からの教育 447 61.2%
親戚以外の地域の大人か
らの教育 157 21.5%

学校や博物館など教育機
関における教育 132 18.1%

津波到達点碑など地域の
歴史を伝えるもの 181 24.8%

新聞・テレビなどの報道 247 33.8%
インターネット上のサイ
トや SNS 28 3.8%

過去の津波についてはよく
知る機会がなかった 104 14.2%

無回答 32 4.4%

　津波モニュメントの災害伝承の媒体として
の機能を相対的に把握するため、過去の津波
災害を知る上で影響を受けたと認識している
媒体について、複数回答可能な形で質問した。
　表 3 -17 によると、過去の津波災害伝承に
影響を与え得る媒体として、「家族や親族か
らの教育」が最も広く認識されていることが
明らかとなった。
　現代の情報収集手段として主流になってい
る「インターネット上のサイトや SNS」は
極めて低調となっているが、当該選択肢を選
んだ方の平均年齢は59歳と、回答者全体の平
均年齢を10ポイントほど下回っており、回答
者の年齢層が回答状況に影響を与えている可
能性も考えられる。一方、「過去の津波につ
いてはよく知る機会がなかった」と答えた方
の平均年齢は約69歳と、全体の平均年齢に重
なることから、過去の津波の認知度について、
回答者の年齢層が影響しているとは直ちに認
め難い。

質問17　過去の津波到達点を示す標石が持つ
価値

表 3 -18　�過去の津波到達点を示す標石に対

する価値判断回答状況

過去の津波到達点を示す
標石が持つ価値 回答数 割合

過去に津波があったとい
う事実の伝承 564 77.3%

被災を繰り返してはいけ
ないという思いの伝承 275 37.7%

東日本大震災の到達点と
の比較 313 42.9%

津波避難の際の目安 324 44.4%
地域の歴史を伝える
文化財 201 27.5%

特に価値は見いだせない 15 2.1%
碑の価値を考えたことが
ない 45 6.2%

無回答 22 3.0%

　先の質問14では、東日本大震災を経験した
現在、津波到達点を示す標石群が避難の目安
になると考えるか否かを質問したが、本質問
では、居住者にとって当該標石群が避難目標
以外の価値を持ち得るのか否かについて、複
数回答可能な形式で質問した。
　結果、「特に価値は見いだせない」、「碑の
価値を考えたことがない」と回答した方は全
体の 1 割に満たず、約９割の回答者が積極的
な価値を見出していた。
　質問14においては43％の回答者が津波避難
の際の目安となり得ると回答していたが、本
質問において、「津波避難の際の目安」を選
択した方は全体の約44％であり、回答状況に
は整合が見られる。これは、東日本大震災発
災時において、実際に津波からの避難目標と
して想起したと回答した割合（17.3％）の 2
倍強に当たる数値である。
　一方、当該標石は明治または昭和の三陸地
震津波の到達点を示すことが第一義的な存在
意義となるものであるが、「過去に津波があっ
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たという事実の伝承」や「被災を繰り返して
はいけないという思いの伝承」などといった
ように、災害伝承の媒体としての意義を見出
している住民も多数存在することが明らかと
なった。

質問18　次の津波に備える上で重視する過去
の津波到達点

表 3 -19　�次の津波に備える上で重視すべき

過去の津波到達点回答状況

重視すべき過去の津波 回答数 割合

東日本大震災 611 83.7%

チリ地震津波 6 0.8%

昭和の三陸地震津波 4 0.5%

明治の三陸地震津波 4 0.5%

その他 77 10.5%

無回答 28 3.8%

　現在でもある程度具体的に浸水域を把握す
ることができる過去の大規模津波災害とし
て、明治の三陸地震津波、昭和の三陸地震津
波、1960年チリ地震津波、東北地方太平洋沖
地震による津波（東日本大震災）の四つが挙
げられる。末崎町内に限らず、岩手県太平洋
沿岸部では、場所により東日本大震災におけ
る津波到達点を上回る規模の津波をそれ以前
に経験していることも珍しくない。そこで、
次なる津波災害に備える上で、いずれの津波
の到達点を重視すべきと考えているか、末崎
町における住民の意識状況を本質問により確
認した。
　結果的に大多数が東日本大震災という回答
となったが、1 割を超える回答者が「その他」
を選び、その記述内容の大半は、津波からの
避難の際に特定の指標を定めることを戒め、
少しでも高い所を目指すべきことを記したも

のであった。
　東日本大震災以外の津波の回答率はいずれ
も低調であったが、その中でも最も浸水域が
小さいとされる1960年チリ地震津波の回答者
が他よりやや多くなっているのは、明治や昭
和の三陸地震津波に比べて経験者が存命して
いる割合が高く、また末崎町を含む大船渡市
が国内最大の被災地の一つになったことが影
響しているものと考えられる。

（4）考察

1 ）津波モニュメントの認知度について
　前節で示した調査結果に立脚し、質問紙調
査の結果から導き出される住民と過去の津波
に関するモニュメントとの関係性、それが現
実的な避難行動に及ぼす影響について考察を
加えていく。
　まず石碑の認知度に関して、個人のレベル
について見ると、表 3 -10より一人当たりの
平均認知標石数は 1.9 基であることが分か
る。対象の標石は、昭和三陸地震津波の後に、
当時の末崎村の14の被災集落に、明治と昭和
それぞれの津波到達点碑が 1 基ずつ設けられ
たものである。後述するように、住民が認知
しやすいモニュメントの所在範囲が、自分の
居住する地域を大きく超えないことをふまえ
れば、一人当たりの認知数平均が約 2 基とい
うのは妥当な数値であると言える。なお、個
人の標石認知数と、年齢、末崎町内居住年数
の間には明確な相関関係を見出すことができ
なかった（註 8 ）。
　続いて地域単位の傾向について検討を加え
る。表 3 - 9 が示すように、各住民の標石認
知度を見ると、自身が所属している地域及び
それに隣接する地域に所在する標石が顕著に
高い数値を示し、それ以外の標石の認知度は
押しなべて低調である。
　関連して、表 3 -12に基づき、地域毎の供
養塔認知度と、供養塔が所在する寺院と回答
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者の居住地域の距離との間の相関係数を求め
ると -0.80819（震災後新設の平南団地は除
外して算出）となり、明確な負の相関関係が
見出せる。
　以上の諸点から、岩手県大船渡市末崎町に
おいては、対象の性格を問わず、自身の居住
地から離れれば離れるほど過去の津波に関す
るモニュメントの認知度は低下し、比較的認
知が容易（半数程度の住民が認知可能）なモ
ニュメントは、自身が所属している地域及び
その隣接地域に所在するものに限られること
が明らかとなった。

2 ）東日本大震災発生時の避難行動について
　前述のように、東北地方太平洋沖地震発生
後に津波モニュメントを目指して避難をした
回答者は 1％にも満たず、その中で共通する
回答者の属性を見出すことはできなかった。
　そこで避難の際に標石を一つの目安として
想起したと回答した方の属性を検証すると、
平均年齢は 9.0 歳、末崎町内居住年数は 4.0
年、認知標石数は 2.8 基全体平均を上回った。
更に、地震発生時に津波のリスクを認知した
回答者群と認知しなかった回答者群の属性を
比較すると、年齢は 6.8 歳、末崎町内居住年
数は14.5 年、認知標石数は 1.1 基、いずれ
も前者が後者を上回った。
　以上のことから、末崎町内に長く生活し、
石碑の認知を含む社会経験を多く積んだ方ほ
ど津波リスクを認知し、実際の避難行動にお
いて標石を目安としやすい傾向があると言え
る。ただし回答者全体を対象として分析した
際に、年齢と認知標石数に明確な相関関係が
見出せないことは前述の通りである。

3 ）避難目標としての碑の評価
　表 3 -16が明示するように、将来の津波発生
時において、過去の津波到達点を示す標石が
避難の目安として機能し得るか否かについて

は、回答者の間でその評価が二分されていた。
その差はどこから生じるのであろうか。
　前項での検討の結果、避難の際に目安とし
ての標石を想起したと回答した方は、平均年
齢、末崎町内居住年数、認知標石数がいずれ
も平均を大きく上回っていたが、将来の津波
発生時に標石が避難の「目安になる」と答え
た回答者群と「目安にならない」と答えた回
答者群の間で、年齢以下の諸要素に大きな差
異は認められなかった。
　そこで地域単位で「目安になる」と答える
住民の割合と、地域内に所在する標石の数、
東日本大震災における人的被害数、住民の平
均認知標石数のそれぞれについて相関係数を
求めたところ、「目安にならない」と回答し
た住民の割合と、地域内に所在する石碑の数
の間にのみ、若干の相関関係が認められた（相
関係数 0.40276）。すなわち域内に所在する
標石の数が多い地域ほど、標石の避難目標と
しての意義に否定的な評価を下す住民が幾分
多い傾向にあると言うことができる。
　こうした傾向の一因として、標石が所在す
る地域では、回答者の多くが東日本大震災と
いう突発的緊急事態において、標石を避難の
目安にしなかった、あるいは標石の設置地点
を超えて津波が襲来したことを目の当たりに
したという実体験を有する（それゆえに目安
としての標石の価値に否定的になる）という
ことが、一つの可能性として想定される。域
内に標石が存在しない五つの地域全てにおい
て、「目安となる」と回答した方の数が、そ
うでない方の数と同数かそれ以上であること
は、上記の想定の一つの傍証になり得るであ
ろう。

（5）小括

　本章の結びに当たり、前節まで検討してき
た内容を整理する。
　大船渡市末崎町の住民を対象に実施した質
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問紙調査によって明らかになった主な内容は
以下の通りである。

①�末崎町における過去の津波災害伝承の主た
る媒体は、家族・親戚からの口承であっ
た。一方、過去の津波災害の認知度は、回
答者の年齢や居住年数などに左右されない
ことから、近しい大人が主体的に伝承行為
を行うか否かが、個人の過去の災害認知を
左右する大きな要因であったことが推察さ
れる（註 9 ）。

②�東日本大震災発生時に、津波モニュメント
を避難目標としたという回答は極めて少数
であり、かつ発災時に町外にいたという回
答者は 3 割近くに上った。結果として、東
日本大震災に際し、津波モニュメントが避
難目標として大きな役割を果たしたとは言
い難い。

③�②のような状況にも関わらず、半数近い住
民が、今後の津波に備える上で、過去の津
波到達点標石が避難目標としての機能を果
たし得ると評価するとともに、多数の住民
が標石に対し、避難目標に留まらない多様
な意義を見出している。

④�東日本大震災で大きな津波被害を受けな
かった地域の住民ほど、津波モニュメント
の避難指標としての役割について肯定的な
評価を示す傾向が見られる。

⑤�津波モニュメントを認知し得る範囲は、回
答者の居住地域を大きく超えるものではな
かった。

⑥�東日本大震災の前後で津波モニュメントの
認知度は総じてやや増加しているものの、
顕著な上昇は認められない。

⑦�場所により東日本大震災以前の津波の方が
広範に浸水しているにも関わらず、大多数
の住民が今後の避難の際の指標として選択
したのは東日本大震災における津波到達点
だった。

　回答者の約 9 割が、町内に所在する津波モ
ニュメントに肯定的な価値づけをしていたよ
うに、標石型の津波モニュメント群が東日本
大震災において避難目標としての機能を果た
さなかったことは、津波モニュメントの存
在意義の否定につながるものでは決してな
い。本調査ではこれ以上詳らかに捕捉するこ
とはできないものの、上のような津波モニュ
メントに対する積極的な評価傾向をふまえる
と、当該モニュメント群の存在や、近親者な
どからの口承といった当地の災害文化が、表
3 -13で津波リスク認知の根拠として挙げら
れている「直感」に、（当事者の意識の中で
は前景化しない形で）一定の影響を与えてい
た可能性も想定されよう。
　大船渡市末崎町において、東日本大震災で
被災した津波モニュメントは、住民らの手で
再建され、次の世代へ継承されようとしてい
る。震災を乗り越えた津波モニュメントが、
住民らが見出すところの価値や存在意義を十
全に発揮するため、上記①～⑦のような傾向、
限界性を十分に理解した上で、保全と活用を
図っていく必要があると考える。
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註
1 �　佐藤翔輔・平川雄太・新家杏奈・今村文

彦「災害伝承は津波避難行動を誘引したの
か－陸前高田市における質問紙調査を用
いた事例分析－」（『地域安全学会論文集』
31、2017年）は、国土交通省東北地方整備
局による「津波被害・津波石碑情報アーカ
イブ」及び平川雄太・佐藤翔輔・今村文彦

「津波碑の存在認識に関する基礎研究 －岩
手県陸前高田市の事例－」（『平成28年度土
木学会東北支部技術研究発表講演概要集』、
2017年）を典拠に挙げながら、陸前高田市
内に所在する24基の「津波碑」を対象にす
るとしている。当該アーカイブが採録して
いるものの中には本書が分類するところの

「供養碑型」、「記念碑型」、「標石型」、「そ
の他」の全てが含まれ、性格が多岐にわた
る上、津波を対象にしたものであると即断
することが難しい1847年建立の「没溺供養
塔」（同アーカイブ「岩手209」）や、「鹿島社」
という社号を記した額の背面に、「明治貮
拾九年以前之願主人名」として、数名の人
物の名を記しているに過ぎないものも見受
けられる（同アーカイブ「岩手 218」）。後
者について、「明治貮拾九年以前」とわざ
わざ断っている点からは、同年に発生した
明治の三陸地震津波との関連性が想起され
るところではあるが、その具体については
何ら記されていないため、この「津波碑」
が如何なる災害伝承上の意味を持っている
のかよく分からない。とりわけ問題である
と思われるのが、明治三陸地震津波との関
連を示唆する文言が、額の裏面に記されて
おり、通常は目視できない（筆者が調査し
た際も、額が針金で固定されているため目
視で確認することができなかった）、すな
わち当該「津波碑」が災害伝承の媒体とし
ての機能を付託されているとは直ちに認め
難い点である。こうした対象の認知度を、

他の津波記念碑などのそれと同列に論じる
ことが妥当であるのかどうか、疑問とせざ
るを得ない。加えて佐藤氏らが典拠として
いるアーカイブが採録している陸前高田市
内に所在する「津波碑」の数は15基に過ぎ
ず、上記平川氏らによる論文が「津波碑分
布」を示した図中でプロットしている地点
も16に留まる。彼らが対象としている24件
の内実は、論文上からは窺い知ることがで
きない。

2 �　当該論文は質問紙調査の実施年月日等詳
細な説明を欠くものの、357という有効回
答数と、執筆者の過半が共通していること
から、註 1 に前掲の佐藤氏ら論文と同一の
調査結果に基づくものと判断した。

3 ��　28基設けられた標石群について、可能な
限り当初の設置場所を明らかにした成果
に、白幡勝美「岩手県旧末崎村が設置した
明治二十九年、昭和八年三陸大津波に係る
海嘯襲来地点標石について」（『津波工学研
究報告』33、2017年）がある。

4 �　現存する18基の内、確認されただけでも
半数に当たる 9 基が津波により倒壊した
が、末崎村時代の自治体制を継承した「末
崎町公益会」が主体となって保全・再建に
取り組んでおり、再建後の状況は「末崎町
東日本大震災記録誌」編集委員会編 『末崎
町東日本大震災記録誌』（私家版、2022年）
にまとめられている。

5 �　大船渡市「大船渡市統計書　令和 3 年版」
（https://www.city.ofunato.iwate.jp/site/

　�toukeisyo/24132.html、2025年12月31日最
終閲覧）による。

6 �　東日本大震災後に設けられた「平南団
地」を除き、「地域」の名称は字名に由来
し、字内に居住する住民が当該「地域」に
属することを基本とするが、いずれの「地
域」に属するかは各戸に委ねられていると
いう。そのため「地域」の区分を地図上に
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正確に表現することは困難である。
7 �　以上の内容をはじめ、本章において紹介

している大船渡市末崎町の来歴及び現況に
ついては、2022年時点で末崎町公益会会長
を務められていた新沼眞作氏からのご教示
による。

8 �　付言すると、質問 3 において、明治及び
昭和の三陸地震津波について、「どちらも
知らない」と回答した方の年齢、末崎町内
居住年数、末崎町内居住世代数は、それぞ
れ 70.2 歳、57.9 年、2.1 世代と、末崎町
内居住世代数のみ全体平均の 2.4 世代をや
や下回るものの、年齢・居住年数ともに平
均を上回った。このことから、何世代にも

わたり末崎町内に居住し続けることで過去
の災害について知る機会が増す可能性は残
されるものの、年齢や居住年数が住民の過
去の災害認知度に顕著な影響を与えていな
いことが見て取れる。

9 �　ただし、本調査の回答者の大部分は、イ
ンターネットやＳＮＳが発達する以前に幼
少期を迎えた方々であることや、東日本大
震災以降の岩手県では、義務教育段階から
防災教育に力点が置かれるようになってい
ることなどをふまえると、今後の世代にお
いて、この傾向は少なからず変容してくこ
とが予想される。
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第 4 章　東日本大震災後における津波モニュメントと
� 所在地域の住民との関係に関する考察

（1）問題の所在

　本書では、第 1 章において岩手県に所在す
る津波モニュメントの概況を総覧し、続く第
2 章、第 3 章では、東日本大震災における被
災状況や避難状況への影響を念頭に置きなが
ら、過去の津波モニュメントが現代の防災・
減災に与える影響について、定性・定量の両
面から検討を加えてきた。
　第 2 章における定性的な検討の結果、津波
モニュメントを媒介とした災害伝承を一つの
オプションとして、特定の方途に依存しない
多様な防災・減災や伝承の施策を用意してき
た集落が致命的な被災を免れていることが、
第 3 章における定量的な検討結果からは、大
船渡市末崎町において、標石型の津波モニュ
メントは東日本大震災に際して避難目標とし
て重要な役割を果たしたとは言えないもの
の、大半の住民たちはその存在に肯定的な価
値を見出しながら次の世代に継承を図ろうと
していることが明らかとなった。
　上記第 1 章から第 3 章までの検討は、主に
東日本大震災発災時点までの津波モニュメン
トのあり方や、地域住民との関係性に軸足を
置くものであった。
　続く本章では、東日本大震災を経験した現
在、津波モニュメントと住民の関係性がどの
ような状況にあるのか、とりわけ次なる津波
災害に備えた地域防災の中で如何に位置付け
られているのか、あるいはいないのかという
点に焦点を当て検証していく。
　第 2 章及び第 3 章では、東日本大震災に際
し、災害文化が集落や住民の被害軽減に一定
の効果を発揮した可能性が既に指摘されてい
る地域、もしくは定量的な検証に恰好な形で
津波モニュメントが分布する地域といったよ

うに、恣意的に抽出した地域をフィールドと
して調査を行ってきた。両章で導き出した結
論は、岩手県沿岸部の他地域に対してもある
定度敷衍可能なものと考えられるが、津波モ
ニュメントの防災における活用可能性につい
て岩手県沿岸部全体を俯瞰した議論を行う上
では、各地に所在する津波モニュメントと、
当該地域住民との関係性の有無を検証するこ
とが不可欠である。
　そこで本章では、まず災害の犠牲者を含む
死者と生者が接する機会である盂蘭盆会期間
に岩手県沿岸部のモニュメントを悉皆的に調
査し、津波モニュメントに対する供え物などの
干渉の痕跡を確認することで、それを一指標
として県内各地における津波モニュメントと住
民との間の恒常的な関係性の概況を把握する
ことを試みる。その上で、山田町及び洋野町に
おいて、東日本大震災後に生まれた住民と津
波モニュメントの新たな関わり方について現地
調査を行い、震災の経験を糧に沿岸部の住民
が如何に津波モニュメントを地域防災の中に
位置付けようとしているかについて検証する。
　本書の結びに当たり、以上のような調査と
検証を通して、ポスト東日本大震災の時代に
おける津波モニュメントと地域住民との関係
性の実態を見定めることにより、今後の津波
災害に備える上での津波モニュメント群の活
用可能性について考えていくための足掛かり
としたい。

（2）�津波モニュメントと所在地域の住民との

潜在的な関係性に関する考察

� － 2023 年における盂蘭盆会調査を通して

1 ）調査の目的
　第 1 章で俯瞰したように、岩手県内には参
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考扱いのものも含めると、300基に迫るほど
の津波モニュメントが確認されているが、ど
れほど多くの津波モニュメントが設けられて
いようが、地域住民から認知されていなけれ
ば防災上意味を持ち得ない。翻って言えば、
地域住民による認知や干渉の有無は、津波モ
ニュメントが防災上何かしらの機能を果たす
か否かを左右する基本的な要素の一つと見る
ことができる。
　こうした平時における津波モニュメントと
の関係について、各モニュメントの所在地周
辺で聞き取り調査を行っていると、「盆や正
月に手を合わせる」などと回答する住民に出
くわすことがしばしばある。
　第 2 章で取り上げた慰霊祭のように、組織
的、公的に営まれるイベント以外にも、日常
的に地域住民がこのような私的関係をどれほ
ど多く結んでいるかによって、地域における
モニュメントの受容度が左右されることは想
像に難くない。むしろ公的なイベントで取り
扱われることのない大多数の津波モニュメン
トにとって、こうした地域住民の日常的な関
与こそが、災害伝承の媒体としての機能を果

たす上で死活的に重要になると言える。
　そこで、本節では盂蘭盆会の時期に各津波
モニュメントの状況を悉皆調査することに
よって、東日本大震災から15年を経た現在に
おける津波モニュメントと地域住民の関係性
の一端を明らかにしてみたい。

2 ）調査の方法
　2023（令和 5）年 8 月13日～16日及び 18日
の 5 日間（註 1）にわたり、岩手県内の津波モニュ
メントを悉皆的に踏査し、供え物など住民の
関与の痕跡を確認した。折しも13日から14日
にかけ、岩手県沿岸部広域に警報をともなう
豪雨が発生したため、アクセスが困難と判断
されたものについては踏査を見合わせた。
　供え物などが確認できたものについては、
以下の二つに区分して計数した。
①明確に盂蘭盆会期間に供えられたもの。
②�関与の時期が盂蘭盆会期間と断定できない

もの、及び関与の対象が津波モニュメント
に焦点化されないもの（対象を含む石碑群
にお供えがされた場合など。写真 4 - 1 、
4 - 2 参照）。

写真 4 - 1 　供えられた時期が判然としない例　　

- 83 -



写真 4 - 2 　石碑群全体をまとめて供養する例

3 ）調査結果
　期間中に踏査を行うことができた岩手県内
の津波モニュメント全250基中、55基で地域
住民による供養の痕跡が認められた。その内、
2023年の盂蘭盆会のために供え物がなされた
と確認されたのは42件であった。
　住民の関与が明確に見て取れた42基の内、
記念碑型のモニュメントは 8 基に留まる。そ
の内 5 基は墓地ないし寺院という盂蘭盆会と
密接に関わる場に建立されたものであった。
一方、標石型のモニュメントには管見の限り
一切関与の形跡が確認されなかった（註 2）。
　津波モニュメントに供えられるものとして
は、花、線香、食品（飯、菓子、飲み物等）、
札など、一般的に盂蘭盆会期間中先祖の墓に
手向けられるものと変わりないものである
が、やや特異なケースとして、大船渡市三陸
町綾里の長林寺では、盂蘭盆会の期間に合わ
せて津波モニュメントの前に浄財入れが用意

されていた（表 1 - 2 - 6  No.188、表 1 - 2 -
6  No.189）。また、迎え火として津波モニュ
メントの付近で木片を燃やした形跡が見ら
れるものもあった（表 1 - 2 - 1  No.33、表
1 - 2 - 2  No.45、表 1 - 2 - 3  No.104）。
　調査時に居合わせた住民から行った聞き取
りでは、「周りに住んでいる者はだいたい拝
んでいると思う」（表 1 - 2 - 3  No.104）とい
う声がある一方、「誰かが供えたのだろうが
自分は拝まない」（表 1 - 2 - 6  No.196）と話
す方もおり、対象によって住民の関与度には
差があるように見受けられた。また、「自分
は教えてくれる人がいないので何の碑なのか
よく分からないけれど、『供養碑』と書いて
あるからお盆の時には何となく拝んでいる」

（表 1 - 2 - 1  No. 4 ）という説明をする話者
も確認された。
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4 ）考察
　あくまでも可視化されたものに限られると
いう条件付きながら、2023年の盂蘭盆会期
間中には、調査対象とした全250基の津波モ
ニュメントの22％に地域住民の関与が認めら
れた。これまでの調査の過程で「盆や正月に
拝む」という住民に出くわすことは珍しくな
かったが、この度の調査により、岩手県にお
ける盂蘭盆会期間中の住民と津波モニュメン
トの関係性について、初めて概況を定量的に
把握することができた。
　特筆すべきは、関係性が認められた津波モ
ニュメントの性格別内訳を見ると、供養碑型
の割合が突出している点である。
　次に備える上での教訓が刻まれていたり、
浸水線上に設けられていたりする記念碑型
や、過去の津波到達点を明示する標石型のも
のに比べ、防災に直結し難い印象がある供養
碑型モニュメントであるが、本調査結果は、
供養碑型モニュメントこそが年中行事的に反
復される民間信仰と最も親和性が高いことを
示している。
　その関係のあり方に注目すると、明確に津
波モニュメントに対して手向けられた供え物
がある一方で、津波モニュメントを含む石碑
群を一括して供養対象としている事例も散見
された。盂蘭盆会期間中に津波モニュメント
の前で行った聞き取り調査においても、対象
の内容を把握しないまま、何となく拝んでい
るという回答が得られた。
　上のような事例は、一面で災害伝承の媒体
としての津波モニュメントの機能の後退を意
味しているのかもしれないが、翻って言えば、
コンテンツの伝達をともなわずとも、津波モ
ニュメントと住民との間における関係性は維
持されていると見ることもできる。そして、
今後の供養碑型モニュメントの活用可能性を
考える上では、その点にこそ希望を見出せる
のではないかと考えるものである。

（3）�学校教育から見た津波モニュメントと所

在地域の住民との関係に関する考察　

1 ）調査の目的
　前節では、定期的な犠牲者供養という切り
口から、東日本大震災後の岩手県における津
波モニュメントと地域住民の関係性の一端を
明らかにした。自治体レベルの動向に目を転
じて見ても、東日本大震災を契機として、域
内に所在する過去の津波に関するモニュメン
トとの関係が結び直される事例が複数確認さ
れるが、その中でも顕著な取組として、陸前
高田市と山田町の事例が挙げられる。陸前高
田市では、東日本大震災で喪失を免れた15件
19基の津波関連碑を、2016（平成28）年 4 月
1 日付で市の文化財に指定した（註 3 ）。一方、
山田町では、町と岩手県立山田高等学校（以
下「山田高校」と記す）の生徒が共同で町内
に所在する「津波碑」を網羅するガイドマッ
プを制作するとともに、各「津波碑」の所在
地に案内板を設置する取組を行った。結果的
にこれまで繰り返し行われてきた悉皆的調査
から漏れていた津波モニュメントが新たに掘
り起こされ、光が当てられるまでに至ってい
る。そしてそれは一過性の活動に留まらず、
学年を越えて同校の中で継承されている。
　いずれの事例も、津波モニュメントの保全
と活用をはかる上で重要な意味を持つものと
評価できるが、本節では特に地域住民である
高校生の主体性が自治体を動かすことになっ
た山田町の事例を取り上げる。「総合的な探
究の時間」の導入にともない、地域社会と共
同で行う高校生の探究活動が推進される中、
他地域においても参照可能なモデルとして山
田町の事例を位置付けるべく、それが如何に
して達成され、今後どのような展開可能性を
秘めているのかを明らかにすることを目指す。
　
2 ）調査の方法
　2024（令和 6）年 7 月 5 日、山田高校を訪
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問し、1 学年及び 2 学年の総合的な探究の時
間の参与観察を行うとともに、同校の総合的
な探究の時間のコーディネイトを担っている
職員（職名「地域コーディネーター」）への
インタビューを実施した。また、同年 9 月28
日に山田町教育委員会と山田高校の共催によ
り実施されたガイドツアーの参与観察を行っ
た。調査結果については次項に詳述する。

3 ）調査結果
①予備調査
　予備調査として、学校が公開している情
報（註 4 ）から関連事項を抽出した。それにより
明らかとなった、津波モニュメントを教材とす
る山田高校の取組概要は以下の通りである。
　山田高校では、「総合的な学習の時間」から、

「総合的な探究の時間」への移行期間に当た
る2018（平成30）年度より、「ふるさと探究」
と題した探究活動に取り組んできた。現在「ふ
るさと探究」は山田高校の特色化・魅力化の
柱の一つとして明確に位置付けられている。
　調査を行った2024年時点における「ふるさ

と探究」のカリキュラムは概ね以下のように
まとめられる。

・ 1 年次「碑の記憶」
　�　 3 年間の探究学習の導入として、町内に

所在する「津波碑」を題材とした地域学習
に 1 年間を通して取り組む。

・ 2 年次「現代を拓く」
　�　グループ毎に独自の切り口を設定し、山

田町の魅力化プランと、プラン実現の上で
の課題について探究する。

・ 3 年次「明日への提言」
　�　3 年間の探究活動の成果として、グルー

プ毎に掲げた山田町の魅力化、課題解決の
具体的プランを、山田町議会の場で提言す
る（「高校生議会」）。その意義や実現可能
性が認められたプランについては、翌年度
以降山田町により具現化がはかられる。

　本書で特に注目する、1 年次の「碑の記憶」
について、2023年度の実践を整理したものを
表 4 - 1 として掲げる。

表 4 - 1 　2023年度山田高校 1学年総合的な探究の時間活動概要

情報発信日 授業内容
5 月23日　鯨と海の科学館職員による講演（「津波碑」碑文の内容について）

　29日 生徒自身による碑の読解
6 月28日　津波碑フィールドワーク 1（ 6 月23日実施内容）
8 月24日　　津波碑フィールドワーク 2（ 8 月18日実施内容）

　 9 月 6 日 ガイドツアーのチラシ完成
　　22日 震災学習列車で陸前高田市の伝承館見学（ 9 月15日実施内容）

　10月 4 日 町民向けガイドツアーを実施（ 9 月30日実施内容）
　11月16日 国土地理院ホームページ上（自然災害伝承碑のページ）にてガイドツアーの様子を紹介

12月 4 日 小学校出前講座に向けた準備（12月 1 日実施内容）
　　　18日 町内の道の駅に設置された観光サイネージでガイドツアーの様子を

公開開始（12月15日実施内容）
2 月 1 日　山田町立山田小学校へ出前授業を実施

　　　20日 1 年間の「ふるさと探究」の取組の発表会を実施
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　町民を対象とした「津波碑」のガイドツアー
と、町立小学校への出前授業が、1 年間の活動
の柱となる。同町内に所在する「津波碑」の
詳細や、東日本大震災発生時の状況など、取
組に不可欠な知識を山田高校生徒ら自身が学
ぶに当たっては、山田町職員や、地域おこし協
力隊、東日本大震災伝承ツアーのガイド経験
者といった地域人材の活用をはかっている。

②授業参与観察結果
ⅰ）実施日時
　　2024年 7 月 5 日（金）14：30～15：20
　　（6 校時）
ⅱ）対象
　　�山田高校 1 学年（1 クラス）32名及び 2

学年（ 1 クラス）24名
ⅲ）学校及び生徒の特徴
　�　山田高校は山田町内に所在する唯一の高

等学校で、在籍する生徒の多くは町外の高
等学校への進学を選択しなかった町立山田
中学校出身者である。そのため入学時点で
大抵の同級生が顔なじみであるという者も
多く、人間関係がある定度構築（固定化）
されている。2024年度現在、各学年 1 クラ
スで、全員が普通科に所属し、2 年次より
進路希望に応じて 2 コースに分かれて履修
を行うが、総合的な探究の時間については
コースの別なく合同で実施している。ボー
ト部が度々インターハイに出場しているほ
か、近年はボランティアへの取組が活発に
行われている。

ⅳ）指導者
　�　担任・副担任ら各学年の担当教員が共同

で指導に当たる。地域コーディネーターは
１学年・２学年の両クラスを巡回し、適宜
助言を行う。

ⅴ）観察内容
・�授業は各学年のホームルームにおいて、グ

ループ別で行われる。1 学年は夏季休業期

間中にグループ毎に行うことが課せられて
いる「津波碑」のフィールドワークの計画を
立てること、2 学年はこの後に控えている海
外の高校生との災害伝承に関する実践の情
報交換に向け、発信する内容の英文作成に
取り組むことが本時の活動の中心となった。

・�両学年とも、教員からの指導は順次作業課
題を提示するに留まり、具体に関する協議・
検討については、その手法も含め各グルー
プに委ねられている。生徒たちは一人ひと
りが在学期間中貸与される、インターネッ
トにアクセス可能な端末を所持しており、
適宜使用しながら作業を進めている。

ⅵ）所感
・�外部講師を招いて行われる講義や現地見学

の回では、基本的に生徒たちは受動的な参
加となる。活動が自身らに委ねられる本時
において、生徒たちが如何なる挙動を示す
かに注目されたが、「津波碑」や「海嘯」、「明
治の津波」、「昭和の津波」といった用語が
当たり前のように飛び交っているのが印象
的であった。地域コーディネーターからの
聞き取りによると、山田町出身の生徒の多
くも入学段階では「津波碑」について詳し
く知る者は少なく、授業を通じてその存在
を「発見」するという。

・�1 学年の夏季休業期間中のフィールドワー
ク準備においては、「弁当を持っていくか」
などといったように、遂行すべき課題として
ではなく、一つのイベントのように捉え、自
身らで充実をはかろうとする姿勢も窺えた。

・�「総合的な探究の時間」を担当する地域コー
ディネーターは、主としてプランニングや
渉外を担っている。校内においては学年団
による指導が行き届き、また外部からは連
携協定を結んでいる山田町より、ガイドツ
アーにおけるバスの用意をはじめとする
様々な支援を受けられているため、指導上
大きな困難はないという。
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・�総じて2022（令和 4 ）年度に開始して以降、
2 年間の実践を重ねる中で、「津波碑」を
テーマにした探究活動が、既に山田高校の
学校教育の中に根付きつつあることが確認
された。

③ガイドツアー参与観察結果
ⅰ）実施日時
　2024年 9 月28日（土）9：00～11：30
ⅱ）参加者
・ツアー参加者：山田町民ら10名
・�学校側参加者：山田高校１学年全生徒及び

教員、同校副校長
ⅲ）観察内容
・�町北部（大沢地区方面）を巡るコース、南

部（船越地区方面）を巡るコースの二つが
用意され、参加者はいずれか一方を選択し

て山田町教育委員会に事前申し込みをする。
・�当日は山田町が用意したバスに乗り込み、

同乗する山田高校生徒の案内で町内の「津
波碑」を巡検する。生徒たちは北部コース、
南部コースの二手に分かれ、更に 4 名前後
のグループ単位で割り当てられた碑につい
て現地及び移動中のバス車内で解説をする。

・�筆者が参加した北部コースでは計五つの
「津波碑」を実見した。生徒たちは、各碑
の前で、対象とする災害や、当該碑の性格、
碑文のおおよその内容などを 5 分程度で解
説し、参加者から質問を募る。

・�北部コースに限り、見学した「津波碑」の
所在地から、現在津波避難場所に指定され
ている施設まで歩く避難訓練が盛り込まれ
ている（写真 4 - 3 ）。また、北部コースで
は訪問することができない町南部に所在す

写真 4 - 3 　ガイドツアーにおける避難訓練の模様

- 88 -



るモニュメントについても、バス車内で口
頭説明を行うことで補っている。

・�山田町教育委員会によると、本事業は次年
度以降も継続的に実施する予定であり、現
在は基本的に山田町民を想定している参加
者について、町外まで拡大することも検討
しているという。

ⅳ）所感
・�一定の「型」が与えられることで、生徒た

ちは「津波碑」に関する情報発信の主体と
なる経験を獲得できている。高校生が自ら
の言葉で自在に伝達するためには、難解な
碑文の理解などにやや課題を残す一方、参
加者から投げかけられる質問は、生徒たち
が「津波碑」に対する理解を深める上で、
示唆に富むものとなっている。

・�特定の碑について深く掘り下げて解説する
のではなく、できる限り網羅的に紹介する
スタイルを採用していることで、参加者に
山田町内の「津波碑」の多様性を伝えるこ
とに成功している。更に「津波碑」から津
波避難所への避難訓練を盛り込むことで、
両者の位置的関係性（とりわけ「津波碑」
所在地からより高所へ避難する必要がある
こと）を体感できる点は出色である。

・�非常に有意義なコンテンツであるにも関わ
らず、参加者数や年齢層が限定的である点
が惜しまれる。町教育委員会が検討してい
るという参加者枠の拡大が奏効していくこ
とに期待したい。

4 ）考察
　山田高校の「津波碑」を題材とした実践は、
高等学校のカリキュラムにおける「総合的な
探究の時間」の導入と不可分の関係にある。
　学習指導要領上、総合的な探究の時間は、

「地域や学校の実態、生徒の特性等に応じ
て」、「地域や学校の特色に応じた課題」をふ
まえ、その目標を設定することと定められて

おり（註 5）、各学校が所在する地域の特性を重
視した設計が求められている。そのため、「総
合的な探究の時間」が完全導入される 2022
年度以前から、その前身となる「総合的な
学習の時間」を通して、生徒が「地域で学
ぶ」ための環境整備が進められていた高等学
校は少なくない。将来的な地域の担い手でも
ある高校生が、地域課題の解決へ積極的にコ
ミットしていくことは、地域の側にとっても
メリットが生じる事態であり、上述のような
趨勢の中、山田町においては山田高校が「ふ
るさと探究」を開始した2018年度より、「高
校生議会」と題して町議会の場に山田高校生
徒を招き、自ら探究した成果に基づいて、高
校生が町政に対する提言を行う機会が設けら
れるようになった。その「高校生議会」の中
で、町内の各地域に存在する「津波碑」の保
存と活用が取り沙汰されたのをきっかけとし
て、2022年度には山田高校と山田町教育委員
会が連携し、町内に14基確認されている「津
波碑」の近傍に、それが津波災害伝承の媒体
であることや、碑文の内容などを明示するた
めの案内板を設置するとともに、町内に所在
する「津波碑」の概要や意義をコンパクトに
伝えるためのガイドマップ（註 6）が刊行される
に至った。
　2023年度には、津波碑やガイドマップを活
用するための手段として、山田高校生徒がガ
イドを務め、同町町民を主たる参加対象とし
て行われる「津波碑ガイドツアー」が開催され、
2024年度で 2 回目を数えた。今後の展開につ
いては、なお模索している部分もあるという
が、それでも当面「津波碑」をテーマに据え
た探究学習を継続する予定であるという。
　山田町には飛び抜けて多くの津波モニュメ
ントがあるわけでも、また第 2 章で紹介した
ような、防災上の効果から広く認知されるに
至った津波モニュメントがあるわけでもな
い。それではなぜ山田町が他の模範となるよ
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写真 4 - 4 　山田高校校長（2024年度現職）が作成した「津波碑」普及用カード

うな実践を行い得たのであろうか。
　その理由として想定されるのは主に以下の
4 点である。

① �3 年間の「総合的な探究の時間」の授業
計画の中に、「津波碑」を活用したプログ
ラムが明確に位置付けられたこと。

②�行政的なニーズと合致したこと。
③指導する側の人材に恵まれたこと。
④�当該テーマを生徒が自ら掘り当てたこと。

　①については、高校生による探究的な学習
の難点として、ある生徒がどれだけ特定の
テーマについて活動を深化させたとしても、
当該生徒の卒業とともにそのプロジェクトは
終了し、 3 年以上の期間にわたって継続的に
取り組むのが困難であることが挙げられる。
　山田高校の場合には、 1 学年において地域

と交わる上での切り口として、「津波碑」が
明確に位置付けられ、これまでのところ適切
に機能していることから、持続可能性は高い
ものと見られる。
　②として、2022年度に山田町教育委員会生
涯学習課で文化財係を担当されていた職員の
方に聞き取りを行ったところ、津波モニュメ
ント類の活用については町としても課題とし
ていたため、山田高校生徒の提言は渡りに船
であったといい、それ故に町の全面的なバッ
クアップを受けて活動を展開することが可能
となった。
　③について、学校が「地域コーディネーター」
を設置し、毎時の授業設計や、地域人材の発
掘に専念できる環境を整備したことも、山田
高校の「総合的な探究の時間」の円滑な運営
に資するものである。また、2024年度の同校
校長は、「津波碑」をテーマに掲げた活動開
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始以降に着任した方であるが、生徒たちが教
材にしている町内の「津波碑」14基分のオリ
ジナルカードを自ら作成し、普及に努めるな
ど、学校を挙げて生徒たちの探究活動を後押
ししている様子が窺える（写真 4 - 4 ）。
　以上に述べた①～③の諸要素が機能し得た
最大の理由は、ひとえに④に掲げたように、
探究の対象としての「津波碑」の存在を、生
徒たちが主体的に見出したことに求められ
る。高等学校における探究活動においては、
生徒の主体性が何より尊重されるためであ
る。同時に、「津波碑」の存在に気付き、探
究の俎上に載せるに至るまで、教員が適切に
生徒を導いたこともまた、「津波碑」を主題
とする探究学習定着の要因と言えよう。
　山田高校の達成は、現在のところ、岩手県
内の他の地域や高等学校では見られない、先
駆的な事例と評価できるが、上に掲げた①～
④について、山田町以外において実現困難な
要素は一つもない。換言すれば、上の諸要素
が備えられた場合、どこの地域においても実
施可能な実践事例ということになる。本事例
が地域や校種を越えて広く共有され、各学校
において、自校や所在地域の特性をふまえて
咀嚼することにより、独自の探究活動の血肉
となっていくことを願ってやまない。それを
実現するためには、本書で明らめてきたよう
な、各地の津波モニュメントの、あるいはそ
の土地が経験した過去の災害に関する石碑類
などの基礎的性格について、幅広い年代に
とって理解が容易な形で情報が提供されてい
くことが不可欠であると考える（註 7）。

（4）�東日本大震災を契機とした津波モニュメ

ントと所在地域住民の関係性の遷移に関

する考察

1 ）調査の目的
　前節では、岩手県山田町における、高校生
を主体とする津波モニュメントを活用した新

たな災害伝承の形について、実態と背景、他
地域・他校の参照可能性について述べてきた。
山田町と山田高校による当該事業は、公教育
のカリキュラムの一環として実現している点
からも、「公」または「官」的な要素を強く
帯びるものとなっている。続く本節では、「私」
または「民」的レベルで、東日本大震災とい
う大規模災害の発生を受けて、各地に根付く
災害文化が如何に遷移を遂げているか、いく
つかの顕著な事例から帰納することで、大規
模災害と災害文化の関係性にまつわる原理を
抽出することを試みる。

2 ）調査の方法
�　岩手県内に所在する津波モニュメント及び
関連事項の調査を行う過程で、岩手県洋野町
種市地区の二つの集落において、東日本大震
災発生後、新たに昭和の三陸地震津波犠牲者
慰霊祭が営まれるようになったという事実が
確認されたため、2024年 4 月25日に現地にお
ける聞き取り調査を行った。また、他県のケー
スではあるが、2020（令和 2 ）年10月31日
に現地調査を行った宮城県東松島市宮戸島、
2021（令和 3 ）年11月26日に調査を実施した
山形県鶴岡市堅苔沢において、後発する大規
模自然災害に影響を受けた災害文化の動態を
捕捉する上で好個の事例が確認されたため、
調査結果を参考として提示する。

3 ）調査結果
①�岩手県洋野町種市宿戸地区、川尻地区の事

例
　第 2 章第 2 節に詳述した、岩手県洋野町種
市八木地区の昭和三陸地震津波犠牲者慰霊祭
を調査した際、他の朝日記念碑が所在する周
辺集落でも同様の慰霊祭が近年営まれるよう
になり、その契機をもたらしたのは、元消防
署員で、現在洋野町の防災アドバイザーを務
める N 氏であるという聞き取りが得られた
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ため、同氏に対しインタビューを行った。結
果、以下の諸点が明らかとなった。

・�確かに自身の働きかけにより、洋野町種市
の宿戸地区及び川尻地区において、東日本
大震災後に慰霊祭を営むようになった。両
地区が対象となったのは、朝日記念碑が所
在しており、かつ昭和の三陸地震津波で犠
牲者が出たと碑文に刻まれているからであ
る。

・�慰霊祭の実施を提言した背景には、それぞ
れの地域で自主防災組織が発足したことが
ある。新たに生まれた組織を主体として、
内容については八木地区の慰霊祭に倣って
営まれるよう整備した。

・�両地区においても八木地区同様、毎年 3 月の
第 1日曜日の午前 9 時より実施され、朝日記
念碑の前で焼香が行われる。自主防災組織の

メンバーを中心に20～30名程が参加する。

②宮城県東松島市宮戸島の事例
　宮城県東松島市宮戸島には、869（貞観11）
年に陸奥国東方沖で発生した地震による大規
模津波の到達点を示すと伝承される碑が存在
する。碑文は摩耗により判読困難であり、果
たして 9 世紀に発生した津波に関連するもの
であるのか否か、不明とせざるを得ないもの
の、東北地方太平洋沿岸部で当該津波に直接
動機づけられて設けられたと伝承される古碑
としては唯一のものである。
　現在では碑に隣接して「貞観の碑に感謝」
などと刻まれた四角柱が設けられており、東
日本大震災に際して、「貞観の碑」にまつわ
る言い伝えにより、千人もの地域住民が無事
避難した旨が強調されている（写真 4 - 5 、
4 - 6 ）。

写真 4 - 5

貞観11年の津波到達点を示すと伝承される

宮城県東松島市宮戸島の石碑

写真 4 - 6

東日本大震災後、

写真 4 - 5 の碑の隣に新設された石柱
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　この石柱は、東日本大震災以前から、「貞
観の碑」に関する伝承とその意義を説いてき
た、曹洞宗寺院観音寺（当該石碑が所在する
地域に立地）の住職が中心になって建立した
ものであるという。
　同寺において住職からの聞き取りを試みた
ものの、調査時点では既に他界されていたた
め、縁者に当たる方（女性、生年非公表希望）
にインタビューを行った。
　住職が何を根拠として貞観年間の津波到達
点を示すと説いていたのか、なぜ当該碑にそ
こまで強い思いを抱いていたのか、今となっ
ては不明ながら、その影響を受けて、東日本
大震災発生時には、当該碑の所在地までは津
波が来ないだろうと考え、付近に自家用車を
避難させた住民もいたという。結果的に当該
碑の所在地は今般の震災においても津波到達
点を示す位置に当たることとなった。
　あたかも伝承を追体験するような災害経験
を重ねたことで、「貞観の碑」は地域内でそ
の価値が再確認され、今では常に花が供えら

れるなど、住民との結びつきが深まっている
様子が見受けられる。

③山形県鶴岡市堅苔沢の事例
　東北地方では、②で紹介した宮城県東松島
市宮戸島の事例の他に、前近代に発生した津
波と同時代に設けられたと伝承される古碑が
もう 1 件確認されている。山形県鶴岡市堅苔
沢集落に所在し、1833（天保 4 ）年に発生し
た地震津波の到達点に設けられた犠牲者墓碑
と伝えられる二つの古碑である。
　現在は両碑ともに摩耗により碑文が目視で
は確認し難くなっているが、過去に鶴岡市郷
土資料館が実施した調査によると、 7 名の
戒名が刻まれており、これは同時代史料中に
おける同地の溺死者数 7 名と一致する（ただ
し 8 名と伝える文献もある）という（註 8）。
　現地調査を行った結果、宮城県東松島市の
事例と同様、伝承の対象となる碑と隣接して
新たなモニュメントが設けられていた（写真
4 - 7 ）。碑文を以下に掲げる。

写真 4 - 7 　「天保の大津波墓碑」（中央及び右）と、東日本大震災後に設けられた由来碑（左）
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【史料 4 - 1 】

山形県鶴岡市堅苔沢「『天保の大津波墓碑』

由来」碑文

「天保の大津波墓碑」由来
　天保四年（一八三三年）十月二十六日八ツ時
　�　（午後二時頃）、荘内沖で発生した大地震

で各地の沿岸を襲った大津波は、高さ三
丈（約九メートル）に及び、堅苔沢村では
溺死者七名・怪我死者一名、流失・潰家
二十四棟、半壊・痛家十四棟、流失・痛船
五十六艘などという大きな被害を被ったと

「温海組大庄屋文書」は語っている。
　�　当地聖

しょうとくじ

徳寺の旧参道で、海抜十二、七メー
トルの地に建つ風化著しいこの石碑は、遺
体を発見できなかった溺死者の供養碑とし
て語り継がれてきた墓碑であり、大津波が
達した位置をも知らせる石碑と言い伝えら
れている。

　�　このことは、昭和初期に本寺第十九代住
職教泉和尚の長女からこの地区の住民が直
接告げられていたものである。

　�　この由来碑は、平成二十三年三月十一日
に発生した東日本大震災を機に供養碑の教
えを忘れることなく子々孫々に伝えるた
め、設置したものである。

　　　　　　　　平成二十五年三月二十七日
　　　　　　　　鶴岡市堅苔沢自治会

　当該碑が1833年に発生した津波に因むもの
であること、その立地が津波の到達点を示す
ものであることについて、口承以外の明確な
根拠は示されていない。
　碑文中で言及されている聖徳寺の現住職か
ら聞き取りを行ったところ、「昭和初期」に
地区住民に対し積極的に伝承を説いて回った
という「第十九代住職教泉和尚の長女」が、
何を根拠に、なぜそのような伝承を再生産し
ていたのか不明であり、東日本大震災以前は
こうした伝承や、碑の存在が集落内で取り沙

汰されることもさほどなかったという。
　それでも東日本大震災という惨事が同じ東
北地方において発生したことが呼び水とな
り、当該地区では自治会を挙げて埋もれかけ
ていた過去の挿話を掘り起こし、地区におけ
る「正史」として記録・伝承する途を選んだ
ことになる。
　現在堅苔沢地区の津波避難場所の一つは、
当該石碑が面している道路を山側にやや上っ
たところに開かれた平地に設定されている。
その事実もまた、災害伝承の延長線上に現在
の防災体制が整備されていることを象徴する
一事例と評価できよう。

4 ）考察
�　本節では、岩手県洋野町種市、宮城県東松
島市宮戸島、山形県鶴岡市堅苔沢という東北
地方の 3 地域に焦点を当て、東日本大震災を
契機とする災害文化の遷移の実態を検証して
きた。一般的に、特定の災害に因む伝承を眼
差す際には、起点としての災害発生時から現
在に至るまで、当該伝承が単線的に継承され
てきたと捉えがちである。しかし、後年の住
民たちが同様の災害に見舞われた際、伝承は
強化され、時には新たな創造をもともないな
がら紡がれていることが明らかになった。
　岩手県洋野町種市の事例では、約80年とい
う時間的懸隔を越えて、昭和三陸地震津波犠
牲者の慰霊祭が二つの地区で創始された。た
だしそれらは決して無からの創造ではなく、
隣接する八木地区における災害文化の転移と
も評価できる点に留意すべきである。
　続く宮城県東松島市宮戸島の事例で注目さ
れるのは、古碑の碑文が経年にともない完全
に失われても、なお伝承の媒体としての機能
を果たしている点である。東北地方において、
古代の石造物が現存している事例は極めて稀
であり、少なくとも歴史学の立場から、当該
碑を869年に発生した津波に動機づけられて
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同時代に建立されたものと即断することは困
難と言わざるを得ない。しかしながら、現地
においては伝承内容の史実性よりも、東日本
大震災において、津波からの避難の指標とし
て機能したという実効性が重視されている。
すなわち、史実性が災害伝承の実効性を担保
するのではなく、後発災害における災害伝承
の実効性が、遡及的に「史実性」を担保して
いると見ることができる。
　三陸地方での聞き取り調査においても、「明
治の津波がここまで来たと伝えられるあたり
まで今回（東日本大震災）も波が来て、言い
伝えは本当だったんだと驚いた」という類の
証言は各地で得られる。東日本大震災を機に
過去の大規模津波の歴史が語り直されている
現状に鑑みても、上のように定式化される後
発災害の発生にともなう既存の災害伝承の強
化は、山形県鶴岡市堅苔沢の事例に限らず、
過去に災害を経験した地域に広く敷衍可能で
あるものと考えられる。同時にそれは、保苅
実氏が強調するような「歴史実践」の発露と
も評価することができよう（註 9）。
　そして、山形県鶴岡市堅苔沢のケースは、
こうした後発災害による既存の災害伝承の強
化は、当該地域が直接被災をしていない場合
でも発現し得ることを物語る（註 10）。
　本章で紹介した三つの事例に通底する要素
として、各地域において、防災あるいは信仰
上中核となる人物が、積極的に災害伝承の再
生産を促した点を抽出することができる。各
地の災害伝承の現状は、かような人材の在不
在という偶然性の影響を一定程度受けてきた
ことは否めないものの、一方で岩手県洋野町
種市の事例をよりミクロな視点から検証する
と、宿戸・川尻地区における慰霊祭は、言わ
ば外部からの刺激を受けて創出されたものと
言える。この事例は、適切な伴走者さえ現れ
れば、一度風化が進んだ災害伝承についても、
史実性や実効性をともなう形で復権可能であ

るという可能性を示唆している。ただし、如
何に外的な刺激が契機になったとは言え、そ
こに地域住民の主体性が介在しなければ持続
可能な災害伝承とはなり得ないことは言を俟
たないであろう。
　
（5）小括

　本章では岩手県沿岸部に所在するものを中
心に、津波モニュメントをめぐる災害文化に
ついて、東日本大震災後の現状に焦点を当て、
検討を加えてきた。
　盂蘭盆会期間の悉皆的調査からは、少なく
とも 2 割以上の津波モニュメントが、地域住
民との間で恒常的な関係性を有していること
が確認された。また、関与の対象となるモ
ニュメントの性格としては、供養碑型の割合
が突出していた。盂蘭盆会期間以外の関係性、
あるいは定期的な供養以外の関係性（周辺の
環境整備など）の有無を明らかにしていくこ
とで、より正確に岩手県内の津波モニュメン
トと地域住民の関係を捕捉できるものと考え
る。これについては今後の課題としたい。
　上の悉皆的調査結果が東日本大震災以前か
らの連続性の中で捉えられるのに対して、続
く山田高校と、岩手県洋野町種市をはじめと
する 3 地域の事例は、東日本大震災後の新た
な災害伝承の展開を色濃く物語るものと言え
る。前者は防災教育の舞台となる学校におい
て、次の世代を担う若者自身が主体となる実
践として、広く参照されるべき成果であろう。
ただし、昭和の三陸地震津波後にも、学校の
内外において「慰霊の歌」、「復興の歌」の歌
唱を通じて災害伝承をはかるという新たな試
みがなされたものの、太平洋戦争という非常
事態を契機として途絶に至ったことも忘れて
はならない（註 11）。一度根付きかけた災害文化
も、異種のよりインパクトの大きな厄災によ
り衰退し得るという事実をふまえた上で、持
続的な継承をはかっていく必要があろう。
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　一方、後者は、災害伝承が時代とともにそ
の形を変えながら継承されていく柔軟性を宿
していることを象徴する事例とも言える。既
存の災害文化を固持することに拘泥するので
はなく、やがて変質することを前提とした柔
軟な継承をはかっていくことにより、個々の
災害文化はより永続的になるものと考える。

註
1 �　岩手県では概ね旧暦 7 月13日ないし 14

日から、同16日までが盂蘭盆会とされ［岩
手県教育委員会 1966］、新暦が用いられる
現在では、1 か月スライドして 8 月13日か
ら16日を「お盆」としている地域が多い。
4 日間の中でも盆の入りに当たる13日に墓
参するのが一般的であるという（川向富貴
子氏からのご教示による）。

2 �　以上の数字には参考扱いのモニュメント
も含まれる。なお、確認された住民関与
の有無については、第 1 章に前掲した表
1 - 2 - 1 ～ 1 - 2 - 9 中、「住民関与」の項
に反映させている。

3 　「東海新報」2016年 4 月 2 日号による。
4 �　以下に述べる予備調査の内容は、山田高

校ホームページ（https://www2.iwate-ed.
jp/ymd-h/）及び同校が情報発信に活用し
ている note（https://ymd-hs.note.jp/）の
投稿内容に依拠するものである（いずれも
2025年12月31日最終閲覧）。

5 �　『高等学校学習指導要領（平成30年告示）』
中、「総合的な探究の時間」の項より引用。

6 �　令和4年度岩手県立山田高等学校1学年・
山田町教育委員会生涯学習課により 2023
年 2 月に「山田町津波碑ガイドマップ」が
作製・発行されている。

7 �　第 1 章註24に前掲したように、更新が
容易なオンラインプラットフォーム（「津
波モニュメントデータベース」http://blog.
livedoor.jp/itime/）を利用して、これまで
に行った津波モニュメント類の調査につい
て嚙み砕いた形での発信を試みていること
も、こうした問題意識に基づいている。

8 �　山形新聞「大震災の教訓－山形は安全か
［7］」による。2011年 6 月17日公開のウェ
ブ 版（https://www.yamagata-np.jp/bosai
/?id=31&no=201106171507&p=95）を閲覧

（最終閲覧2025年12月31日）。
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9 �　保苅実氏は文化人類学的手法により、
オーストラリアの先住民の歴史認識にアプ
ローチする中で、外部の者にとってどれ
ほど荒唐無稽な「史実」であれ、それが
住民の間で共有され、彼らの「現在」に
直接的に影響する限りにおいて、その生
きた「史実」の価値を「歴史実践（Doing 
history）」として最大限尊重すべきという
結論を導き出している［保苅 2018］。筆者
は岩手県沿岸部各地に見られる災害伝承も
また、一つの「歴史実践」として捉え得る
と考えている。

10�　本事例に関しては、「がんばろう東北」
などといったスローガンに象徴されるよう

に、東日本大震災は「東北」が一丸となっ
て克服すべき災害として社会的に位置付け
られたことから、直接的な津波被害を受け
ていない山形県居住者も少なからず当事者
意識を共有するに至ったことの影響が想定
される。

11�　林勲男「大災害被災地で生まれる新たな
文化」（『自然災害科学』41- 4 、2023年）参照。
また、筆者が行った一連の悉皆調査におい
ても、小学生の頃に学校や津波モニュメン
トの前などで「復興の歌」をうたった経験
を持つという聞き取りが各地で得られてい
る。

- 97 -



終章

　本書の結びに当たり、一連の議論の成果と
課題を小括する。
　第 1 章では、東日本大震災を経た現時点に
おける岩手県内の津波モニュメントの現状に
ついて、悉皆調査結果に基づき検討を加えた。
　既往研究においては、供養碑型、記念碑型、
標石型という分類はもとより、本書で試みに

「津波モニュメント」とした総称についてさ
え共通の理解を欠いたまま議論が進められる
きらいがあったが、本章の検討を通して、津
波モニュメントが少なくとも 3 種に分類可能
であることを、それぞれの型が成立する歴史
的過程とともに再確認することができた。
　本書は今後の議論の前提を整えるべく、津
波モニュメントの基礎的性格を明らかにする
ことを第一義とするものであり、議論の対象
の際限ない拡張につながりかねない事物（私
的な墓石や津波石、浸水線標識など）につい
ては主たる検討の対象から除外したが、これ
は「津波モニュメント」と定義されたものと、
その定義から外れるものとの間に優劣関係を
措定するものでは決してない。むしろ現在主
たる対象から除外しているものも含めた形
で、災害伝承の媒体を総合的に取り扱ってい
くことが求められると考える。しかしながら、
繰り返し指摘している定義の不安定性が象徴
するように、現状は上述のような議論に必要
な前提が十分整っているとは言い難い。その
中で、従来さほど言及されることがなかった
移動履歴や、住民関与といった諸要素も含む
多様な視点から津波モニュメントを俯瞰でき
るようになったことは、今後の議論の発展に
資する一定の達成と評価できるものと考えて
いる。
　ただし、津波モニュメントを巡る状況は絶
えず変化し続けるものであり、本書で捕捉で

きるのは、あくまでも調査時点の状況に過ぎ
ないという限界がある。コンテンツの更新が
容易なオンラインの媒体を用いて情報発信を
試みた（註 1）所以も、この限界性を克服するこ
とを一つの眼目としている。今後も調査を継
続するとともに、その結果を随時更新しなが
ら普及していくことに努めたい。
　続く第 2 章では、津波モニュメントや、関
連する災害文化が、東日本大震災における被
害軽減に有効に機能したと評価されている岩
手県内の 3 事例について、定性的な検証を加
えた。洋野町と普代村の事例では慰霊祭が、
宮古市重茂の事例では津波モニュメントの伝
える居住制限の遵守が、大船渡市三陸町吉浜
の事例では、やはり津波モニュメントがその
過程を物語る高台移転が、被害軽減の重要な
要素であったという点については従来の指摘
内容を追認するに留まるものであるが、各事
例の成功要因をより深く理解するためには、
本書で指摘したような、単一の要素に依存し
ない防災体制や災害文化の豊かさを適切に把
握することが不可欠であろう。
　本書では既存の定性的評価の再検証をはか
る上で、既往研究や報道などにおいて、ある
定度周知されている事例を抽出して検討を加
えたが、明治三陸地震津波の慰霊祭を住民が
主体となって連綿と続けてきた釜石市平田佐
須集落が、東日本大震災でやはり一人の犠牲
者も出さなかったように、注目すべき事例は
なお沿岸各地に潜在しているものと思われ
る。また、人的被害が出なかった地域に限っ
て焦点化することは、そうでない地域の災害
文化の意義や価値の低位査定にも容易につな
がるものであり、ひいては当該地域のソフト
面での防災力低下にも結びつきかねない危険
性を孕んでいる。自余の事例の掘り起こしに
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ついては今後の課題としたい。
　定性的な議論に終始した第 2 章に対し、定
量的な議論を中心に展開した第 3 章において
は、住民が津波モニュメントの存在を認知可
能な範囲が如何程であるのか、具体的なデー
タをともなって提示できたことが最大の収穫
の一つであり、その範囲は居住する「地域」
を大きく超えるものではなかった。
　また、内陸で生まれ育った筆者自身が、本
調査を行う以前、津波モニュメントや災害文
化というものの防災上の有効性を無条件で是
認しがちであったのと同様に、大船渡市末崎
町においても、津波の被災リスクが低い「地
域」の住民ほど、標石型モニュメントの避難
指標としての機能を肯定的に評価する傾向が
見て取れた。
　既存の津波モニュメントや災害文化の活用
可能性を云々するに当たっては、こうした
データが示すある種の限界性や、それをわき
まえずに災害文化を妄信することの危険性を
肝銘することが求められよう。一方で、定量
的検証によって示された数値は確かに客観性
をともなうものではあるが、本書第 3 章にお
ける調査結果について言えば、若年層の意識
を十分に反映したものではないことや、生活
風景の中に溶け込んでいる標石型モニュメン
トの存在が無意識下で住民の津波リスク認知
や避難行動に与える影響について捕捉できな
いといった課題を孕むものであることにも十
分留意した上で取り扱う必要があろう。
　主として東日本大震災後の状況に焦点を当
てた第 4 章で言及した、盂蘭盆会における住
民と津波モニュメントの関係性、学校教育に
おける活用、災害文化の遷移・強化は、いず
れも津波モニュメントを媒介として紡がれる
災害文化の生命力や可能性を物語るもので
あった。ここで述べたような住民とモニュメ
ントとの関係性、そこから期待される防災上
の効果を、他のモニュメントや学校、地域へ

波及させるためには、各モニュメントに関す
る基礎的な情報や活用事例を、より幅広く、
平易かつアクセスが容易な形で発信していく
必要がある。幸いにして業務としてそれに携
わることができる境遇にある自身が、一県職
員、あるいは一学芸員として果たしていくべ
き職責としたい。
　その第一歩として、以上に振り返ってきた
全体の議論をふまえ、現時点で筆者が提示可
能な、類型別の津波モニュメント活用の可能
性について、提言することで結びにかえる。
　過去の災害死者の供養を旨とする供養碑型
モニュメントについては、一見次なる災害へ
の備えに直結しづらいという印象も受けるが、
第 4 章第 2 節において強調したように、津波
モニュメントが現代の防災上有為に機能する
ためには、所在する地域住民との間に関係性
が結ばれていることが不可欠である。盂蘭盆
会の事例検証を通じて、とりわけ過去の災害
死者供養という点においては、3 種の類型の
内、この供養碑型が最も定期的・反復的な接
点を有しやすいことが明らかとなった。復興
の進展にともない、津波被害の爪跡を直接的
に物語る遺物・遺構が東日本大震災津波被災
地の日常風景から後退していく中、こうした
供養碑型モニュメントを媒介として、慰霊、
すなわち死者及び過去の出来事と向き合う場
を日々の生活の中に形成していくことは、必
ずや当該地域の災害伝承促進に寄与するであ
ろう。
　記念碑型モニュメントは、時期や地域によ
りそのコンテンツは千差万別である。碑文が
極めて難解な漢文調で記されているもの、現
代の実態とはやや乖離した教訓が刻まれてい
るものなど、活用可能性に疑問符が付きかね
ないものも少なからず存在する。しかし、各
記念碑が宿した碑文は、基本的に当該災害の
被災者たちが災害伝承をはかる上で導き出し
た、当時における最適解を体現するものと見
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てよい。彼我の間に懸隔を感じるならば、そ
の距離は当該災害以降、社会の変化に即応し
ながら積み重ねられてきた防災体制整備の進
度を意味するものに他ならない。仮に現代の
防災に直ちに活用困難な碑文をともなってい
る場合でも、なぜ当時の人々はそのようなテ
キストを用いて記念碑を建立したのかという
問いを立てることにより、刻まれた教訓を単
純に継承する以上に深みのある学びが可能に
なるものと思われ、その点で学校教育や教育
的な観光プログラムにおいて活用の余地は多
分にあるものと考えられる。
　過去の津波到達点を示す標石型は、上記 2
種に比べ、防災上の活用法が最も明瞭であ
る。意味するところが一目瞭然であることか
ら、所在地に居住していない来訪者に向けた
情報発信でも活用が期待されよう。ただし、
過去の津波浸水域は、地震の規模、震源地と
の位置関係、地形や防潮堤・防波堤等の整備
状況など多様な変数に左右されてきたもので
あり、それゆえ如何に「未曽有」と呼ばれる
ものであれ、一回限りの津波被害の浸水域だ
けを避難の指針として残すだけでは十分とは
言えない点に留意する必要がある。明治や昭
和の三陸地震津波が、東北地方太平洋沖地震
による津波以上に遡上していた地域は決して
珍しくなく、特定の指標に依存した避難がリ
スクをともなうことは、第 3 章で実施した、
大船渡市末崎町の住民に対するアンケート調
査の中で、東日本大震災を経験した多くの回
答者が異口同音に警鐘を鳴らしていた通りで
ある。翻って、如何に東日本大震災において
無力であったとしても、過去の津波到達点を
可視化する標石型モニュメントは、各地の被
災履歴を立体的に復元することに大きく寄与
するであろう。こうした標石群を、東日本大
震災をはじめとする後発の災害によって生み
出された新たなモニュメントとともに一括し
て次の世代に託し、度重なる津波被害の経験

を相対化して思考するための基盤を整えてお
くことが、次なる「未曽有」を予見する想像
力を培うために不可欠なのではなかろうか。

「人々は山に逃げなさい。屋上にいる者は下
に降りてはならない。家にある物を取り出そ
うとして中に入ってはならない。畑にいる者
は、上着を取りに戻ってはならない。それら
の日には、身重の女と乳飲み子を持つ女に災
いがある。このことが冬に起こらないように、
祈りなさい。」
　あたかも津波への備えの心得のようにも映
る上の一節は、『新約聖書』中、「マルコの福
音書」の一節を抜粋したものである（註 2）。絶
えず様々な厄災に苛まれてきた人間に対し、
自らの身を守るための術は、洋の東西を問わ
ず、 古

いにしえ

より示現的に差し出され続けてきた。
そうした無数の災害文化は、現代に生きる私
たちの血肉となり、不意の事態に直面した際
に無意識下で発現し、良くも悪くも私たちの
行動を規定する。津波モニュメントをはじめ
とする幾多の規定要因の可能性と限界を正し
く理解し、そこに私たちの経験を重ねながら
適切に次の世代へと受け継いでいくこと。そ
れが果たされたならば、各地の津波モニュメ
ントに刻まれた千言万語は、1000年先を生き
る人々にとっての福音になるものと信じる。

註
1 　�第 4 章註 7 に前掲のウェブログ「津波モ

ニュメントデータベース」（http://blog.
livedoor.jp/itime/）を指すもの。

2 　�「マルコの福音書」第13章14節～18節。
引用は一般財団法人日本聖書協会訳の
テキストによる（同会ホームページ
https://www.bible.or.jp/ 上で公開され
ているもの。2025年12月31日最終閲覧）。
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